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第 44回大会シンポジウム 

学校は逸脱・非行にどうかかわるか 
 

コーディネーター・司会：岡邊 健（京都大学） 

 

１ 企画趣旨 

 日本犯罪社会学会の第 25 回大会（1998 年 10 月）

では、「学校パラダイムの変容と青少年の逸脱」と題

したミニシンポが開かれている。臨時教育審議会

（1984 年設置）で打ち出され、1997 年の中央教育審

議会第二次答申で決定づけられた「自由化」「個性重

視」路線の教育改革を受けて、学校パラダイムが変

容しているとの問題意識のもと、その変容が青少年

の逸脱行動とどのような関わりを持つか（持ちうる

か）について、議論が交わされた（耳塚 1999）。 

 この時期からおよそ 20年が経過した。振り返れば

この間、本学会において学校教育が主要なイシュー

とされることはあまり多くはなかった。その理由は

必ずしも定かではなく、それ自体が興味深い検討対

象のひとつではある。ただ、もちろん今日でもなお、

逸脱・非行について検討するにあたって、学校（教

育）のありようを考慮に入れるのは不可欠であろう。 

 学校の姿は、20 年前とは大きく異なっている。学

校で学び、遊び、生活する児童・生徒の姿も、20 年

前とは異なる面が多いであろう。学校現場の実状を

見据えたうえで、今日の学校が逸脱・非行にどのよ

うに関わっているかに関して、会員間で問題意識の

共有をはかりたい――これが、本シンポジウムの企

画の最大の趣旨である。議論を通じて浮かび上がる

論点は、今後会員による逸脱・非行研究の進展に寄

与するものになると確信している。 

 なお、「学校の諸機能は、生徒たちの非行化を抑制

する契機と同時に非行化を促進する契機を含んでい

る」（松本 1983: 47）。シンポジウムのテーマは、こ

の観点を反映したダブルミーニングとなっている。 

 

２ シンポジウムの構成 

 当日はまず、報告者（後述の 4名）による 25 分ず

つのプレゼンテーションを聞いた。休憩をはさんで、

指定討論者（原田豊氏（科学警察研究所））から各報

告へのコメント・質問がなされ、これへのリプライ

が発表者からなされた。その後、フロアから受けた

コメント・質問について、司会が整理したうえで順

次採り上げて、それへのリプライを受けるなかで、

討論へと接続した。 

 

３ 報告者と報告内容の骨子 

 報告者と報告内容の骨子は、次のとおりである。 

 野田正人氏（立命館大学）による第 1 報告では、

過去数年の教育政策において、生徒指導がどのよう

に位置づけられてきたかについて、いじめ・校内暴

力等に関する統計解釈上の留意点にも触れながら、

論じられた。 

 大多和直樹氏（帝京大学）による第 2 報告では、

生徒文化と逸脱との関連性に関する現代的特徴につ

いて、中学生への質問紙調査に基づいて論じられた。 

 鈴木翔氏（秋田大学）による第 3報告では、学級

集団内で支持を得ている（外見と明朗性の高い）層

のいじめ拒絶規範の弱さという側面等から、いじめ

問題の解決の困難性について論じられた。 

 竹原幸太氏（東北公益文科大学）による第 4報告

では、ゼロトレランス路線からの転換がはかられる

米国で広がっている修復的実践の取り組みが紹介さ

れたのち、この取り組みの日本での展開における課

題と展望が論じられた。 

 

４ 質疑応答と討論 

 原田氏からの主な質問とそれへの応答は、次のと

おりである。 

（鈴木氏へ）他国のデータで分析すると、国際比較

はできるのか？ 

（野田氏へ）文科省-教育委員会-学校の階層構造の

なかで、文科省の方針が現場に浸透するための工夫

はあるのか？ 

（大多和氏へ）学業成績とヘゲモニーの関係は男子

だけにみられる。男女差をどうみるか？ 

（野田氏・竹原氏へ）日本にもスクールカウンセラ

ー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）が組

み入れられるなかで、今後の期待、考えられる障害

と克服策は？ 

（野田氏）教育行政は、他と比べて中央-地方の階層

構造の側面が弱い。どういう仕掛けを与えればよい

かは、地域によっても、学校段階によっても、設置

者によってもまちまち。ゆえに難しい。SC が入って

20 数年だが、学校が使いこなせてきたかといえば、

課題はある。ただ面接して帰ってしまう SC もあれば

教師との連携がうまくいっているところもある。SSW

も同様の問題がある。また、東日本と西日本で家庭

訪問の頻度が圧倒的に違うなど、生徒指導、教育相

談の土俵が地域・学校により大きく違う点にも留意

すべきである。文科省は、たとえば教育相談に関す

る 2017 年 1月の報告がそうだが、校長はこう、教育

相談コーディネーターはこうと具体的な助言をする

ようにはなってきている。 
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（大多和氏）男女差は分析中。男子で優等生がヘゲ

モニーを持つのは伝統的にもそうであった。成績が

良く力を持っている勢力と、そうでなくて力を持つ

勢力の両方が、男子にはいる。精緻な分析が必要だ。 

（鈴木氏）国ごとに大きく結果が異なるのは確か。

重要な指摘だが、分析と解釈はこれからである。 

（竹原氏）SC、SSW との連携についてだが、これら

の職種には非常勤職が多い。「たまに来る人となか

なか話ができない」という教員の文化はある。人事

考課制度があり、教員が自分で問題を処理できない

と不適格教員とみなされるのではとの懸念も教員に

は生じうる。連携は必要だが、適切な条件整備と連

携の内実こそが重要である。 

（野田氏）SC、SSW の常勤化は政策的課題だが、そ

の方向への動きはある。基盤整備、人材確保・育成

等多面的な課題がある。地域によって SC、SSW が批

判的に捉えられるところもあれば、有効に動いてい

るところもある。月 4 時間の勤務でも、十分チーム

として動くことはできるし、好例も多い。いじめ対

策法はボトムアップでない形で取り入れられた政策

であり、他との整合性が取りにくいところがある。 

 フロアとの主なやりとりは、次のとおりである。 

（フロア）アセスメントにおいて専門家間の意見の

相違があった場合はどうなるのか？アセスメントの

定義と意義は？ 

（野田氏）心理検査を指す場合と、家庭状況等を含

めた広い概念との両方がある。専門家間でアセスメ

ントが異なることは経験的にはない。意見がずれる

とすれば対応・手法の問題。修復的アプローチにつ

いては、適用しうるケースがどこまでかを、その有

効性とともに考えなくてはならない。 

（フロア、主に鈴木氏へ）男子は運動部／チャラオ

／ジミオが 3分の 1ずつという自大学の学生の観察

があった。運動部の位置づけを明確にすべきでは？ 

（鈴木氏）著書『スクールカースト』で部活動ごと

の分析をした。男子はラケットを握らない球技の部

活が一番強い勢力を持っており、文化系が一番弱い。

女性はバスケ、バレーボールが強く、部活動に入っ

ていない層も強い（ヤンキー層かもしれない）。ただ、

部活動は種類が多く、計量的分析が難しい面もある。 

（フロア、鈴木氏へ）分析のなかで、教員はどうい

う位置づけか？ 

（鈴木氏）学校生活について聞くと教員が出てくる

ことは少ない。先生とのつながりは、他の変数と関

連が出ない。ただし小学校は別だと考えられる。 

（フロア、竹原氏へ）学級内の関係性をあらたに作

り直す修復とはどういうものか？ 第 1 水準の実践

が日本の学校の人間関係上の課題を解決する具体例

はあるのか？ 

（竹原氏）日本では机-椅子が前提となる学校文化が

身体化されているので、それを変えていく取り組み

にはなりうる。ただし、それですぐにスクールカー

ストが解消するわけではもちろんない。具体例は少

ないが、大阪の高校でピアメディエーションの教育

をやっている例がある。ヤンチャな子が一番メディ

エーターをうまくできたのだが、その理由は優等生

はマニュアル通りにやらねばと思うのに対して、ヤ

ンチャな子は夫婦げんかの仲裁を日々してきたから

というもの。彼らは学業成績ではない評価を与えら

れて自信を持ったという。このような実践に、修復

的アプローチの可能性があると考える。 

（フロア、大多和氏・鈴木氏へ）変わったのは実態

なのか、研究者の視点なのか？ 実態だとすれば、

ではどうすべきと考えるか（対策論は）？ 

（大多和氏）学級の共同性、生活共同体的な側面は

緩めることを考えるべきだと考える。 

（鈴木氏）視点の変化があるのは否めない。人間関

係のウェイトが学校で大きすぎるという感覚はある。

教室の閉鎖性を壊すような策を考えてもよい。 

（竹原氏）修復的実践はなれ合いの関係性を作るわ

けではない。シティズンシップを作っていくものだ。

ただ、適切に運用しなければ逆機能はありうる。 

（フロア）家庭背景・階層をどう考えるか？ 

（鈴木氏）男性は関係ないが、女性はお金持ちで文

化的な階層は高くない子が力を持つとの結果がある。 

（竹原氏）ファミリーカンファレンスの手法を取り

入れた修復的実践の事例がある。 

 締めくくりに、今後の研究課題等について、各報

告者から次のような発言があった。 

（竹原氏）修復的アプローチは万能ではない。その

ことも踏まえて、研究をさらに進めていく。 

（鈴木氏）学級集団ごとの分析も必要。また、スク

ールカーストは完全に固定的ではない面もある。そ

の点も踏まえて、分析をさらに進める。 

（大多和氏）いつの時代も、学業成績が反学校文化

に関係している。しかし関係のしかたは違っている

はず。そこを中心に分析をしていきたい。 

（野田氏）公共性、市民性、正義をどう子どもたち

に培うかが課題だろう。ただ、コミュニケーション

能力を高める教育が、発達障害を持つ子どもをスポ

イルしてしまう例も多い。このような逆機能も考え

つつ、議論を進める必要がある。 

 

文献 

松本良夫, 1983,「学校の非行防止機能」『犯罪社会
学研究』8: 38-51. 

耳塚寛明, 1999,「学校パラダイムの変容と青少年の
逸脱」『犯罪社会学研究』24: 4-25. 
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１．「チーム学校」でのアセスメントに基づく生徒指導 

 

                                      野田 正人（立命館大学） 

 

１ 学校に求められる対応 

 本報告では、今日の学校に求められる非行や校内

課題への対応について、その概要を示そうとするも

のである。そのポイントとして、社会的に非行は減

るも、校内暴力は減らず、特に小学校では急増して

いること。また不登校もこの数年、増加傾向を示し

ていることなどが背景にあり、いじめや児童虐待、

子どもの貧困など、子どもの背景課題の分析や認識

も広がりつつあることなどが指摘できる。その対応

としては、生徒指導の基本文献である文科省の『生

徒指導提要』（2010）の考え方。「チーム学校」の考

え方と、専門職員としてのスクールカウンセラーと

スクールソーシャルワーカーの参画と活用。「不登

校」対策と義務教育機会確保法体制。その下での教

育支援センター（適応指導教室）の在り方とフリー

スクールと夜間中学校の設置と連携。     

「いじめ」に関する「いじめ防止対策推進法」と

関連施策。児童虐待とその影響、子どもの貧困対策

推進法における学校のプラットホームの意義などに

ついて述べる。 

 

２ 非行と校内暴力  

 

（文科省平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指

導上の諸問題に関する調査」より） 

 校内暴力は、中学校はやや減少傾向だが、小学校

の増加はこの 10 年で 3803 件から 17078 件と約 4.5

倍の増加である。この状況には小学校で行動が激化

するが、中学校全体は以前より落ち着いていること。

いくつかの自治体の状況では、特定の学校の特定の

児童による繰り返しての暴力の問題が多く、直ちに

小学校全体が困難とは言い得ないことなどが指摘さ

れている。 

 

３ 不登校について 

 長期欠席は、かつては 50 日を基準としていた時期

もあるが、現在は単年度に 30 日以上欠席した場合を

指す。戦後の長期欠席の理由は、障害・病気・貧困

（経済的理由）がその中心で、他に｢学校ぎらい｣と

｢その他｣という区分も設けられていた。1979 年から

養護学校が義務化され、理論的には障害を理由とす

る欠席はないこととなり、病気と経済的理由とが欠

席理由の中心であった。1970 年代は全体に欠席者数

が戦後 低の時期であったが、1980 年代の校内暴力

の嵐、いわゆる非行の第 3 のピークの後に、非行と

入れ替わるかのように｢学校ぎらい｣が増加を示した。

そのころから社会的には登校拒否、また少し遅れて

不登校などという表現もなされた。学校ぎらいは平

成に入っても増加はとどまらず、1992 年に文部省は、

公式にはじめて不登校という用語を用いたとされる、

「登校拒否（不登校）問題について」という報告と

それに基づく通知を出し、学校を心の居場所にしよ

うという主張を行った。その後 1995 年にはスクール

カウンセラーが活動を開始し、教師のカウンセリン

グマインドと呼ばれる生徒指導・教育相談の姿勢も

強調され、学校の指導姿勢には一定の変化があった

が、不登校自体は減少せず、2001 年までは増加の一

途をたどった。その後の 10 年ほどはやや減少を続け

ていたものの、2012 年前後から再び増加傾向がみら

れ、小学校では 2015 年の不登校が戦後 高となった。 

 不登校に関しては、単に学校に戻す、つまり再登

校をうながすだけで無く、学校外施設である教育支

援センター（適応指導教室）の設置も進められた。

また、不登校の一部がニートひきこもりにつながる

例も見られたことから、不登校を社会的自立の課題

ととらえ、自立を目標に支援が行われる一方で、ど

う努力しても学校には戻れないが、フリースクール

等には通える子どもいるため、むしろフリースクー

ルを学校の代替施設として認め、必要な場合には経

済的支援も行うことが適当ではないかという議論も

積み上げられた。その結果、2016 年 12 月に「義務

教育の段階における普通教育に相当する教育の機会

の確保等に関する法律」が制定され、フリースクー

ルや夜間中学の設置促進などが求められることとな

った。一方で、2016 年 7 月にまとめられた「不登校

児童生徒への支援に関する 終報告」の副題は「一

人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的
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な支援の推進」というもので、この文の含意すると

ころは、個別性の原則、アセスメントの重視、エビ

デンスベースの支援、チーム支援、機関連携の重視

などであり、この方針が不登校だけでなく、生徒指

導・教育相談の基本姿勢と考えることが求められて

いる。 

 2017 年 1 月の｢児童生徒の教育相談の充実につい

て｣報告では、このチーム支援とアセスメントの向上

のため、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーの活用を推進すると同時に、それを支え

る学校体制の充実が求められるとしている。 

 

４ いじめについて 

 2013 年に公布されたいじめ防止対策推進法は、従

来の学校でのいじめ対応を大きく変化させることと

なった。学校にいじめ防止の基本方針の制定と、い

じめ対応の組織の構築を義務づけると同時に、いじ

めの重大事態となる場合には、調査の義務づけや、

学校の設置者による再調査と議会への報告など、学

校と教育委員会への不信を前提としたかのような対

応システムが法定された。すでに、この調査（一般

にはいじめの第三者委員会と呼ばれている）を巡る

諸問題が報道されることが増えているが、その多く

は学校や教育委員会のいじめ防止対策推進法の理解

不足に端を発するものが少なくない。 

 そもそも、いじめの事実認定は困難が伴うが、加

えて今回の法律が、従来からのいじめの定義を変更

したため、いっそう何をいじめと考えるかという点

での混乱をきたしている。 

 文科省のいじめ定義は、2010 年まで「自分より弱

い者に対して一方的に、身体的・心理的攻撃を継続

的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」と

いうものであった。この定義は、加害者を主語とし

たもので、その後深刻で多様ないじめ事件が生じ、

被害者に主語を移した「子どもが一定の人間関係の

ある者から、心理的・物理的攻撃を受けたことによ

り、精神的な苦痛を感じているもの」という定義と

変更された。 

 そして、いじめ防止対策推進法は、この被害者視

点の定義を下敷きに、「児童等に対して、当該児童等

が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の

人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む。）であって、当該行為の対象とな

った児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」

と規定した。この定義は、一見文科省の定義を詳細

にしたもののようであるが、重要な点として｢攻撃｣

という表現が｢影響を与える行為｣と変更されている。

このことから、加害者とされた者が善意や行為から

行った者でも、被害者が苦痛を感じたという主張だ

けでいじめと認定する必要が生じる。また、学校が

どの水準でいじめと報告するかも自治体による差が

あるため、文科省の 2015 年の問題行動調査によれば、

いじめの発生件数は全国平均で 1000 人あたり 16.5

件であるが、最高は京都府の 92.0 件、最低は佐賀県、

香川県の 4.5 件と 20 倍以上の開きがある。 

 文科省はいじめについて、犯罪に該当する場合に

は積極的に警察に通告することを求めており、2013

年には「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案

について」という通知を発出している。しかし、教

育現場ではこの通知はほとんど浸透しておらず、積

極的に警察を活用するところも少ない一方で、触法

年齢を想定した通知でもないため、福祉との連携を

視野に入れていない課題も大きい。 

 

５ 児童虐待の影響 

 筆者は、非行やいじめの背景の最大の課題は、児

童虐待であると考えている。 

 それは、加害行為や自傷行為の最大の誘因である

と同時に、学校が虐待の知識をもっていないと虐待

をよけいに助長することがしばしば見られるからで

ある。 
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２．現代の生徒文化と逸脱 

―数量的データからのケーススタディ 

                                      大多和 直樹（帝京大学） 

 

１ 報告の目的 

 生徒文化論において中高生の逸脱問題は、1980 年

代には「地位欲求不満説」にみられるように学業競

争をめぐる一種の欲求不満状況によって引き起こさ

れると捉えられていた。しかし、2000 年代以降、そ

うしたマクロな枠組みはリアリティを失うとともに、

スクールカーストやいじめなど学級内のミクロな人

間関係・コミュニケーション上の問題がクローズア

ップされてきている。この状況は、生徒文化研究に

おける枠組み上の断絶があることを意味しているの

だが、2 つの枠組みには関連性を見いだせるのでは

ないかと筆者は考えている。 

 この関心から本報告は、第一に「生徒文化と逸脱」

という切り口から、1980 年代的枠組みと 2000 年代

以降の枠組みを架橋するようなシンプルなモデルを

作成し、諸変数の関連性(の有無)を明らかにするこ

とを試みる。そのうえで 第二に、第一の作業で得ら

れた諸変数の連関が何を示しているのか、現代の生

徒文化と学校空間のあり方に照らしつつ読み解く作

業を行う。ここでは、幾つかの補足的な分析を行い、

おもに現代の生徒文化(とくに逸脱関連)の特徴やそ

の生徒指導上の課題について考察を行う。 

 

２ 方法 ―数量的なケーススタディ 

 方法としては、報告者が科研費の助成を受けて実

施した「携帯電話・ネット等の利用と学校生活に関

する調査」のデータを二次分析することとした。調

査は、2014 年 2～3 月に首都圏大都市の公立中学校 5

校の 1～2年生 1006人(男子 487,女子 516,不明 3)を

対象にクラスルームでの集団自記式で実施した。こ

の時点で、本報告は方法的限界を抱えていることに

なり、とくに①サンプリングの点で問題を抱えるこ

と、②逸脱行為そのものについての項目が十分でな

いことをまず開示しておかなくてはならないだろう。 

 しかしながら、①公的機関が関与した大規模調査

では採用されにくい「立ち入った」質問項目(「教室

で力を持っているグループ」など)や②現代の生徒文

化(ケータイ利用などのコミュニケーションから学

業までを含む広い意味での生徒の行動様式)と学校

との関係性を捉える質問項目が盛り込まれるなど本

調査でしかアプローチできない現象もありうる。こ

のアプローチには ―数量分析の手続きを経て、現代

の学校における逸脱のありように仮説的に迫る数量

的ケーススタディとして― 一定の意義があると信

じたい。 

 

３ 分析①生徒文化論の統合的モデルの検討 

 

図 1 1980 年代・2010 年代の生徒文化論の枠組み 

 図 1 の左側の囲みは、1980 年代の生徒文化論の枠

組みを単純化したものである。この時代には、学校

での成功が将来の成功に結びつくという「学歴社会

像」が共有された社会状況があり、耳塚(1980)の「地

位欲求不満説」にみられるように課題集中校(「底辺

校」)や成績の低い生徒に「ツッパリ」(ないしは反

学校的文化・逸脱)が多いことを説明する研究が多々

みられた。生徒を逸脱に趨らしめるメカニズムにつ

いて耳塚は、「学校での成功の見込みが低い生徒」に

おいて、学業を通じた地位達成の目標を共有しつつ

も達成する手段がないことによる欲求不満状況に置

かれており、反動形成(自分たちを低い地位にとどめ

るルール・価値の転覆)が生じやすいと説明した。こ

こで重要なことは、「地位欲求不満説」が、学校教育

の選抜配分機能(成績による進路分化)と社会化機能

がリンクしている(進路ばかりでなく生徒の行動様

式までを分化させる)という構造的モデルだったこ

とである。 

 これにたいして図 1 の右側の囲みは、2000～2010

年代の生徒文化論ないしは、一つのタイプの学校で

の逸脱問題・生徒指導問題に関する研究の枠組みを

単純化したものである。 

 ここでは、生徒文化研究は、スクールカーストや

「キャラ」(土井 2009)といったコミュニケーション

の問題へと関心の焦点をシフトさせている。教室内

のコミュニケーションのヘゲモニーがどのようなキ

ャラ(単純化された人格類型)を分化させるのか、ま

た、それがいじめなどの人間関係のトラブル(人間性

の疎外)にどのように結びついているのかなどの研

究がなされている(たとえば鈴木 2012)。ここでは

「ヤンチャ」(かつての「ツッパリ」や「ヤンキー」)
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生徒が描き出されても、その逸脱性よりも教室内の

ミクロなコーピング戦略への関心が勝っている(知

念 2012)。 

学業成績

学校への反抗

生徒グループの
ヘゲモニー

人間関係
トラブル

-.131** .158*** -.126**

.135**

.120**

.218***

 

図 2 諸変数の連関図(パス解析)(※男子) 

 図 2 は、統合モデルに具体的変数を与えてパス解

析をした結果である。ここでは両モデルの変数間の

関連性が多々みられることを指摘しておきたい。①

学級内でヘゲモニーを強く掌握するグループ(力を

持っているグループ)に所属する生徒は学校への反

抗をしやすく、②学校への反抗は人間関係トラブル

と結びつきやすいい。さらに③男子だけではあるも

のの学業成績が良い生徒ほど力を持っているグルー

プに所属しやすいこともみえてきた。1980 年代の枠

組みと 2010 年代の枠組みは、断絶しているどころか

関連性の網目のなかに置かれているとみるべきであ

る。 

 

４ 分析②現代の「反抗」と生徒グループ 

 1980 年代の枠組みと 2010 年代の枠組みは互いに

関連性のなかにある。といっても、それは具体的な

姿としてどのように理解すればよいのだろうか。と

くに生徒文化の観点からみたときに現代の「反抗」

とは何か、それがどのように力の強いグループや人

間関係のトラブルと関連しているのだろうか。この

点を探るべく「学校への反抗」と「力の強いグルー

プ」(さらにグループ自体に属していない生徒)につ

いて、それぞれのプロファイリングを行った。結果

の解釈のみを以下に簡潔に示す。 

 

分析②a 学校への反抗 

・反抗のあり方:学校への不満を募らせ、ガラの悪い

格好をしていたとしても、(暴力などの)対立を露わ

にする反抗ではない可能性がある。 

・彼らは、クラスではムードメーカー的役割をし、

おしゃれであり、他の生徒と変わらず学校は居場所

となっている。この点は力の強いグループの生徒と

の関連性を窺わせる。 

・相談しやすい先生のいる割合も他の生徒と変わら

ない。 

・学業への低い関与や学校への価値への非同調がみ

られる。現代の反抗とは学校の「意味」や「価値」

を徹底的に拒絶・否定する生き方にあるのかもしれ

ない。 

分析②b 生徒グループ 

・力を持っているグループは、友だちとつながって

いる感覚が強く、クラスを盛り上げるムードメーカ

ーであり、おしゃれであるなどいわゆる「イケてる」

生徒と位置付けられる。先生との関係も良好である。 

・しかし、グルーブの雰囲気が悪くならないように

気を使い、ケータイがないと不安になるなど繊細な

一面を覗かせる。また、ネットに悪口を書かれたり、

けんかをしたり人間関係のトラブルも多い。 

・ただし一番の問題は、グループに所属しない生徒

だろう。孤立感が高く、(トラブル自体は多くはない

が)そうしたときに相談相手がいない。これだけ学校

の居場所化が進む中で、彼らにとってはそうした場

になっておらず、先生に気楽に相談できる割合も約

15%にとどまる。 

・しかも成績下位の生徒が 5割に達するなど学業も

振るわない。学校的価値空間のなかで孤立しやすい

生徒である。 

 

５ 考察・議論 

 これらの分析を受けて、成績による生徒文化ない

しは生徒集団の分化力に着目したい。現代的な反抗

をみせる生徒は、クラスの中心に位置しながらも学

校的価値を拒否するという独特の特質を有している。

さらに、グループに所属していない生徒は、さらに

成績が低く、先生とのやり取りも少ない。こうした

危うい生徒がコミュニケーション重視の学校文化の

中で一定数根付いている。当日はこれら生徒集団と

生徒指導/逸脱問題との関係で論点提起をする。 

 

文献 

知念 渉, 2012, 「〈ヤンチャな子ら〉の学校経験―

―学校文化への異化と同化のジレンマのなかで」

『教育社会学研究』91: 73-94. 

耳塚寛明, 1980, 「生徒文化の分化に関する研究」

『教育社会学研究』35: 111-122. 

鈴木 翔, 2012, 『教室内(スクール)カースト』光

文社. 

土井隆義, 2009, 『キャラ化する/される子どもたち

――排除型社会における新たな人間像』岩波書

店. 

 

付記 本報告は、H22～25 年度・科研費(若手研究

(B))(「中学・高校生のメディア利用と教育的統制に

関する社会学的研究」研究代表:帝京大学 大多和直

樹 )の助成を受けて実施された研究の一部である。 
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３．学校の集団内規範といじめ問題 

 

鈴木 翔（東京大学大学院・秋田大学） 

 

１ 報告の目的 
 本報告の目的は、「いじめはいけないことだ」とい

うことが多くの人々の共通認識となっている現代に

おいて、なぜいじめが解決に向かわないのかを学校

の集団内規範という側面から考察することである。  
 
２ いじめの社会問題化  
 いじめが社会問題化したのは、1980 年代以降のこ
とであり、東京都中野区立富士見中学校のいじめ自

殺事件が発端だとされている。もちろん、この事件

以前にも私たちが現在「いじめ」と呼んでいるよう

なことはあったのかもしれないが、こうした衝撃的

な事件の報道をきっかけとして「いじめ」は自殺に

結びつきうる深刻な問題だと共有されていったこと

が指摘されている（間山 2002など）。のちにも続く、
一連のいじめ自殺事件報道は、結果として、多くの

学校教育関係者の不安を煽ることになり、いじめの

実態を把握しようとする動きが出てくる。それが

1985 年のことだ。文部省（現文部科学省）が行った
この調査は、今なお継続して行われており、いじめ

の認知件数の推移を知るための有用な資料だとされ

ている。 
 この調査の結果を見ると、いじめの認知件数の推

移は、ある特定の年に不自然に増加し、その後徐々

に減少傾向に転じるといったことを繰り返している

ことがわかる。これまで、不自然な増加を示したの

は、1985 年、1994 年、2006 年、2012 年である。
これらの年には、2 つの共通点がある。一つ目の共
通点は、新聞やテレビなどのメディアを賑わせた、

いじめを原因とした出来事が起こったことである。

これらの事件が報道されることにより、学校現場で

はいじめの対応に一層注意を促し、その結果として

いじめの認知件数が急激に増加したことが考えられ

る。二つ目の共通点は、一つ目の共通点とも関わる

が、いじめの注目度合いが高まるにつれ、文部省（現

文部科学省）がいじめの定義を改正していったとい

うことである。このいじめの定義の変遷の特徴は、

どの時点においても、一貫していじめの意味合いが

拡張されていき、いじめの被害者やその目撃者の訴

えが、よりいじめの件数へ反映されやすくなったこ

とにある。意味合いが拡張したことにより、学校現

場では、これまで見落としていたいじめはないか、

ということに一層注意を払うようになり、その結果

として定義が改正された年には、いじめの認知件数

が増加するということが考えられる。これら二つの

共通点より、いじめの認知件数は、実際のいじめの

「発生件数」を表すというよりは、むしろ文字通り

の「認知」されている件数を表すと解釈したほうが

妥当だと考えられる。  
 
３ いじめの様相  
 いじめが社会問題化されてから、学術的にもいじ

めがなぜ生じるのかということ関しては、様々な仮

説が設定され検証されてきた。滝（1992）の整理に
よれば、いじめの実態を明らかにしようとする研究

には、大きく分けて、①性格原因仮設、②機会原因

仮設、③不適応原因仮設、④規範意識欠如仮設、⑤

扇動仮説の 5つの仮説が設定され、検証されてきた
という。その結果、現時点で完全に棄却できない仮

説は②③⑤である。そのうち、⑤の扇動仮説のうち

森田・清永（1994）が提唱した「いじめの四層構造
論」は、加害者と被害者の特徴に着目するのではな

く、いじめの構造を明らかにしようとしており、今

なお説得力を持つ優れた理論として広く支持されて

いる。 
 いわく、いじめが成立するには、「加害者」と「被

害者」はもちろんのこと、両者の関係性をはやした

てる「観衆」とそれを見て何もしない「傍観者」の

四層が成り立たなければいじめも成立しないという

ことである。そしてもし「傍観者」が「仲裁者」に

変化することができれば、いじめはいじめとして成

立しないとされている。また橋本（1999）によれば、
小学校時に「仲裁者」であった者が、中学校進学と

ともに「傍観者」に変容することが、中学校でのい

じめを深刻化させていることも明らかにされている。

なお中学校 2年次では、いじめは減少傾向に転じる。 
 また、日本のいじめの様態について、内藤（2008）
は「暴力系」のいじめではなく、「コミュニケーショ

ン操作系」のいじめが主流であることを指摘してい

る。「暴力系」のいじめにおいては、そもそも「いじ

め」という枠組みでなければ、犯罪行為なのであり、

学校内部で問題を処理しようとせず、警察など外部

機関と連携することにより、短期的に問題を解決す

ることができると主張している。一方、日本のいじ

めの主流であるとされる「コミュニケーション操作

系」のいじめに関しては、短期的な解決が難しく、

中長期的な解決が望まれるという見解を示している。 
 
４ 「コミュニケーション操作系」のいじめの背景

にはどのような子どもたちの集団内規範があるのか  
 当日の報告では具体的なデータを提示するが、各

種の調査結果を見ると、日本の子どもたちは他国に
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比べて、学校に通う意義として同輩集団の関係性を

挙げる傾向がある。実際、日本の学校の特徴は、「閉

鎖性の高さ」と「協調性の重視」にあることも指摘

されている（鈴木  2015a など）。つまり、閉じた環
境の中で協調性が重視されることにより、友だちが

作りやすいというメリットがある一方で、固定的な

交友関係から逃げられず、負の関係性を生み出しや

すいと言ったデメリットも存在するということだ。

この関係性について土井（2008）は「友だち地獄」
と呼んでいる。  
 また固定的な関係性の中で、「いじめ」とまではい

かなくとも、「スクールカースト」と呼ばれる、同輩

集団間の関係性についても問題視されてきている

（鈴木 2012）。かつては、同輩集団間の関係性は「島
宇宙」間で「ヨコナラビ」であるとされてきたが（宮

台 1994 など）、「タテナラビ」の権力関係が成り立
っていることが指摘されてきている（知念  2017 な
ど）。こうした状況がある中で、現代のいじめ問題は、

見えづらい「コミュニケーション操作系」のいじめ

が主流であることに加えて、彼らの「学校生活の友

人関係重視志向」とでも呼べるような文化的な背景

が入り組んだ中で複雑化していることが推察される。 
よって、本報告では、「学校生活の友人関係重視志

向」という文化的な背景のもとで①いじめと彼らの

友人関係はどのように関係しているのか、②なぜい

じめは抑止できないのかの 2点について、分析の報
告を行う。  
 
５ 分析に用いるデータ  
①ベネッセ教育研究所（現ベネッセ教育総合研究所）

が，東京都および埼玉県の小学 4～6年生を対象に，
2001 年 2 月から 3 月にかけて実施した「子どもの
痩せ願望」に関する質問紙調査  
②内閣府が日本を含む計 7 カ国の 13 歳から 29 歳
を対象として実施した「我が国と諸外国の若者の意

識に関する調査」である。このうち，日本の中学校

および高校に「在学中」と回答した，13 歳から 19
歳までの回答者  
 
６ 分析結果と考察  
 ①の分析の結果、いじめを誘発する要因（本報告

では例として容姿を取り上げている）といじめ被害

は、女子では「集団の人間関係に適応していない」

という条件のもとで、男子では「集団の人間関係に

適応している」という条件のもとで関連することが

明らかになった。  
 ②の分析の結果、中高生の勢力のうち、「業績と思

いやり」と「外見の明朗性」の 2つに着目した場合、
図 1のような関連を持つことが明らかになった。  
 

実線：10%水準で正に有意
点線：10%水準で負に有意

業績と思いやり

外見と明朗性

いじめ拒絶規範

自己主張

友人数

 
図 1 中高生の社会的勢力が 

いじめ拒絶規範と集団内の関係に与える影響  
 
これらの結果から、学校の集団内の規範や集団内

の関係性が直接いじめを引き起こしているわけでは

ないが、それらの要因がいじめを複雑化させており、

いじめ問題を解決しがたいものに変容させている可

能性が読み取れる。もし、根本的にいじめを解決し

ようとするならば、彼らの集団内規範をめぐる文化

的背景を視野に入れたいじめ研究の蓄積がさらに必

要になると考えられる。 
 
文献 

知念渉, 2017，「〈インキャラ〉とは何か――男性性

をめぐるダイナミクス」『教育社会学研究』100: 

325-346. 

土井隆義, 2008,『友だち地獄――「空気を読む」世

代のサバイバル』筑摩書房. 

橋本摂子， 1999，「いじめ集団の類型化とその変容

過程――傍観者に着目して」『教育社会学研究』

64: 123-142. 

間山広朗, 2002，「概念分析としての言説分析――

『いじめ自殺』の〈根絶＝解消〉へ向けて」『教

育社会学研究』64: 123-142. 

宮台真司, 1994，『制服少女たちの選択』講談社. 

森田洋司・清永賢二， 1994，『いじめ――教室の病

い』金子書房. 

鈴木翔, 2012，『教室内カースト』光文社. 

――――， 2015a，「第 4章 友だち――『友だち地

獄』が生まれたわけ」本田由紀編『現代社会論―

―社会学で探る私たちの生き方』有斐閣: 79-101. 

――――, 2015b，「なぜいじめは止められないの

か？――中高生の社会的勢力の構造に着目して」

『教育社会学研究』96: 325-345. 

――――, 2016，「第 6章 いじめ」林尚示・伊藤秀

樹編『生徒指導・進路指導――理論と方法』学文

社: 90-107. 

滝充, 1992，「“いじめ”行為の発生要因に関する実

証的研究――質問紙法による追跡調査データを

用いた諸仮説の整理と検証」『教育社会学研究』

50: 366-388. 
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４．学校における修復的実践の意義と課題 

 

竹原 幸太（東北公益文科大学） 

 

１ 課題設定 

 近時、高校をドロップアウトして事件を起こして

いる少年や（川崎事件、東松山事件等）、在学時に友

人に薬品を混入する等の「試し行動」を起していた

少年（佐世保事件、名大生事件等）の事件が目につ

く。世間では問題に至る「過程」には目は向けられ

ず、「年長少年は少年法の対象から外すべき」等の少

年司法の刑事司法化の議論に吸収される傾向にある。 

 2000 年代以降、「事件→対策→事件・・・」のサ

イクルを繰り返し、「救われるべきは少年ではなく被

害者である」との世論にも応え、少年法「改正」を

重ね、学校教育では規範意識に富む「健全な生徒（大

人の想定する子ども像）」を育成すべく、心の教育等

の徳育を強化し、問題・逸脱行動の未然予防に力点

が置かれてきた。しかし、「健全性」への神経過敏は

同時に「不健全な問題・逸脱生徒」を見えやすくし、

増産させる逆機能ももたらす（竹原 2017）。 

2000 年代半ばには、「毅然とした生徒指導（ゼロ・

トレランス）」が打ち出されたが、これは「不健全な

生徒」には「教育よりも出席停止等の罰を与えるべ

き」との「構え（メタメッセージ）」でもあった。  

その後、2010 年の文科省『生徒指導提要』では、

問題行動の背景を理解することを強調し、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカー等との

チーム支援が打ち出されたものの、それまでのゼ

ロ・トレランス路線の生徒指導を継続するケースも

見られ、教育法学領域では生徒の学習権保障の観点

からその問題点が指摘されている（小野 2017）。 

以上を整理すれば、近時の教育政策では問題行動

の未然予防ばかりに目が向き、「不健全な生徒」をあ

ぶり出し、毅然とした指導の構えを示す一方で、成

長発達上の「つまずき」・「失敗」として浮上する問

題行動を克服していく過程こそが教育であるという

意識が後退している。そこで、本報告では近時の青

少年政策の国際的動向を概観しながら、問題行動の

未然予防から発達に困難を抱えた生徒の再統合まで

を射程とする学校の修復的実践（ Restorative 

Practices）の意義と課題について報告する。 

 

２ ゼロ・トレランスの反省と修復的実践の推進  

少年司法と教育政策が連動して厳罰政策を展開し

てきたアメリカでは近年その見直しもなされている。

振り返れば、ゴールト判決で少年のデュープロセス

が論点となって以降、少年にも成人同等の責任が求

められ、1970 年代後半には「正当な応報（Just 

deserts）」が叫ばれ、 1980 年代以降は厳罰政策

（get-tough strategy）が進み（服部 2006）、「割れ

窓理論（Broken windows theory）」に基づき小さな

犯罪も見逃さないネットワイドニングが浸透した。 

この動きが教育政策にも派生して、1994 年の連邦

ガンフリー学校法（Gun-Free School Act）で、学

校に銃を持ち込んだ生徒を 1年以上の停学とするこ

ととし、その後、同法の改正で授業妨害等の軽微な

行為にも適用を拡大し、全州の学校でゼロ・トレラ

ンスが導入された（世取山 2016）。この結果、学校

の「規律」から逸脱した生徒は街頭に追い出され（各

州で停学・退学率が大幅に上昇）、そこで非行を起こ

し、司法手続きに回った場合、厳しい処分を受ける

形となった。これは「学校から刑務所へのパイプラ

イン(School-to-Prison Pipeline)」現象といわれる。 

アメリカ心理学会等の諸団体からは、ゼロ・トレ

ランスは特定人種の生徒や障害児に対して厳しい処

分を下す傾向にある問題も指摘され、1994 年の導入

から 20年を経た 2014 年 1 月、政府はゼロ・トレラ

ンスを見直す方針を打ち出し、連邦教育省『基本原

則－学校の環境と規律を改善するための資料ガイド

（ Guiding Principles: A Resource Guide for 

Improving  School Climate and Discipline）』では、

停学・退学率の減少や学力向上等の効果を上げてい

る修復的司法に学ぶことが奨励された（船木 2015）。 

学校での修復的司法は、学校内で生じた対立を対

話を通じて解決していくことを目指す教育であり、

修復的実践等と呼ばれ、ペンシルベニアに本部を置

く「修復的実践のための国際組織（ International 

Institute of Restorative Practices）」で実践スキル

の研修と各国の実践報告の共有がなされている（竹

原 2014）。近年では、問題が生じてから対話を行う

のではなく、日常の教育活動から互いに「対話する

関係性」を育み（whole school approach）、こうし

た「関係性」の下に問題が起きた際でも、対話を通

じて問題を解決する考え方となっている（図１）。 

 

未然予防        →     事後対応 
第一水準 第二水準 第三水準 

学級活動で他

者の意見を傾

聴 す る ス キ

ル、対話を行

うスキル、非

暴力的な紛争

解決スキル等

を学ぶ 

軽微な問題行

動ケースで、教

師と特定生徒

の小規模な会

議、学級会議、

仲間調停（ピア

メディエーシ

ョン）を行う  

重大な問題行

動ケースで、ソ

ーシャルワー

カー、警察、父

母、地域住民等

の学校外の第

三者も加えて

会議を行う  
図１ 修復的実践の連続性（竹原 2010b：16を加筆） 
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３ 厳罰路線を追う日本における修復的実践の要請 
日本の青少年政策は約 10 年遅れでアメリカの動

きを「後追い」する傾向にあり、2005 年に文科省は
「児童生徒の問題行動対策プロジェクト」を立ち上

げ、翌年、国立教育政策研究所生徒指導研究センタ

ーとともに『生徒指導体制の在り方についての調査

研究 規範意識の醸成を目指して』を発表した。  
同報告書では、問題行動を起こす子どもに対して、

「だめなことはだめ」だと分かりやすく示す「毅然

とした生徒指導（ゼロ・トレランス）」を紹介し、

2007 年文科省初等中等教育局長「問題行動を起こす
児童に対する指導について（通知）」では、問題行動

を起こす生徒の効果的な「出席停止」も求められた。 
ゼロ・トレランスの導入事例は教育委員会レベル

で公立中学校へ導入する例も見られるが、主に高校

に多く、各校で特色はあるものの、概ね共通してい

る点は、学校側が細かな指導指針（禁止行為）を示

し、それに応じて段階的指導を行っていく点である。 
具体的には、遅刻、服装違反、喫煙、授業妨害、

教師や周囲への暴力等の違反行為を点数化して加算

し、違反点数に応じて指導レベルを段階的に強化し

ていき、教師間で指導がぶれないよう二人一組で指

導する等している。つまり、アメリカのようにルー

ル違反で即停学・退学という形ではなく、「服装や生

活の乱れは非行のはじまり」といった 1980 年代に
実施された管理教育と類似している（竹原 2010a）。 
また、文科省は 2006 年のいじめ定義の変更で被

害児童の立場からいじめを認定することとし、上記

の流れは 2013 年いじめ防止対策推進法でも反映さ
れた。すなわち、「いじめが、いじめを受けた児童等

の教育を受ける権利を著しく侵害」するものとし（1
条）、いじめの未然予防として規範意識を高める道徳

教育を展開しつつ（15条）、「いじめ問題対策連絡協
議会」において学校と警察等との連携網を強化し

（14 条）、いじめを起した生徒には校長等の判断に
よる厳格な処分を下す方向（25、26 条）を形成した。  
これらの対策では「なぜ問題・逸脱行動が浮上し

たか」の背景に目を向けることを閉じてしまい、問

題の当事者たる生徒の問題解決への参加の視点が弱

く、総じて、日本の教育政策は「問題行動を予防す

る対策（行為規制）」に終始し、「問題行動を克服し

ていく教育（行為者規制）」の視点が後退しつつある。 
これに対し、修復的実践は「財産としての紛争」

との認識の下、問題行動を克服していく過程自体に

個人と集団の成長発達の契機を見出し、問題の解決

過程自体が教育である点を再確認させる意義がある。 
 
４ 修復的実践の課題と展望 
 1997 年より、ゼロ・トレランスに代わり、学校全
体の修復的実践を実施したミネソタ州では、個々を

尊重する学校コミュニティの形成を目指して対話を

重んじ、問題行動が生じた場合は教師が一方的に指

導せず、生徒も問題解決過程に参加し、集団で合意

形成を図ることを強調し、2003年まで予算をつけて
修復的実践を展開した。その後、州の教育局で修復

的実践マニュアルが作成された（竹原 2014）。 
 2000 年代初頭には修復的実践の効果的運用にか
かわる調査がなされ、実践を担う専門家を外部から

雇う学校は専門家に依存して予算が切れると実践が

続かないことが多く、実践の担い手である学校スタ

ッフの研修に予算をかけること、研修の受講者を管

理職にするのか、学級担当者にするのか実践のビジ

ョンをもつこと等が教訓として残された。 
 日本では対話参加者の意見陳述を順に促し、全員

の意見を聴く中で問題解決に向けた意見を集約し、

参加者の共鳴を通じて学校コミュニティの関係性を

強化していく「公正な過程（fair process）」等のフ
ァシリテートスキルの研修機会やその予算をいかに

確保するのか、教師と他職種との役割分業がなされ

ている欧米に対し、生徒指導から学科指導までを担

う日本の教師にさらなる負担を強いるのではないか

等の課題も多い。他方で、第一水準の学級内で相互

に対話し、コミュニケーション力を育んでいく過程

等は、近時の学校に要請されるアクティブ・ラーニ

ングやコミュニケーション力の育成等にも応え得る

実践可能性を有しているのではないだろうか。  
 

文献 

船木正文, 2015,「アメリカ合衆国のゼロ・トレラン

ス見直し政策――生徒の学力保障と修復的司法

の実践」『人間と教育』85: 20-27. 

服部朗, 2006,『少年法における司法福祉の展開』成

文堂. 

小野方資, 2017,「ゼロ・トレランスに基づく福山市

『生徒指導規定』の教育法学的検討」『日本教育

法学会年報』46: 159-168. 

竹原幸太, 2010a,「ゼロトレランスの問題点と修復

的実践の可能性――問題解決過程における子ども

参加の視点から」『季刊教育法』165: 60-65. 

――――, 2010b,「学校における修復的実践の展望」

細井洋子・西村春夫・高橋則夫編『修復的正義の

今日・明日』成文堂. 

――――, 2014,「暴力予防に向けた学校自治の形成

と課題――修復的実践の国際動向に学ぶ」『季刊

教育法』181: 104-109. 

――――, 2017,『失敗してもいいんだよ――子ども

文化と少年司法』本の泉社. 

世取山洋介, 2016,「ゼロ・トレランスに基づく学校

懲戒の変容の教育法的検討」『日本教育法学会年
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テーマセッションＢ 

子どもの被害の測定と防犯活動の実証的基盤の確立 

― 研究成果の「社会実装」をどう進めるか ― 
 

                          コーディネーター・司会： 

                            原田 豊（科学警察研究所） 

                          報告者： 

                            原田 豊（科学警察研究所） 

                            今井 修（東京大学空間情報科学研究センター） 

                            浅川 達人（明治学院大学） 

                            吉田 德子（田中北小学校） 

                          指定討論者： 

                            石附 弘（国際交通安全学会） 

 

Ⅰ 企画の趣旨 

 

 社会と科学技術イノベーションとの関係深化の方

策を検討した文部科学省の報告書（安全・安心科学

技術及び社会連携委員会 2015）は、「人文学系・社

会科学系・自然科学系の研究者と社会のステークホ

ルダーの対話・協働に基づく『共創的科学技術イノ

ベーション』」（p.5）がその基本理念だと述べている。

われわれは、その「先駆的な取組」（p.8）の一つと

された、科学技術振興機構社会技術研究開発センタ

ー（RISTEX）による『犯罪からの子どもの安全』研

究開発領域に参加し、同領域の終了後も、成果の「社

会実装」の取り組みを続けてきた。 

 本セッションでは、この取り組みに関与してきた

「ステークホルダー」が、それぞれの立場から各自

の経験を回顧・評価することを通じて、研究成果の

「社会実装」という大目標を、いかに各論／実行レ

ベルで実現しうるか、そのための課題は何かについ

て議論する。 

参考資料 

安全・安心科学技術及び社会連携委員会、 2015、「社

会と科学技術イノベーションとの関係深化に関

わる推進方策 ～ 共創的科学技術イノベーショ

ンに向けて ～」 

 

Ⅱ 報告要旨 

 

１ 犯罪学グループの取り組みから 

原田 豊（科学警察研究所） 

１．RISTEX『犯罪からの子どもの安全』研究開発領

域での取り組み 

 報告者は、「子どもの被害の測定と防犯活動の実

証的基盤の確立」プロジェクトの代表を務めるとと

もに、犯罪学グループのメンバーとしての研究活動

を実施した。このなかで、従来の「子どもの被害防

止」活動が、重大な事件の発生を受けて急激に隆盛

し、時の経過とともに沈滞することの繰り返しだっ

たのではないかとの問題意識から、持続可能な取り

組みの裏打ちとなる、実証的犯罪研究に根差した子

どもの被害防止の理論的基盤の構築と、それを実践

につなげるための手法とツールの開発を目標として

取り組みを進めた。 

 その結果、Cohen and Felson (1979)による犯罪の

日常活動理論をベースとした子どもの被害防止の理

論的フレームワークと、これに基づく地域の実態把

握の手法としての「２つのものさし」（「危険なでき

ごとカルテ」による前兆的事案調査、および小型 GPS

ロガーを用いた子どもの日常行動調査）を開発した。

あわせて、これらを一般向けに平易に解説した手引

き書（原田 2011）などを作成した。 

２．「社会実装」の挫折と再出発 

 しかし、これらの研究成果の「社会実装」に取り

組もうとした矢先、想定外の危機に直面した。原因

の第１は、2011 年春の東日本大震災である。これに

より、社会の関心は「防犯」から「防災」へとシフ

トし、その後数年間、「子どもの犯罪被害防止」につ

いて何を語っても見向きもされない状態が続いた。

第２は、RISTEX プロジェクトの中核機関であった科

学警察研究所内部での体制の崩壊である。このプロ

ジェクトが非常勤職員依存の体質であったことも一

因となり、研究期間の終了とともに、研究業績とな

りにくい「社会実装」の取り組みを担う人員が確保

できなくなり、実装支援の資金の申請自体の断念を

余儀なくされた。 

 この事態を生き延びる術を模索した結果、旧

RISTEX プロジェクトの成果物のなかから、「社会実

装」につながる可能性がもっとも高いものを１つだ

け選び、その維持と公開に要するコストをギリギリ

まで絞り込んで、最小限の規模で持続することとし

た。このとき選んだものが、「まちあるき記録作成支
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援ツール『聞き書きマップ』」であり、旧 RISTEX プ

ロジェクト有志で立ち上げた任意団体「予防犯罪学

推進協議会」によってこれを維持することで、大規

模な資金などによらない「草の根型社会実装」の実

現をめざした。 

３．「５年後」の中間報告 

 幸い、旧 RISTEX プロジェクトの終了の１年後から、

科研費（挑戦的萌芽、基盤研究Ｃ）の資金が得られ、

また、2015 年度からは文部科学省の「防災教育を中

心とした実践的安全教育総合支援事業」によるモデ

ル事業に参加する機会が得られた。この過程で、『聞

き書きマップ』は２回のバージョンアップを重ね、

その入門書（原田 2017）も刊行に漕ぎつけた。また、

東日本大震災以来一時は封印していた「危険なでき

ごとカルテ」も、QR コードを用いた自動認識を可能

にするべく、改良作業を継続中である。 

４．「社会実装」の困難さと状況改善への提案 

 ５年余の試行錯誤のなかで、研究成果の「社会実

装」には、研究それ自体とは異質の困難が伴うと感

じられた。たとえば、以下のようなことである。 

(1)時間の単位が異なる 

 研究者にとっては、新規の研究開始から終了まで

が基本的な時間単位であり、それは通常３年～５年

であろう。一方、「社会実装」に必要な時間は、自分

自身の経験でも、５年余を経てようやく道半ばとい

う感覚である。 

(2)「現場」は限りなく多様である 

 研究者は調査などで得られた知見の「一般化」を

志向しがちだが、現場の事情やニーズは千差万別で

あり、そうした個別性に対応できなければ（本音ベ

ースでは）現場に相手にされない。 

(3)存在しない「ニーズ」は作り出せない 

 たいていの現場は超多忙であり、何かを新規導入

するインセンティブは基本的に存在しない。新提案

が受け入れられるのは、現場に既にある「悩み」や

「困難」を「こうすれば解決できる」と具体的に示

せる場合だけである。 

(4)研究終了と言って去るのは「ハシゴ外し」である 

 現場の実践に終わりはない。現場で持続可能なし

くみを作らぬまま去るのは、それまで協力してくれ

た方々にとって「ハシゴ外し」になりかねない。 

 これらの困難を克服（または回避）するため、個々

の研究者レベルで取りうる方策としては、以下のよ

うなものが考えられる。 

(1)「氷河期」を生き抜く術を身に付ける 

 研究資金が途切れても成果公開を止めないための

「身の縮め方」を算段する必要がある。報告者の場

合は上記「草の根型社会実装」がこれに該当する。 

(2)「現場に学ぶ」姿勢を堅持する 

 現場の多様性やニーズ／制約の実情などは、それ

ら自体が重要な「社会的事実」である。それを謙虚

に学び、（当面は）変更不能なものと、何らかの手立

てで可変なものとを峻別し、最小限の変更でいかに

目的を達成するかを、現場とともに考える姿勢が不

可欠である。 

(3)潮目を読み俊敏に好機をつかむ 

 現場が変わるには何らかの「きっかけ」が必要で

ある。研究者の側も、それを逃さぬ筋読みと行動力

を持たねばならない。報告者の場合は、2015 年度の

文部科学省のモデル事業の再編や 2018 年度の「準天

頂衛星システム」の本運用開始が大きな潮目に当た

ると思われる。 

 他方、個々の研究者の自助努力の範囲を超えた問

題もあると考えられる。その典型が、「それは研究者

の仕事なのか」という、研究者コミュニティ側から

の批判（または冷笑）である。研究成果の「社会実

装」を本気で志向する研究者を相応に評価し、とく

に若手研究者にとってのインセンティブを高めるた

めの、研究推進政策の改革が必要だと考えられる。 

参考資料 

Cohen、Lawrence E. and Marcus Felson、 1979、 

Social Change and Crime Rate Trends: A Routine 

Activity Approach American Sociological 

Review 44:588-608. 

原田 豊、 2011、「科学が支える子どもの被害防止 ― 

ともに取り組むための手引き ―」、 

http://www.skre.jp/nc2/index.php?key=mu37yc

vkl-40#_40; 

原田 豊（編著）、 2017、「『聞き書きマップ』で子ど

もを守る ― 科学が支える子どもの被害防止入

門 ―」現代人文社. 

 

２ 情報科学グループの取り組みから：「気づきマ

ップ」による地域づくり活動 

今井 修（東京大学空間情報科学センター） 

１．RISTEX『犯罪からの子どもの安全』研究開発領

域での取り組みを受けて 

 情報科学グループとして共同研究に参加し、そこ

で得られた知見をもとに、地域課題に対するまちづ

くり、地域づくりに役立ててきた。 

 具体的には、つくば市の小学校を対象に行われた、

通学路における安心・安全点検が基となっている。

この活動は、登下校における危険を感じる場所や内

容を地図上に記し、学校全体で共有し対応を話合う

というものであった。 

 豊島区ではセーフスクール活動を行っており、つ

くば市の活動を紹介し同じ活動を提案したところ、

防犯ではなく交通安全の方に住民の関心が高いこと

から、自転車事故を減らすというテーマで「気づき

マップ」づくりを行うこととした。 
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２．「気づきマップ」の特徴 

 「気づきマップ」は、参加者の気の付いた点を地

図上に記載するだけでは、全体を鳥瞰できるという

地図化の特徴はあるものの、気づきとしては不十分

である。即ち、何となく感じてきたことに落とし穴

があることを気づかせることにより、より強く「関

心と行動」を誘発することができる。 

 豊島区では、PTA の感じる自転車事故の危険性を

感じる場所と、警視庁の公開している自転車事故の

場所を重ねると、①危険と思っていた場所で事故の

起こっている、②危険と思っている場所で事故の起

こっていない、③危険と思っていない場所で事故が

起こっている、場所に分けられる。特に注意が必要

な③の場所を赤で表示し、色分けした地図を印刷し

全校生徒に配布した。1 年後、赤で表示した地域を

見ると、事故件数は減少しており、注意を促し行動

することで事故を防ぐことができることを確認した。 

 その活動を通じ、「気づきマップ」の意図を PTA

メンバー全員が理解することにより、報告者の手を

離れメンバーが中心になって活動することができる

ことを実感した。また、バリアフリーマップのよう

に、地図上に記録するだけでは、その目的（バリア

を無くす）を達することができないが、目的を達す

るための将来の行動に向けた「気づき」を促す表現

を工夫することが必要であることを強く認識した。 

３．「気づきマップ」づくりの前提 

 その後報告者は、過疎地域における地域づくりの

お手伝いをすることとなったが、そこで話し合いの

前提となる状況が豊島区と大きく異なることに気が

付いた。それは、社会の大きな変化についての認識

が不足しているという点である。私が気の付いた点

は、田舎とはいえ①家族環境が変化、②暮らし方が

多様化、③豊かさが変化している点であった。この

ことが地域で話し合いをするにしても、参加者が少

なく、議論できる話題が減る、ということであった。 

事故、犯罪や災害時には、皆が協力して活動するた

めの話し合いが行われるものの、行政依存の体質の

ある地域では、活動が一過性に終わることや特定人

だけが活動するといったことが多く、住民が「気づ

き」主体的に活動することの必要性は高いと感じた。 

４．地域における「気づきマップ」事例 

 過疎地域に行くと、地域の人が「ここは何もない」

という話を聞くことが多いことから、豊かな地域資

源に「気づく」活動が重要だと感じ、集落の人に集

まってもらい地域資源の可視化を行った。具体的に

は、地域の航空写真と、50 年前の写真を利用して、

70 代の人から聞き地図上に落とす活動を行った。そ

の結果、今から 50 年前まで、今の車中心社会とは全

く異なる暮らし方を生き生きと知ることができた。

その結果、そこで使われた地域資源をどのように将

来に残すかという話し合いに展開することができた。 

その他、地域の一人暮らし高齢者に対する支え合い、

鳥獣害対策、イベントの協力などに「気づき」マッ

プの使い方を経験した。 

５．まとめ 

 早くから人口減少に悩む地域に入って感じること

は予想以上に行政依存や他力本願の気持ちが強く、

何とかなると思っている点である。この結果は、歯

抜けのように都会に抜け、ある段階で一気に崩壊が

進む地域となることである。このような地域で活動

してみると、地域の置かれている状況を無視して観

光開発や工場誘致のような過去のどこかの成功事例

を真似しようという安易な方法で失敗していること

がある。 

 このような例では、成功に至る試行錯誤にこそ学

ぶ点がある筈であり、その過程を知ることにより、

時間をかけて人の意識を変えてきた筈である。その

ためには、顔の見える範囲での話し合いが重要であ

り、その場で使う今回の「気づき」マップも住民一

人一人の意識を変えることに繋がっている手法であ

る。 

 さらに地域の多様性について認識し地域の活性化

に結び付けていくには、「気づき」マップに引き続き、

さらに幅広い情報を集め、分析に至る継続的な学び

が必要となると考えている。 

 

３ 行動科学グループの取り組みから 

浅川 達人（明治学院大学） 

１．RISTEX『犯罪からの子どもの安全』研究開発領

域の取り組み 

 報告者は、行動科学グループとして共同研究に参

加した。行動科学グループでは、心理学者と社会学

者が集まり、住民が主体となってどのようにすれば

持続可能な防犯活動を行うことができるようになる

か研究し、研究成果を社会実装することを試みた。 

 研究をスタートする時点にグループで共有してい

た疑問がある。それは、日本全国、北海道から沖縄

まで、各地でわんわんパトロールが行われているが、

これは本当に効果的なのだろうか、という疑問であ

った。わんわんパトロールが有効な地域もあるだろ

うが、それには理由があるはずだ。とすれば、それ

が有効ではない地域もまた、存在するはずである。 

 そうだとするなら、まずは、それぞれの地域社会

がもつ地域特性とは何かを明らかにすることが必要

であろう。地域特性に基づいたオーダーメイドの防

犯活動を提案するべきではないだろうか。 

 地域特性の分析を行う際、農村地域から都市的な

地域までを幅広く含むつくば市が研究対象としては

最適であることから、つくば市の社会地区分析を行

い、各地域に適切な防犯活動を提案するための基礎
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的なデータとなる地域特性を求めることとなった。 

２．オーダーメイドの復興支援活動 

 つくば市の研究を経て、地域住民が独自に、国勢

調査データを用いて社会地区分析を行うことができ

るよう、エクセルで動作する KS 法クラスター分析の

プログラムを作成し、WEB サイトで公開することま

で、研究期間内に行うことができた。 

 いろいろな地域で社会地区分析を用いて地域特性

の分析を行ってもらうことを期待していた 2011年 3

月。東日本大震災が起きた。当時、報告者は明治学

院大学ボランティアセンター長補佐という役職を担

っていたため、未曾有の自然災害を前にして、学生

とともに東北地方にボランティア活動に行くことと

なった。 

 主要な道路の復旧がほぼ済み、東北地方でもガソ

リンを確保できるようになった 4 月初旬、教職員の

みで被害の大きかった三陸沿岸を回り、復興支援に

あたる地域を探った。この地域は、ボランティアの

受け入れ経験の乏しい地域だったので、どの地域の

町役場や社協に連絡をとっても我々の受け入れには

難色を示した。しかしながら、町役場や社協すら入

ることが難しい、独立独歩の地域があるが、そこに

入れるならどうぞといわれた地域があった。岩手県

上閉伊郡大槌町吉里吉里であった。 

３．学校再開支援活動から着手 

 大槌町にあった 7つの小中学校のうち、被災しな

かったのは吉里吉里小学校と吉里吉里中学校の 2 校

だけであった。吉里吉里小学校は当初、避難所とし

て使われていたものの、住民のみなさんは子供たち

を早く学校に通わせてあげたいと望んでいた。4 月

下旬、吉里吉里小学校から、当時使われていなかっ

た古中体育館に避難所を移し、吉里吉里小学校で授

業を再開することとなった。 

 吉里吉里小学校の床や窓を磨き、教科書はノート

を揃えるといった、こまごました作業。これが我々

が最初に手がけた「復興支援活動」であった。もし

も我々がこれを担当しなければ、小学校の先生方が

この雑務をこなさなければならなかった。我々の活

動は、先生方に専門職として働く時間を差し上げる

ことに寄与したのである。 

 しかしながら、独立独歩の吉里吉里地区、5 月に

支援活動に伺った際、住民の復興活動を統率してい

たリーダーから、「みなさんありがとう。これからは

自分たちでやるからもう大丈夫です。」と言われてし

まった。 

４．復刻版吉里吉里語辞典の作成 

 そんな５月の活動を終え東京に戻った後、現地の

方からメールがあった。父が作った『吉里吉里語辞

典』が全て流されてしまったが、それを復刻しても

らえないか、という息子さんからの依頼だった。吉

里吉里の方言を標準語で解説した吉里吉里語辞典。

この中には、この地域のかつての生活が残されてお

り、この辞書を復刻し、地域の子供たちに渡すこと

ができたら、子供たちの地域に対する誇りが取り戻

せるのではないか。そう考えて、全国からボランテ

ィアを募り、2013 年 3 月『復刻版吉里吉里語辞典』

を刊行した。 

 この活動からスピンオフした『吉里吉里カルタ』

は、現在でも吉里吉里の小中学校で地元について学

ぶ教材として利用されている。 

５．継続性をどう実現するか 

 報告者は現在も、2・3ヶ月に 1回のペースで吉里

吉里を訪れ、復興支援活動に従事している。吉里吉

里が、「ピカピカのゴーストタウン」にならず、持続

可能な地域社会であり続けるためには、吉里吉里の

次世代を担う人材の育成が急務である。現在のリー

ダーの方々と一緒に、その方法を模索している。 

 

４ 実践の現場での取り組みから：小学校における

主体的防犯学習 ―『聞き書きマップ』を活用して 

吉田 德子（田中北小学校） 

１．目的 

 この報告の目的は『聞き書きマップ』（原田 2015）

の有効性を紹介することにある。『聞き書きマップ』

には、２つの有効性がある。１つ目は、マップ作り

の作業時間が短縮できること、２つ目は、子供達の

主体的な学びを促進することである。 

(1) 作業時間の短縮 

 これまで学校が取り組んできた安全マップ作りは、

紙媒体の地図を用意してフィールドワークをし、記

録用紙に町の様子を書き込みながら写真を撮り、そ

れを学校に戻ってから大きな紙にまとめるという手

法で行われていた。この安全マップを作成するため

に要する時間はおおよそ 10 時間程度必要であった。 

 しかし、『聞き書きマップ』の活用により、ペーパ

ーレスでのフィールドワークが可能になった。その

うえ、学校に戻ってパソコンにデータを取り込むと、

フィールドワーク中にインタビューしたポイントと

その場の写真が一致したマップがすぐにできあがっ

た。あとは録音メモした町の様子を文字入力するだ

けである。『聞き書きマップ』を作成するのに要する

時間は、5 時間程度であり、安全マップ作りと比較

して半分に短縮されることになった。また、フィー

ルドワーク中の子供達の危険（記録に集中すること

による安全への意識低下）も回避することができた。 

(2) 主体的な学びの促進 

 もう一つの『聞き書きマップ』の有効性は、子供

達の主体的な学びを促進することである。従来の紙

媒体でのマップ作りの時には、全てのことを記録す

ることは子供達には難しく、断片的な内容しか記録
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することができなかった。しかし『聞き書きマップ』

では、子供達が記録したい内容はつぶやきのまま録

音される。そのつぶやきと、つぶやいた場所の写真

がセットで記録されたマップが完成するのである。

フィールドワーク中の気づきのすべてが記録された

ことで考える素材が多くなった。その結果、子供達

の思考が具体的になり意見交換が活発になった。 

 意見交換を通して、学び合い、理解し合い、もっ

と調べたい、聞きたい、まとめたいという主体的な

学びを促進したのである。 

２．方法 

 『聞き書きマップ』の有効性を示す資料として、

子供達が作成した『聞き書きマップ』と子供達のノ

ートを紹介する。 

 『聞き書きマップ』は、19班それぞれがテーマを

もって作成した。自分達の班の思い（例えば、「誰が

読んでも分かり易いマップにしたい）が詰まったマ

ップは、内容も形も大きさも様々なものになった。 

    

 子供達のノートは、『聞き書きマップ』の学びを通

して変容した。これまで４、５行しか書けなかった

子供達や教師の板書を写すだけの子供達も、自分の

考えをしっかりと書き、友達の考えも聞いてまとめ、

教師が指示しなくても２ページ、３ページと書き進

めるようになった。さらに、もっとまとめる時間が

欲しいと要望するようになった。 

    
 

３．結果 

 自分たちの安全を守るために社会の一員として自

分にできることを考え実践する子供の育成を目指し

て、『聞き書きマップ』を活用した防犯学習を進めて

きた。『聞き書きマップ』は目標を達成するための有

効なツールとなった。時代や社会が変われば研究の

意義は変わってくるだろう。しかし、大切な子供達

の命を守ろうとする考え方や実践の意義は不変であ

る。いつの時代でも大人の責任として子供達を守る

こと、そして子供達自身が自分の命を自分で守ろう

とする意識を持たせる教育が必要である。東日本大

震災の釜石の奇跡から学んだ「津波てんでんこ」は

防犯にも言えることである。 

参考資料 

原田 豊、 2015、「『聞き書きマップ』による安全点

検まちあるき実施の手引き」、 

http://www.skre.jp/nc2/index.php?key=muypqh7ju

-40#_40; 

 

Ⅲ 指定討論 

石附 弘（国際交通安全学会） 

１．はじめに 

 指定討論者に選ばれたのは、私が RISTEX『犯罪か

らの子どもの安全』研究領域およびその後の社会実

装統合領域アドバイザー（AD）を務め、原田プロジ

ェクト（PJ）の「社会実装』プロセスを「時間軸」

で観察（RISTEX 研究領域では、AD は研究者とともに

考えこれをサポートするミッションが付与された）

する機会が与えられたことによるものと思われるの

で、その立場からコメントをしたい。 

 

２．「社会実装」は超学際的課題 

 石附は、警察庁勤務（H3-4）時、暴力団対策法制

定担当課長であったが、行政においても、①被害の

測定（立法事実）②立法作業―法案作成 ③国会審

議可決 ④実施のための政令作成 ⑤国民広報 ⑥

国民運動としての暴力追放運動の展開というように、

①～⑥という「社会実装」手順があり、そのゴ－ル

は、法律（安全の光）をどうやって国民ひとり一人

に浸透していくかが最大課題であった。暴力団被害

に泣き寝入りを強いられた市民を救済するための法、

被害の未然防止のための法であり、「床の間の置物

ではなく、台所の包丁たれ！」と広報した。 

 こうした経験を踏まえれば、「社会実装」の方法論

は、「社会開発技術」として固有の領域を持つこと、

また、2011 年の東日本大震災後は、原発や大災害か

らの安全を、「地域の現場」で如何に具体的かつ実践

的にこれを推進するかという観点からも関心が高ま

っており、「社会実装」は「超学際的課題」として位

置づけられるのではないか。 

 

３．RISTEX『犯罪からの子どもの安全』領域研究の

歴史的位置づけ 

（１）H14 年（2002 年）は日本が未経験の犯罪総数

のピークとなり、治安危険水域に突入した。治安は

警察の「社会問題」から、喫緊の「政治問題」に急

浮上し(安全を選挙公約に掲げないと落選）、H15.9

（2003 年）には、政府：初の犯罪対策閣僚会議が開
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催された。 

（２）RISTEX『犯罪からの子どもの安全』領域研究

の時代的背景 

 他方、2001.6 の池田小学校事件の衝撃は大きく、

学校安全（子どもの安全）について国が直接関与を

始めることとなった。その後も子どもの犯罪被害に

ついては、マスコミで大きく取り上げられるなど、

国民の高い関心が寄せられた。こうした情勢下、H19

－24 年度に RISTEX 研究「犯罪からの子どもの安全」

が開始された。政府：H20 2008 閣僚会議（犯罪に

強い社会の実現のための行動計画（未然防止・不安

感対策が織り込まれた））、RISTEX の H25.3 犯罪か

ら子どもを守る７つの提言、政府：H25.5, 2013 閣

僚会議（犯罪に強い社会の実現のための新たな行動

計画の策定の基本方針）、RISTEX 成果統合型研究領

域開始（H25－28 年度）、社会実装：国際基準の安全

な学校・地域づくりに向けた協働活動支援（山本 PJ、

原田 PJ は主力メンバー）というように、本研究は、

国および国民の期待を背負った優先度の高い社会問

題解決への解決アプローチの１つであった。 

 

４．行政現場からみた RISTEX の『研究者』（今後の

参考のために） 

（１）行政（市レベル）で研究者と連携が図りたく

ても、適切な講師がどこにいるのかわからない。 

RISTEX では、希望のテーマに沿う方を紹介いただ

いた（感謝）。 

（２）行政として、研究者との協働作業により事業

展開に新たな切り口が得られた経験は大きい。研

究者の持っているノウハウや人的ネットワークは

魅力的である。 

（３）行政内部では解決できない課題を、研究者の

協力で解決したい場合は、研究者が課題解決でき

るか否かで決まる。 

（４）行政側ニーズへの研究者の協力、歩み寄り姿

勢がないと上手くいかない。研究者の知見と行政

側のニーズとマッチするかで成果が決まる。 

（５）RISTEX 研究では行政の費用負担が軽減された

が、自前で事業継続は負担が大きい。実装の目途

が立たない内に、研究を引き上げられると困る。 

（６）研究者は、意識調査に際し、設問や調査方法

など、専門的知識を持っており、勉強になった。

ただ、調査内容や対象が、行政ニーズと一致しな

い場合、行政には負担。 

（７）原田らの安全マップづくりキット開発は、容

易に作業ができるよう工夫されていた。GPS 使用

のマップづくりは、新たな手法として地域の関心

がとても高かった。また、地域の危険個所だけで

なく、地域の楽しいところ資源などを探すことで、

参加者は自分のまちの新たな一面を確認できた。 

 

５．まとめ 

 お三方のご発表には、新たなツール（社会開発技

術）の開発、地域の現場での活用、受け手としての

学校現場での教育効果、地域の信頼を得るための継

続的なヒューマンリレイションシップなど、「社会

実装」をめぐる課題や教訓に満ち溢れた内容であっ

た。RISTEX 領域研究 AD として「領域研究の『その

後』」に関心をもっていただけに、ご関係の研究者が

それぞれ大きく発展されている姿に直に接すること

ができたことは、望外の喜びであった。 

 

Ⅳ 質疑 

 

 以上の報告・指定討論を受け、フロアとの活発な

質疑応答が行われた。概要は以下のとおりである。 

Ｑ１ 『聞き書きマップ』の効果測定は行ったか。

安全性・危険性の尺度はあるか。４年生で実施した

とのことだが、他学年についてはどうか。 

Ａ１ インパクト評価の意味での効果測定はまだ困

難な面があるので、まずはプロセス評価から実施。

安全性・危険性は尺度化よりも現場の多様な状況の

記録が重要。他学年への引き継ぎは柏市の広報ビデ

オで紹介されている。 

Ｑ２ 安全地図をどのように良い／使えるものにす

るか。 

Ａ２ 日常のヒヤリ事案などを整理し直すことに意

義。子どもがまず地域を知り危険に気づくのも重要。 

Ｑ３ スマホ native 世代を念頭に今後の展開は？ 

Ａ３ 現場でも ICT教育が進み PCも可搬型に移行予

定。他方、子どもは千差万別。平等に力をつけさせ

るためキーボード操作などの基本リテラシーが大切。 

Ｑ４ 地域差・地元の拒絶的態度への対応は？ 

Ａ４ 都市と地方では IT リテラシーに格差。自分で

やる気にならない傾向。それらを理解して進めるこ

とが肝要。「拒絶的」に見えても実は「自分たちの足

で歩くので妨げないで」の趣旨。それを後ろから支

える取り組みの持続で「気が付いたら（支援者が）

いたね」と認識してもらえた。 

Ｑ５ 準天頂衛星システムへの対応は？ 

Ａ５ 現在鋭意準備中。 

Ｑ６ 若手／重鎮の分断は分野を問わず悩み。世代

にわたってできるようにするには？ 

Ａ６ 世代ごとの関心事（高齢者→墓問題、若年層

→子どもの学校）などに沿って進める。過疎地での

例では 50 年前の地図を使い年配者の知識を若い人

に伝えた。年配者の「語り」を若手が聴き取り・記

録する世代間協働も有望。 
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テーマセッション C 
長期受刑者の社会復帰について ――無期受刑者処遇の社会化にむけて―― 

 
                         コーディネーター：石塚伸一（龍谷大学）  

コーディネーター・司会：中村悠人（東京経済大学）  
話題提供：五十嵐弘志（NPO法人マザーハウス）  

阿部寛（NPO法人マザーハウス）  
安髙真弓（日本社会事業大学大学院  

／日本学術振興会）  
 
１ 企画趣旨 
 本セッションは、長期受刑者の社会復帰を素材に、

無期受刑者の処遇の社会化の研究を行う。犯罪の認

知件数や検挙人員が減少するなかで、矯正と更生保

護の課題は、過剰収容対策から、長期・高齢受刑者

の処遇、なかでも無期受刑者の処遇になろうとして

いる。日本の無期受刑者数は約 1800 人であり、仮
釈放は極めてまれで年間数人、死亡して施設を出る

人が 20 人以上いる。彼らの社会復帰を実現してい
くためには、施設内にとどまらず、仮釈放および社

会内においても、シームレスな形で社会復帰を支援

するプログラムの構築が重要となろう。そこで、本

セッションでは、長期受刑の経験者が実際に社会復

帰した経験をもとに、支援のあり方など社会復帰に

必要なものを紐解いていくことで、無期受刑者の処

遇のあり方への基盤を作ることとした。 
セッションでは、まず、社会復帰支援グループと

して立ち上げられた APS（After Prison Supports）
の活動の紹介をコーディネーターが行い、次いで、

NPO 法人マザーハウス代表の五十嵐弘志氏より、マ
ザーハウスの紹介を行う。その後、マザーハウスの

協力を得て行われた受刑経験者からの事前の聞き取

り調査の紹介をし、マザーハウスのメンバーから、

刑事施設の実情や経験談、受刑中に必要であった支

援、出所後に必要な支援についての話題提供が行わ

れる。 
その際、ラウンドテーブルによるテーマセッショ

ンを活かし、マザーハウスで行われているミーティ

ング形式で行う。すなわち、受刑経験者が刑事施設

で経験したことや考えていること率直に述べてもら

うなかで、問題点の洗い出しとあり得る対応策を皆

で検討していく方式である。そのファシリテーター

を阿部寛氏にお願いする。これは、（三人称ではなく）

一人称による語りを通じて、自身がプロセスに関与

する意識を得、問題点や方向性の共有を図る目的で

行われる。  
話題提供を受けて、安髙真弓氏のコメントを皮切

りに、参加者全員で議論を行い、無期を含めた長期

間刑事施設に収容された者の社会復帰にとって必要

である支援の方向性を探っていく。  

 
２ APSとマザーハウスについて  
（１）APS について 
 現在の日本の刑事施設は、一時的な過剰収容状態

が一段落し、再犯防止をスローガンに、さまざまな

試みがなされている。また、刑の一部執行猶予の導

入などが契機になり、出口支援の充実が叫ばれ、高

齢者、障がい者、薬物乱用者などについては、社会

復帰支援のシステムやプログラムが立ち上がってい

る。しかし、長期受刑者については、有効なプログ

ラムは開発されておらず、約 1800 人にもなる無期
受刑者にとって、仮釈放は「狭き門」であり、身元

引受人がいない場合には仮釈放申請すらされていな

いという状況にある。APS は、このような現状を改
善するために、長期間刑事施設に収容された人たち

が、社会復帰するためにどのような支援が必要か、

そして、どのようなプログラム考えられるかを検討

する研究会として、2016年 11 月に立ち上げられた。 
 
（２）マザーハウスについて 
マザーハウスは、元受刑者の社会復帰と再犯防止

を目的に設立された NPO 法人である。矯正施設内
でも人権が尊重され、受刑者の心のケアが実施され

ると共に自分が犯した罪と向き合い、悔い改め、家

族および社会の人々との交流を図り、日常の生活が

送れることを目指して、被告人や受刑者との文通活

動により心のケアをし、また社会復帰した元受刑者

の様々な問題を彼らと共に深く考え、住まいの確保、

就労支援、メンタルケアにより社会復帰支援を行っ

ている。 
 
３ 事前調査と話題提供 
 マザーハウスの協力を得て行われた受刑経験者か

らの事前の聞き取り調査では、多様な視点が提示さ

れたが、主に次の点が問題となった。すなわち、刑

事施設での実際の処遇にとって大きな人間関係の問

題、（主に満期）釈放者への支援不足の問題、刑事施

設内のしきたりが有する社会生活への障害である。

当日の話題提供も、これらの点を中心に行われた。

なお、受刑経験者や支援者の立場からの話題提供者

27



として、マザーハウスのメンバー（岩崎風水氏、小

野田繁利氏、柴田知子氏、縄稚直氏、古畑久美子氏、

森崎新也氏）にもご協力いただいた。  
 まず、刑事施設での実際の処遇にとって大きな人

間関係の問題である。これは受刑者同士に限られず、

受刑者と刑務官との関係、刑務官同士の関係も含ま

れる。作業や房に限らず人間関係の問題は生じうる

が、長期刑の場合刑務作業の工場や房の変更を求め

て、規律違反を行うことが指摘された。また、受刑

者と刑務官との関係では、馴れ合いや集団の規律維

持のための暴力団関係者の上下関係の利用、刑務官

毎に異なる基準による懲罰の有無（例：整列時に足

を踏んだため謝ったら不正交談、体調不良者と掃除

当番を代わると懲罰）が指摘された。この点は、刑

務所間の相違も大きい。そして、刑務官同士の人間

関係が受刑者にも影響することも指摘された。  
 次に、（主に満期）釈放者への支援不足の問題であ

る。釈放前の指導も短く、就労支援以外で相談でき

ることは少ないことが指摘された。殊、長期受刑者

の場合は刑務所外と離れている時間が長いため、携

帯・スマホの利用も全く知らないというようなこと

も出てくる。そのような小さなことでも相談できる

場所を教えてほしかったという意見が出された。他

の受刑者からの口コミでのみ知ることの問題が指摘

された。 
 そして、刑事施設内のしきたりが有する社会生活

への障害の問題である。刑務所生活でのこと細かな

決まり（便箋の枚数に至るまで）がある一方、厳格

な管理が故に、自分で考えて行動をしていく契機が

失われることが指摘された。例えば、金銭管理にし

ても、限られた範囲でしかなく、出所後に如何に計

画的に行動していくかを考え訓練することに繋がっ

ていないとされる。  
 他方、狭いコミュニティのため、ストレスをため

やすいがその発散の場がない点、刑務所内では自己

肯定感が低くなり、自分は不要な人間だとして孤独

感も出る点、自分の意見を聞いてもらえるだけでも

大きく、それが意識の変化にもつながったという意

見が指摘された。この点で、マザーハウスの受刑者

との文通活動は、自分の意見を聞いてもらうという

経験とともに自分を見つめなおす契機ともなり得る

ことが指摘された。  
そして、刑務官もまた狭いコミュニティで生きて

おり、現在の刑務官の手法もシステムのなかで管理

しなければならないということから編み出した技で

あり、刑務官自身のケアやミーティングも必要であ

ろう点が指摘された。この意味では、刑務所という

労働環境も一般社会と同様のものに変えていくべき

部分がある。 
 このほかに、刑務所医療のなかで処方される薬に

依存的になりやすい点、食事の問題として、受刑者

のなかで経理の適格者が減ったという指摘、出所後

社会で生きていくなかで結婚を考えても、パートナ

ーや家族への謂れのない非難がある点、パートナー

や家族を支えることも必要になるとともに、受刑経

験者自身がそれを理解していく必要がある点も指摘

された。 
 
４ 議論 
 まず、話題提供中に用いられた刑務所用語（ハン

メ、シャリアゲ、チンコロ、サムライ工場等々）の

確認が行われた。そのなかで刑務所生活における生

存戦略があることが指摘された。例えば、受刑者同

士でいやがらせやいじめは存在し、組関係者と嘘を

つくことで自分を守ろうとする者、あえて懲罰を受

けて一人になって落ち着く時間を確保しようとする

者、刑務官との関係を築いて生き抜こうとする者、

法律の勉強をして訴訟を行う者等、色々な方法を見

たり試したりして自分なりの生存戦略を練っている。 
 この生存戦略には、刑務所や個々の刑務官による

相違が大きな影響を持つことが明らかになった。例

えば、刑務作業で受刑者に試行錯誤を試させること

もあれば、淡々と決まった通りをこなすことしか許

容しない場合、刑務官が親身になって話を聞くこと

もあれば、「オヤジ」と挨拶しただけで懲罰になる場

合、刑務官同士の人間関係が、受刑者の人間関係に

も影響してしまう場合等々がある。 
 次に、長期刑と無期刑での相違に関連し、刑務作

業の受け止め方が議論になった。作業の内容や刑務

所によっても異なるが、役立っているとは感じられ

ないとの意見、就労意欲を身につける目的よりも一

日の流れとして行っているだけという意見、アイデ

アを活かせる場合はやる気の向上にもなったという

意見、言われた通りにやることだけが全てだったと

いう意見、関心のあることを学ぶ機会を増やした方

が良いという意見が出された。  
 そのなかで、刑務所でも語りができる場があれば

良いという意見が出された。これに対して、所長の

権限が強く認められない場合が多い点、薬物のミィ

ーティング手法が施設側からテクニックとして受け

入れられたことから、APS でも方法の確立が求めら
れるのではという意見、個人的な語る場ではなく、

集団的な語る場に効果はあるのかという意見、集団

では混乱もあるがだからこそ行い、プロセスを踏む

ことで見えてくるものもあるとの意見、APSでのミ
ーティングもまだ試行錯誤の段階である点が指摘さ

れた。 
また、視察委員会に求められるものは何かという

質問につき、保護房中の歯磨き等小さな要望は通る

が、大きいものは難しいという意見、面会要望が実
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現しない点、刑務所内の医療は薬漬けに近いので視

察委員会でも取り上げて改善していくべきとの意見

が出された。  
 最後に、マザーハウスの活動の一つとしての文通

およびバースデーカードの紹介がなされた。  
熱心に議論してくださった参加者全員に感謝した

い。なお、以上の文責は、コーディネーター兼司会

の中村にある。 
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ラウンドテーブルディスカッション 

――死刑と無期の間〜終身刑問題をどう考えるか〜―― 

                         ○笹倉香奈（甲南大学），新海浩之（青森少年鑑別所） 

石塚伸一（龍谷大学），田鎖麻衣子（一橋大学） 

 

１ 目的 

日本の刑務所には約 1,800 人の無期受刑者が収

容されている。1990 年代になって仮釈放の審査が厳

しくなると同時に服役期間が長期化し，仮釈放者数

が激減した。この 10 年間に刑事施設内で死亡した

無期刑受刑者の数は仮釈放となった無期刑受刑者の

数を上回っており，このような現象は「無期刑の終

身刑化」と呼ぶことができる。 

 他方，日弁連は 2016年 10月に死刑廃止を宣言し，

死刑に代替する「仮釈放の可能性がない終身刑制度」

又は「重無期刑制度」の導入をするべきであると提

言した。「死刑の代替刑としての終身刑」についての

議論も今後，本格化するであろう。 

 一生拘禁され社会に出てくる可能性のない「絶対

的終身刑」は「ゆるやかな死刑」であるとして厳し

い批判が向けられている。これに対して，終身刑が

比較的長期の不定期の拘禁を意味する「相対的終身

刑」なのであれば，生涯の絶対隔離を意味する死刑

の「代替刑」ではなくなる。しかし，終身刑制度に

関する議論は従来十分に行われてこなかった。 

本企画では日本の問題状況を整理した上で，無期

刑を含む長期刑受刑者処遇の現状について紹介し

（新海浩之会員），諸外国（石塚伸一会員，田鎖麻衣

子氏，笹倉）の終身刑をめぐる状況について話題提

供者から問題状況を紹介する。そのうえで，終身刑

の導入の是非，導入する場合の制度の内容，処遇の

あり方などについて参加者との議論を通して考える。 

 

２ 我が国における長期刑受刑者の現状  
新海浩之（青森少年鑑別所） 

無期刑を含む長期刑受刑者は一般の目に触れず，

社会からは忘れられた存在といえる。一方，総受刑

者数の減少に伴い，長期刑受刑者の割合は上昇を続

けており，今後の実務上，看過できない存在となる

可能性がある。  
受刑生活の個人への影響の観点から，長期刑が受

刑者の心理に悪影響を及ぼすという考え方と，長期

刑受刑者は以前から持っていた問題を刑事施設に持

ち込んだものに過ぎず，施設生活そのものの影響は

限定的とする考え方がある（Dhami et al. 2007）が，

欧米の研究（Zamble 1992 等）では，おおむね後者

を支持する結果が出ており，我が国でも同様の結果

が得られている（新海 2016）。ただし，加齢に伴う

医療的配慮の必要性の増加，人間関係の希薄化等，

長期刑受刑に伴う直接的な影響は残る。  

 施設内処遇の観点から見ると，長期刑受刑者のた

めの専門的処遇は発展しているとは言いがたい。し

かし，認知行動療法に基づく介入で，長期刑受刑者

のこころの健康度及び疲労度の改善が期待できると

いう報告もあり（東本他，2014），注目に値する。

施設内の規律違反に関して，長期刑受刑者の間では

有期刑と無期刑に大きな差はなく，むしろ無期受刑

者の懲罰リスクは低い（新海 2016）。 
長期刑受刑者はそれ以外の者に比べて仮釈放率

が低い。また，長期間，刑事施設で衣食住が「与え

られる」た結果，釈放に当たって，社会への適応に

困難を来すことも問題である。カナダでは，釈放後

の社会適応を見据えた長期刑受刑者に対するピア･

サポートプログラム（Ruddell et al. 2010）もある。 
今後，長期刑受刑者の処遇を考える際は，受刑者

が長期にわたる施設生活でどのように適応を進化さ

せ，それが再犯防止･社会適応にどのような影響を与

えるのか，ライフコースの観点からみること

（Kazemian and Travis 2015）が必要と思われる。 
 

３死刑と無期の間――終身刑問題をどう考えるか  
石塚伸一（龍谷大学）  

 法務省「無期刑の執行状況及び無期受刑者に係る

仮釈放の運用状況について」（2016 年 11 月）によ

れば，2015 年末の無期受刑者の７割以上が 1995 年

以降に入所してきた者である。年齢構成を見ても，

著しい高齢化現象を看て取ることができる。  
 本報告では，このような現状を踏まえ，「停滞」す

る無期受刑者の収容状況を前にして，無期受刑者の

処遇を活性化し，その数をどのようにし，長期刑務

所を「終の棲家」にしないためには，どのような方

法があるかを考えてみたい。 
 そこで，無期（不定期）の拘禁刑が，日本と同じ

ように急増したドイツと英国の状況を概観する。日

本と同様，行為に対する責任（応報，責任刑，タリ

フ）と行為者の危険性（リスク）という２つの指標

のいずれかによって，不定期かつ長期の拘禁が正当

化されているという特徴があることを確認する。  
 このような状況を踏まえ，収容中の無期拘禁者に

ついて，①釈放（再編入）を前提として処遇するた

めには，処遇を流動化する必要があること，②早期

の段階で受入先を準備すること，③拘禁期間をでき

るだけ短くすること，そして，④終身刑（絶対的ま

たは相対的）を導入して，収容環境を個別化するこ

となどを提案したいと考えている。  
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４ 米国における終身刑の現状 

笹倉香奈会員（甲南大学） 

 アメリカでは，現在，161,958 人の終身刑受刑者

が収容されている。うち，53,290 人が仮釈放のない

終身刑(Life without parole, LWOP)を言い渡されて

いる。50年以上は釈放の可能性がない受刑者がこの

ほかに 44,311 人おり，合計すると 206,268 人が実質

的な終身刑受刑者である。全受刑者の 7人に 1 人に

当たる数である。全体として受刑者数が減っている

中，終身刑受刑者の割合は増加の一途をたどる。 

 アメリカの特色は，仮釈放を認めない LWOP の制度

があり，かつ非暴力犯罪にたいしても LWOP を言い渡

す例がある点にある。1970 年代以降，仮釈放制度の

恣意的運用への疑念や社会復帰思想の否定から，厳

罰化の手段として LWOP を導入する州や，当時の死刑

制度を違憲であると判断した連邦 高裁のファーマ

ン判決（1972 年）後に LWOP を導入する州が出現し

た。死刑廃止論者も「死刑の代替刑」として LWOP

を肯定し，1980 年代にはいわゆる薬物戦争（War on 

Drugs)で厳罰傾向が促進され，1990 年代以降には必

要的絶対的終身刑制度や三審法の普及によって多く

の州で LWOP が導入された。現在ではアラスカ州以外

の全ての州に LWOP が存在する。 

LWOP は上記のとおり，死刑の代替として用いられ

るが，死刑事件とは異なり LWOP 事件にはいわゆる

「スーパー・デュー・プロセス」といわれる手厚い

適正手続保障がない(Harmelin v. Michigan)。 

また，死刑制度についての議論が活発なアメリカ

において，LWOP などの終身刑制度の問題点への意識

は希薄である。刑務所内においても，長期収容者の

ための処遇プログラムなどは，一部の施設に存在す

るものの，いまだ発展途上段階にある。 

このような中，連邦 高裁も年少者に対する LWOP

の違憲性については判断を行っているものの，成人

の LWOP やその他の終身刑制度について判断をする

可能性は低いとみられている。 

手続的な適正や施設における処遇もなく受刑者が

放置されているアメリカの制度を見ると，全く仮釈

放の可能性がない終身刑制度への懸念が生じる。 

 

５ 終身刑をめぐる国際人権基準 

田鎖麻衣子氏（一橋大学） 

終身刑の在り方を直接的に規定する国際文書は限

られるが，日本が批准する国際人権（自由権）規約

や，これと同様の規定をもつ欧州人権条約等は，受

刑者の人としての尊厳の尊重という基本原則に立ち，

将来の社会復帰を見据えた拘禁の在り方に関する基

準を提供してきた。 

とくに，死刑が一部を除き廃止され，終身刑が「

も重大な犯罪」に対する究極の刑罰となっている欧

州では，欧州人権裁判所が「釈放の見込みがない」

終身刑は欧州人権条約 3条に違反するとの解釈を確

立するのみならず，「釈放の見込みがある」といえる

ために必要な，審査の在り方や受刑者本人の権利に

ついても基準を提供している。また，多くの国にお

いて行われているように，行為に対する応報的要素

として 低服役期間が定められる場合，その期間を

超える拘禁の継続が，独立の（司法）機関による定

期的な審査に服すべきことは，欧州人権条約，自由

権規約双方の要請である。 

さらに，釈放審査手続の具体的な在り方や，受刑

者の釈放に向けた施設内処遇については，国連ウィ

ーン事務所作成のマニュアル「終身刑（ Life 

Imprisonment）」が，より具体的な指針を提供する。

定期的で恣意性を排した総合的評価手続のため，早

期の釈放目標日の設定や，受刑者本人による手続参

加を提言し，また，念入りに計画された終身刑受刑

者のための特別の処遇プログラムが，可能な限り早

く開始されるべきと提言する。 

こうした国際人権基準を参照した場合，日本にお

いて釈放の可能性のない終身刑の新たな導入がもつ

問題性はもとより，現行の無期刑受刑者に対する仮

釈放審査や処遇についても大きな改革を要すること

が浮き彫りとなる。 
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テーマセッション E 

少年法適用年齢と若年者処遇の在り方 

                               

                        コーディネーター・司会 山口直也（立命館大学） 

                                報告者 羽生香織（上智大学） 

                                    山口直也（立命館大学） 

                                    中島 学（法務省広島矯正管区） 

                                    武内謙治（九州大学）                           

 

企画趣旨 （山口直也）  

 成年年齢の引き下げに関する民法改正の議論に

連動しつつ、少年法の適用対象年齢の引き下げの議

論が本格化している。2015 年 11 月から 2016 年 7 月

にかけて法務省が開催した「若年者に対する刑事法

制の在り方に関する勉強会」は、2016 年 12 月に一

連の議論内容の『取りまとめ報告書』を公表し、少

年法適用対象年齢を 18 歳に引き下げることの賛否

の理由を整理するとともに、20 歳以上の者も含めた

若年者を中心に、その刑事政策的措置の在り方につ

いて大きな枠組を提示している。そしてこの議論は、

具体的法改正を見据えて、法制審議会少年法・刑事

法（少年年齢、犯罪者処遇関係）部会に付託され、

2017 年 8 月までに 5回の会議が開催されている。未

成年者・少年の年齢を国法上統一するという形で始

まった少年法改正の議論は、ここにきて、少年法適

用対象年齢の引き下げのみならず、高齢受刑者等へ

も対象を広げた自由刑の単一化、教育的処遇（ある

いは刑罰）の導入等といった刑事法・刑事政策の大

転換につながる大きな議論へと膨れあがっている。 

そこで本テーマセッションでは、法制審議会での

議論の進捗状況を横目で睨みつつ、まずは、少年法

の適用対象年齢を 18 歳に引き下げることの必要

性・相当性を特に民法の親権対象年齢との関係にお

いて検討し、引き続いて、現行少年法における年長

少年を含む若年者に対する少年矯正処遇の在り方に

ついて、少年院処遇、少年刑務所処遇の実態を踏ま

えつつ、その理論上の課題も含めて検討したいと考

えた。なお、勉強会・法制審議会の議論は、若年者

に対する社会内処遇の在り方についても及んでいる

が、本テーマセッションでは、時間の制約上、議論

の焦点を概ね施設内処遇に絞り、必要な範囲で社会

内処遇についても触れることとした。 

 

第 1報告 民法上の未成年年齢および親権の意義  
羽生香織（上智大学） 

１ 目的 
 本報告は、①民法上の「成年者」および「未成年

者」の意義を明らかにし、②「親権の理論的根拠お

よびその内容を示すことを目的とする。  
２ 親権に関する規定の変遷 

 成年年齢は親権と密接に関連する。まず、親権概

念について、現在の理解を確認する。  
明治民法（1898）は父の単独親権を原則とした。

戦後の改正により、現行民法（1947）は「成年に達
しない子は、父母の親権に服する」とし（民 818条
1項）、親権の対象を未成年者限定するとともに、男
女平等原則に基づいて、婚姻中の父母の共同親権行

使の原則を明示した（同条 3 項）。以降、大きな改
正はなく、ほぼ明治民法に相応する内容および仕組

みが維持されたまま、現在に至っている。ただし、

児童虐待をめぐる問題に対応するため、平成 23 年
法改正により、親権の定義に関する規定に「子の利

益のために」という文言が加えられた（民 820条）。 
 条文上の大きな変化はなかったが、一方で、親権

概念は従前とは大きく変化した。特に、比較法・法

制史の観点から、親権を、親の子に対する支配権と

する理解は後退し、子の監護・教育および子の利益

の促進に向けた親の子に対する義務として理解する

考え方が強調されるようになった（親権の義務性、

監護的側面の強調）。あわせて、親による適切な子の

監護・教育が行われることが予定されている。親権

者が、その親権に服する子に対して、どのような監

護をし、どのような教育をするかは、親権者の裁量

に委ねられており、国家が介入すべきではない（親

権の権利性）。親権者による監護・教育を適法な親権

行使と認めた上で、それが子の利益に反することが

明らかな場合に、国家による介入を認める。以上の

問題認識に基づいて、現在、親権制度一般を対象と

する見直しが議論されている。  
３ 成年年齢 
 成年年齢の設定方法に関し、比較法・法制史の観

点から、2 つの方法がある。一つは、ローマ法のよ
うに、人間の成長プロセスに応じて、段階的に行為

能力を認める方法である。一つは、現行民法のよう

に、一定の年齢を基準として、完全な行為能力を認

める方法である。  
 現行民法は、後者の方法を採用し、成年（20 歳）
に達しない子を一律かつ当然に未成年者とする。成

年年齢 20歳の起源（民 4条の制定過程）は、明治 9
（1876）年太政官布告にある。民法制定（1896）当
時の欧米諸国と比較すると、成年年齢は低く設定さ
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れていたことがわかる。現在の成年年齢引下げの議

論において、20 歳か 18 歳かいずれが妥当かという
問題は、最終的には政治的判断に委ねられる問題で

ある。 
４ 未成年者の行為能力  
 民法は、全ての人（自然人）は権利能力を持つと

規定する（民 3 条 1 項）。生まれたばかりの乳児、
幼児、小学生でも、あるいは、認知症高齢者や精神

上の障害を持つ者でも、私法上の権利・義務の主体

となる資格を持つ。しかし、取引社会においては、

契約が重要である。契約は当事者の自由な意思に基

づいて成立する。したがって、契約締結の前提とし

て、自からがした行為の結果を認識・判断するのに

十分な知力・判断能力（意思能力）があることが必

要となる。そのため、意思能力のない者がした法律

行為は無効となる（民 3 条の 2）。しかし、意思能力
の有無は個別具体的事案毎に判断されるため、意思

能力のない者自身にとっても、取引の相手方にとっ

ても、有用ではない。そこで、意思能力のない者を

定型化し、その類型に属する者については一律に取

引能力を制限し、取引の安全を図る制度が制限行為

能力者制度である。  
 成年に達しない子は行為能力を制限される。つま

り、20 歳を基準として、行為能力の有無が二分され
る。しかし、20歳という基準により、未成年者の行
為能力が否定される理由は十分に説明できないと指

摘されている。なぜなら、意思能力の下限は、一般

に 7 歳から 10 歳くらいの子の判断能力と解されて
いる。例えば、年長未成年者（18 歳、19 歳）であ
れな、意思能力が認められる。にもかかわらず、20
歳に達していないというだけで、行為能力は認めら

れない。未成年者における意思能力と行為能力の関

係は、個別的・実質的判断と画一的・定型的判断の

違いからは説明できない。したがって、未成年者の

場合に行為能力が制限されるのは、意思能力が十分

でないからではなく、むしろ、社会的経験の乏しさ

から、適切な判断ができないことを理由に、特別に

行為能力を制限したものというべきである。  
５ 制限行為能力者制度の限界  
 現行民法下では、20歳を基準として、成年／未成
年で能力の有無を二分する方法は貫徹されていない。 
まず、婚姻（民 731 条、同 737条）、認知（民 780

条）、養子縁組（民 792 条、同 797 条 1 項、同 798
条。特別養子縁組に関して、同 817 条の 4、同 817
条の 2）、遺言（民 961 条、同 962 条）等の身分関
係の変動をもたらす行為については、本人の意思を

尊重すべきであるとして、行為能力の規定は当然に

は適用されず、民法上、特別の行為能力を定めてい

る。 
次に、行為能力の規定は、人が契約その他の法律

行為をする場合に必要な判断能力の基準を定めるも

のではない。例えば、医療行為を受けるか否かにつ

いて、何歳から単独で自己決定することができるの

か、民法上は明確でない。学説は、身分行為の場合、

15 歳を一つの基準としていることから（ex.養子縁
組の承諾、遺言）、15 歳以上は原則として自己決定
の能力があると解する。しかし、未成年者の自己決

定のために必要な判断能力の発達の程度は個々に異

なることから、15歳を絶対的な基準と考えるべきで
はない。 
この問題は、特に、親権者が信仰上の理由から輸

血を伴う手術を拒否している場合に問題となる。子

が自己決定のために必要な判断能力があると考えら

れる場合でも、子は親権に服する以上、原則として、

親権者による輸血への同意および輸血を含む診療契

約等が必要となる。ただし、親権者の不同意が、子

の生命に危険を及ぼす場合、不同意は不適切な親権

行使（親権濫用）となる。子の利益に反することが

明らかな場合、親権喪失（民 834条）または親権停
止（民 834 条の 2）により、親権を制限する。  
医療行為への親権者の同意および未成年者の自己

決定に関する問題は、将来的な課題としてなお検討

される必要がある。  
６ 結語 
 民法における親権は、未成年者の身体的・精神的

な未成熟性および社会的経験の乏しさから未成年者

を保護するために、親権者に認められた権利・義務

である。親権者はその裁量において、監護・教育を

することができ、原則として、適切な親権行使であ

ると認められる。 
親権概念の変化により、欧米諸国は、親権を親の

責任ないし義務および子の権利として位置付ける法

改正を実現した。親権は、単に親と子との関係を規

するのみならず、親と国家との関係をも規する。親

権者の裁量（親権者の意思ないし判断、決定）の法

的位置付けについて等、親権制度に関して多くの問

題が山積している。  
文献 
四宮和夫＝能見善久『民法総則』（弘文堂、第 8版、
2010）29頁以下、39頁以下。  
大村敦志「民法 4条をめぐる立法論的覚書」曹時 59
巻 9号（2007）1頁。 
 

第２報告 民法上の親権と少年法上の少年保護の

関係  

山口直也（立命館大学） 

1 問題の所在  

 少年法は、非行少年に対して、その健全育成を目

的として保護処分を科すことを予定している。これ

は一般的に、未成熟な少年の過ちをただすためのパ
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ターナリズムに基づく保護であると説明される。一

方で民法の領域においては、未成年者に対しては親

権に基づく財産管理、身上監護がおよび、未成年者

はその契約上の不利益等から保護される。これもパ

ターナリズムによると説明されている。逆に言うと

成年なればパターナリズムによる保護はなし得ない

と説明できそうである。  

 今回の法制審議会少年法・刑事法部会の議論は、

現行少年法上の年長少年である 18・19 歳の者が民

法上の成年（以下、若年成人とする）になった場合

には、パターナリズムに基づく少年保護は理論的に

及ぼせないのではないか。仮に若年成人に保護処分

を科すということになると、軽微な非行でも施設収

容を可能にするなど、行為責任を上回る処分を科す

ことになり不当であると言うものである。  

 そこで本報告では、羽生報告を承けたうえで、民

法上のパターナリズムと少年法上のパターナリズム

の異同、若年成人に対する保護処分の可否について

検討する。  

2  少年保護とパターナリズム 

 少年司法における少年保護の淵源は、未成年者に

対するエクイティー上の財産保護に関する裁判例で

用いられたパレンスパトリエ（国親思想）に始まる

と言われている。この思想は 1899 年に誕生した少

年裁判所において採り入れられ、爾後、非行少年の

法的扱いにおける基本理念となったことは広く知ら

れている。そして、このパターナリズムに基づく国

親思想はわが国おいて継受され、非行のある少年の

健全育成を目的とした少年保護の理念の基盤を形成

している。  

 もっとも、パターナリズムによる過度の介入を排

した米国における適正手続保障改革及び国連児童の

権利条約が確認した少年に固有の成長発達権の保障

により、現行少年法上の保護理念は、手続面・実体

面において二つの修正を受けていると言える。  

3  少年の自律と自己責任  

 では、パターナリズムが及ばない自律できる成人

という観点から見た場合に、少年法上の保護理念は

どのように位置づけられるであろうか。  

 民法上の成年年齢が 18歳以上とされる場合には、

若年成人については行為能力が完全に具備されると

解され、親権の対象から外されることになる。すな

わち、パターナリズムが否定されて自己決定に基づ

く自己責任が問われる主体に変容する。  

 しかしながら、少年法上の少年保護の対象年齢に

ついてはこの考え方はストレートにはあてはまらな

いように思われる。少年法における保護主義の考え

方は、少年の生物学的・精神的未成熟性、言い換え

れば、成熟した成人になるまでの発達可能性の補完

原理として強制処分による性格の矯正を肯定するも

のであり、行為能力の有無をメルクマールにするも

のではない。犯罪行為能力を前提とした自己責任と

いう観点においては、14歳未満を刑事未成年とする

ことで調整は済んでおり、少年法は刑事責任（自己

責任）が問える場合でも保護を優先し、その対象年

齢を原則 20歳未満、必要に応じて 23 歳（26歳）未

満まで拡張するという考え方を採用している。そし

てこのことは諸外国においてもほぼ同様である。そ

の意味において、少年法におけるパターナリズムの

位置づけは民法のそれとは異なる。  

4   少年保護と親権の関係  

 そしてそれは少年法上の規定内容の独自性からも

裏づけられる。  

 少年法 2条 1項における「少年」の定義は、民法

5 条によって「成年」との相対的概念として規定さ

れる「未成年者」とは異なる刑事政策的年齢設定で

ある。当然のことながら刑事責任年齢とも異なる。

また少年法 2 条 1 項における「成人」は同条の「少

年」との相対的概念として規定される概念であり、

民法 4 条を始めとする諸法で用いられる「成年」の

概念とは異なる。単に原則として少年法上の対象に

ならない年齢設定を意味しているに過ぎない。その

うえで少年法 2条 2項は、国家による少年保護の援

助的役割を「保護者」に期待しているが、当該概念

には、親権者を含む「法律上の監護者」及び非親権

者たる実父・実母、里親、継父母等の「事実上の監

護者」も含まれている。  

 また民法上の親権、すなわち、監護教育権、医療

同意権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、代理権

といった身上監護権及び財産管理権との関係におい

ては、国家によるパターナリズムに基づく少年保護

がこれらの親権にとってかわるという構造にはなっ

ていない。例えば、少年法 3条 1項 3号イは「保護

者の正当な監督に服しない性癖がある」者をぐ犯少

年としており、上述の保護者の定義に従えば、ここ

ではそもそも親権との関係は問題とされていないこ

とがわかる。また、非行少年と認定された者に対す

る保護観察処分に付された少年に対する親権者の親

権は影響を受けないし、少年院送致処分に付された

少年についても、監護教育権、居所指定権、懲戒権

は物理的に行使不能になるものの、基本的に親権が

制約されるわけではない。国家のパターナリズムに

よる少年保護と親権者の親権によるパターナリズム

による保護は両立していると言えるし、少年保護は、

民法上の親権保護が及ばない「成年擬制者」及び同

様に親権が及ばない 20 歳以上の「みなし少年」に

ついても、独自に少年保護を及ぼすことができるの

である。  

5  20歳未満の若年成人に対する少年保護の可否  

 以上のように民法上のパターナリズムにおる保護
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と少年法上のパターナリズムによる保護のその性

質・運用において異なることを前提としても、若年

成人に保護処分を科すことができるのかが問われな

ければならない。保護処分の根拠は、非行事実その

ものの行為責任的要素によるのではなく、非行事実

に現れた要保護性に基づくとするのが通説である。

通常は、非行が軽微である場合は要保護性も高くな

い場合が多いので、簡易送致処分、審判不開始処分、

不処分で事件は終結する。したがって、法制審の議

論にあるように，仮に行為責任という観念を採用す

るとしても、行為責任を上回る処分が科されること

はない。もっとも、非行は軽微であるものの、要保

護性が高い場合に，少年院送致処分等の高度の自由

制約を伴う処分を科すことができるかは問題とな

る。しかしながらこれについても、主として、要保

護性の中心要素である犯罪的危険性（累非行性）が

高い場合に限って許容されると考えられるから、通

常は、非行事実に現れた本人の性格、反省態度、再

非行、家庭環境等、すなわち、刑事手続における量

刑判断の際に考慮される一般情状の諸要素判断と大

きく異なることはないのではないだろうか。刑事手

続においても初犯軽微犯罪は微罪処分で終わるもの

の、軽微犯罪であっても，前科、犯罪態度、犯罪事

実に現れた性格等を勘案して公判請求されて量刑判

断において一般情状で再犯可能性が判断される場合

があるのだから、少年保護手続において（20歳年齢

を上限として）要保護性判断を行ったとしても、刑

事手続との不均衡が著しいとは言えないように思わ

れる。また、現行少年院法・更生保護法上のみなし

少年規定の存在、未成年者飲酒・喫煙禁止法の禁止

年齢の不変、若年成年に対する消費者保護立法の動

き、競馬法・自転車競技法上の未成年概念の不変等、

年長少年（若年成人）の未成熟性については共通の

理解のうえで特別の扱いをしているわけであるか

ら、若年成人の要保護性判断をすることに不都合は

ないと言わなければならない。  

6 結論  

 以上、本報告では、民法上の親権に基づくパター

ナリズムと少年保護のパターナリズムの違いを明ら

かにしたうえで、若年成人に対する要保護性判断に

基づく保護処分が可能であることを指摘した。  

文献  

山口直也「少年法適用年齢引き下げに関する議論の

在り方」犯罪と刑罰 26号（2017 年）125頁以下  

 

第 3報告 少年院処遇及び少年刑務所処遇の現状と

課題 

中島 学 法務省広島矯正管区  

１ 報告の目的 

 刑事政策上「矯正」という用語で同一に語られが

ちな、少年院と（少年）刑務所に処遇の異同を整理

し、若年者層が設定された場合の処遇現場の実務上

の課題について検討する。 

２ 少年院処遇の現状と課題 

(1) 収容状況  

平成 12 年（6,052 人）以降、減少傾向（平成 27

年 2,743 人）にある。 

(2)在院者の特徴 

①知的障害・発達障害を有する者が増加しており、

その特徴として、集中力が続かない、衝動性が高い、

独特のこだわりが強い、対人認知の偏りが強い等の

傾向を有し、その手当がなされていなかったため、

対人不信・被害感・劣等感等が強く、従来からの処

遇に適応しえない者が増加している。 

②自立が困難な者が増加しており、その特徴として

は、保護者が引受けを拒否し、適当な帰住先の確保

が困難であり、その結果として福祉的支援への橋渡

しの必要性が高い者が増加している。 

③保護者・引受人の状況にも変化が生じており、保

護者において実父母の占める割合が減少し、実母の

みの比率が増加している。また、出院者の引受人に

おいても、親族以外のもとに帰住する割合が増加し

ている。 

④虐待経験を有する在院者も増加傾向にあり、感情

や衝動の調整が困難、安定した対人関係の構築が困

難、物事への対処の仕方が不適切、社会や大人への

不信感が強く、自尊感情が低下している、といった

特徴を有しており、特別な手当てが必要となる場面

も増加している。 

(3)１８歳以上の在院者の特徴 

 １８歳以上のいわゆる年長少年の特徴は「関係性

の貧困」と言える、まさに社会的未成熟さが指摘さ

れている。具体的な特徴は以下の三点である。 

①非行の態様等からは、共犯者のある非行の割合、

不良集団に所属している割合もそれぞれ低く、また、

薬物使用の割合の増加等からは、孤立化した、希薄

な人間関係といった傾向がうかがえる。 

②家庭環境、生活状況等からは、家族と一緒に居住

している者が少なく、また、学校や職場に行ってい

ない者の割合が高いなど、社会的自立においてつま

ずいている傾向がうかがえる。 

③資質面からは、社会や大人に対して不信感が強く

自棄的な特徴を有し、また、様々な失敗経験を緩和・

再統合できず、不安感や無力感から、更生意欲や自

信が低下している傾向が伺える。 

(4)矯正教育の内容 

 平成２６年に少年院法が改正されたが、従来から

の昼夜にわたる生活指導、職員との密接な関係を軸

とし、安全で明るく規則正しい生活を基盤とした、

いわゆる「育て直し」処遇が展開されている。具体
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的には収容期間を大きく三つの段階に区分し、それ

ぞれの段階ごとの個人別の教育目標を設定し、その

目標達成のための種々の処遇・指導内容を計画し、

その成果をその生活や行動の状況から成績評価とし

て定期的に評価する、といった処遇体系の中で、個々

の特性に応じた、「寮」という職員もその構成メンバ

ーとする集団処遇を展開している。 

 一方、法改正等により、それまでの全人的な生活

指導を中核とした処遇から、各種指導・改善プログ

ラムを中心した処遇体系への移行とその変質を捉え

られる。 

(5)処遇の基盤 

①安心・安全な環境の確保 

 明るく規則正しい生活が更生的風土を醸成し、そ

の結果として、適切な規律と秩序が維持され、また、

個々の在院者の心情把握や衣食住等に関するきめ細

やかな生活上の配慮等を実施することにより、在院

者自身が更生に向き合う安心・安全な環境が提供さ

れる。その結果、職員と「バリアフリーの関係」と

も言える安心して何でも言える、失敗を申し出るこ

とができるといった関係性が構築され、支配・管理

する職員といった心情が払拭され、更生を目指すチ

ーム意識が形成される。 

②信頼関係の構築 

 寮を中核とする小規模集団の中で、他の在院者・

職員との日々の生活のエピソードや対話等を通して、

助け合いや励まし合う関係性の意義や効果を実感し、

その中から自己の立場や役割の理解を通じた他者へ

の信頼感が形成される。その結果、それまでは虐待

やいじめといった他者からの対応によって大人や社

会を信頼できないといったマイナス状態であった

「信頼の貯金」もプラスへと増加・貯まってゆく。 

③円滑な社会復帰の促進 

 出院後の居場所と出番を意識した社会復帰支援体

制を構築し、それぞれの実情・現実を踏まえつつ、

関係機関等とは直接に協議・調整を実施することに

より、想定される課題等を早期に対応する支援体制

が構築されてきている。それまで当人を支えてきた

のは地元の仲間というき弱な「仲間の層」しかなか

ったが、調整・協議等をとおして、当人に対する社

会におけるセーフティネットが重層化され、その支

援強化が促進される。 

３ 少年刑務所処遇の現状と課題 

(1)収容状況 

 昭和までは三桁であった収容人員も、減少傾向が

継続し、近時は５０名を下回るといった収容状況に

あるとともに、法改正等に伴いその収容期間は長期

化している。 

(2)処遇の内容 

 少年受刑者への特別処遇として、①個別担任制、

②改善指導、職業訓練、③家族との関係修復等に関

して重点的な指導を実施することにより、成長発達

期にある受刑者の拘禁に伴う心身への悪影響を抑止

し、出所後の円滑な社会復帰支援を展開している。 

(3)少年刑務所処遇の課題 

 刑事施設での拘禁という環境は強い他律的な生活

を余儀なくされ、また、少年工場等における平日・

昼間の所定の時間以外は個別処遇という生活環境に

おいては、成長・発達期における効果的とされる他

者との日常的な関係性やその出来事や対話を通じた、

また、集団力動等を活用した生活指導等は展開しえ

ず、専門スタッフによる改善プログラ指導等への比

重が高くなっている。 

 刑期の長期化により出所時には成人となっている

ことを踏まえての、処遇内容・環境、その連続性や

一貫性等について、とりわけ２６歳以上の成人処遇

への移行に伴う処遇内容の著しい変化等に関しての

対応等に関する検討が必要とされる。 

４ 矯正教育と少年行刑の差異と今後の課題 

(1)処遇環境の差異：関係性の構築の視座 

 少年院法においては、在院者に対して「自覚に訴

え」「改善更生の意欲を喚起し」「社会生活に適応す

る能力の育成」等を促進・実現するために求められ

る職員の責務等の目標が、少年法の理念たる「健全

育成」をもとに、「最善な利益」を考慮した個別処遇

の実施等として明示されている点において、明らか

に受刑者処遇とは異なる目的が示されている。また、

少年院における保護処分の内容については、少年法

第２４条においては保護処分として「少年院に送致

すること」と規定されているのみで、少年院法に委

ねられている。その処遇理念は少年法第１条に規定

されているとおり、「少年の健全な育成を期し」「性

格の矯正及び環境の調整に関する保護処分」を行う

こととされており、施設収容処遇として、その具現

化が求められているといえる。 

 具体的には、行刑とは異なり処遇対象者への職員

の関与がより強い少年院の処遇の目的として、新少

年院法第１５条において、「その人権を尊重しつつ、

明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成

長を図るとともに」と、ある種の処遇環境の意義と

職員の役割を明示し、また、「自主、自律及び協同の

精神を養うことに資する」処遇を通じて在院者がそ

の精神の獲得が図れることを目的として規定されて

いる点にその異同が明確に示されている。さらに、

同条第２項においては、「最善の利益」を考慮した個

別的処遇の実施に関する明文規定がなされおり、こ

の規定は刑収法には認められない、まさに、保護処

分としての施設収容処遇の目的が明示されていると

言えるものである。 

 換言するならば、少年院における処遇は、刑罰の
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執行とは異なる、健全育成を目指し、応報的な処分・

処遇観ではなく、本人の「最善の利益」を保障し、

本人の成長発達を支援する、そのような処遇の展開

を通して「関係性」が構築される。また、当該本人

に対しては、社会の一員としてまさに更生復帰する

絶好の機会を与えられているという期待を抱き、

個々の課題に取組んでゆく自覚とそのための環境の

確立を職員は促進する責務があるといえる。そのた

めには、職員と在院者の距離感は、毎日、起床から

就寝まで共に行動するという、ある種、在院者の眼

前に職員がさらされている状況の中で、職員は身近

な「正常な経験」を提供する大人としての役割を担

い、時に生じる失敗や負の感情との向き合い方等を

具体的な言動で示す、といった日々のエピソードの

積み重ねにより、更生的な組織風土を在院者と職員

らが共に醸成してゆくという「関係性」の構築を意

識されている点に、刑の内容としての改善指導の実

施等は大きく異なる処遇内容の差異が示される。 

(2)施設内処遇における今後の課題 

 少年院処遇の目的の一つである「自主、自律及び

協同の精神を養うことに資する」処遇を有効たらし

めるためには、管理的で他律的な環境では形成しえ

ない点を熟知した上での、施設の規律・秩序維持が

形成されていく必要がある。 

 また、近時の在院者の特質等を考慮すると、職員

との関係性が構築されることがまずは不可欠である。

その関係性を通しての成長・発達が、非行から離脱

しえる意欲・自信と具体的な態度・行動形成へと進

展していく少年院処遇の実態と法務教官の機能等か

ら、少年法第５６条第３項の規定による在院受刑者

の処遇等に関しては、①刑の内容としての「矯正教

育」と保護処分としての少年院送致における「矯正

教育」の異同、②少年刑務所に移送されることを前

提とした、少年院における矯正教育の実効性と有効

性はどのように整理しえるのか、③刑として科され

る矯正教育と、保護処分としてなされえる矯正教育

のいわゆる受任義務、在院者の処遇参加の強制力は

存在するのか、するとすればその異同はどのような

ものであるのか、といった課題が指摘される。 

 

第４報告 若年者に対する刑事政策的措置 

             武内謙治（九州大学） 

本報告では、若年者に対する刑事政策措置を検討

する。 

 前提として、今般議論の俎上に載せられている刑

事政策的措置の対象は揺らいでいる。自民党政務調

査会の報告書は 18・19 歳の者に焦点をあて、法務省

勉強会の取りまとめ報告書も「若年者」を念頭に置

いた。しかし、法制審議会に対する法務大臣からの

諮問 103 号は、犯罪者一般を対象としている。何に

焦点をあてて刑事政策を語るのか議論が曖昧になる

危険性がある。加えて、取りまとめ報告書や法制審

議会で示された論点表で掲げられた刑事政策措置の

主要なものは、過去の刑法改正論議でも話題にのぼ

っていたものでもあった。そこで、本報告では、過

去の刑法改正提案と対比させつつ、現在話題にのぼ

っている刑事政策的措置の特徴を考えてみることに

する。 

 取りまとめ報告書は、自由刑に関し、少年院収容

受刑者制度のあり方などの他に懲役刑・禁錮刑一本

化も主張している。しかし、その力点は「作業を含

めた各種の矯正処遇の義務付け」にある。「若年受刑

者」については、「それぞれの……特性に応じた矯正

処遇を行うことが重要」との認識もみられる。しか

し、全体の基調からいえば、それも義務づけによる

ことになるであろう。 

 かつての改正刑法草案は、懲役刑受刑者に「作業」

とならんで「矯正な必要な処遇」を義務づけていた。

しかし、禁固刑受刑者に関しては、作業が請求によ

るものとされた。また、「矯正に必要な処遇」も「行

うことができる」と規定されるにとどまった。これ

と対比すれば、取りまとめ報告書は、禁錮刑受刑者

まで義務づけの内容に含もうとする点で義務づけ対

象の拡大を指向する。また、作業だけでなく処遇も

義務づける点での義務づけ内容の豊富化にも特徴を

もつ。しかし、こうした義務づけは、却って若年者

の他律性を強めるよう作用するのではないかとの疑

念が残る。義務づけの意味も問題である。ドイツ法

でも各種訓練を若年者に義務づけている州があるも

のの、不遵守時の懲戒処分には教育的対応が優先さ

れるべきものとされている。 

 取りまとめ報告書の特徴は、条件付き起訴猶予を

議論の俎上に載せている点にもある。そこでは、入

口支援や更生緊急保護、起訴猶予時の訓戒・指導の

明文化、保護観察所などによる生活環境の調整など

を検察官による起訴権限内で「充実」させることが

強調されている。その背景には、高齢者・障がい者

に対する入口支援の「実績」がある。しかし、（当然

のことながら）少年とのかかわりでいえば、これま

でこの措置の実績はない。前提として、検察の起訴

段階で調査を行い、少年鑑別所や保護観察所をその

主たる担い手とすることも構想されているものの、

司法機関（家庭裁判所）に事件が係属する前の段階

なのであるから、現在その後に行われている社会調

査や鑑別とは内容が異ならざるをえない。そうすれ

ば、処遇のマッチングの問題も出てくる可能性が高

い。ここで想起するに値するのは、起訴猶予者に対

する保護観察は、1961 年から数年間実施されていた

起訴猶予者に対する更生保護措置（横浜方式）を踏

まえて法制審議会刑事法特別部会の第二小委員会と
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第三小委員会で議論され、いずれにおいて強い批判

により極めて早い段階において法改正構想から外れ

ていたということである。第三小委員会が保安処分

の角度からこの措置を検討したことも、かかる措置

の本質的な法的性格を考える際に記憶にとどめてお

くべきである。  

 以上のようにみた場合、今般議論の俎上に載せら

れている刑事政策措置の方向性は、入口・出口を問

わず、義務づけの強化を通した再犯予防の志向にあ

る。それは、入口における検察官の権限拡大・強化

と結びついている。また、調査機構の再編も視野に

入れられている。  

 根源的な問題として、「再犯予防」概念の内実、義

務づけによる処遇の是非、前提となる調査（機構）

のあり方、制度の目的・理念に関して、再整理が必

要である。とりわけ、健全育成措置の結果として再

犯予防が達成されることと、義務づけにより再犯予

防を図ることとは意味合いが異なっていることにつ

き再確認が必要である。  

 

質疑応答の概要 

 当日は、前半部分で少年法適用年齢の引き下げそ

のもの報告・議論（第 1･2 報告）を集中的に行い、

後半部分で自由刑の単一化を含む刑事政策的措置に

ついての報告・議論（第 3･4 報告）を行った。参加

者は 60 名強にのぼった。  

 まず第 1 報告をめぐっては、①民法の成年年齢引

下げの根拠、②民法の成年年齢を引き下げた場合に、

契約の他に生じるであろう問題、③子の権利条約の

理念が親権概念においてどのように反映されている

かといった質問がなされた。これについては報告者

より、それぞれ、①については、選挙権年齢との統

一、諸外国の状況等が挙げられているが、これらは

いずれも説得力を欠くと思われること、②について

は、離婚後の子の養育費について、成年到達後に支

払われなくなるおそれがあるが、実務では、例えば

20 歳、21 歳の大学生を「未成熟子」、つまり経済的

に自立していない子として捉え、大学卒業まで養育

費の支払いを義務付ける等の取扱いとなっていると

いうこと、③については、親と子との関係では、例

えば、離婚時における子の意思の把握等の手続保障

があり、親と国家との関係では、親権濫用に対する

親権制限という国家介入の態様があることなどにつ

いての説明がなされた。また、その他、民法の成年

年齢に引き下げにおける子どもの権利の側面につい

ての質疑もあった。  

 続く第 2 報告については、④民法上の親権保護の

対象とならなくなる若年成人に対する保護の可能性、

⑤少年法独自の保護をパターナリズム以外で根拠づ

けることの可否等について質問がなされた。これに

ついては報告者より、④については、現在議論され

ている消費者契約法改正論議における「未成年者取

消権」類似の権利創設の動き、未成年者飲酒・喫煙

法の 20 歳年齢の不変、競馬法等の未成年概念の不

変から少年法独自の保護も不当ではないことが、⑤

については、少年の成長発達権保障（主体的非行克

服のサポート）という観点から、少年法が独自の保

護を行うことはパターナリズムという観点を入れず

とも可能であること等が説明された。  

 続く後半部分の第 3 報告については、⑥少年刑務

所における処遇の課題は何であるのか、また、職員

が教育的働きかけを行うためにはどうしたらよいか、

⑦少年院での処遇に消極的な少年に対してはどのよ

うに対応しているのかという点について質問があっ

た。これについては報告者より、⑥については、現

状の少年刑務所であっても教育的風土が残っている

と考えられるので、若年受刑者の立ち直りを重視し

た処遇を継続することが重要であるということ、⑦

については、被収容少年が少年院処遇を受忍する義

務があるか否かについては従来あまり意識されてい

ないと思うが、少年が納得したうえで処遇を受けな

いと意味がないと考えられること、その意味では職

員と被収容少年との関係性の構築が必要不可欠であ

るということが、それぞれ説明された。  

 最後の第 4 報告については、⑧家裁調査官の調査

と検察官段階での異同，検察官が調査権限を持つこ

との問題をどのように考えるか、⑨若年成人に対す

る新たな処分が模索されていることを前提とした場

合の調査とはどのようにあるべきか、⑩年齢を引き

下げた場合に犯人推知報道はどのような影響を受け

るのかといった質問等がなされた。これについては

報告者より、⑧については、現状の少年司法の調査

は司法機関が関与した後の調査であるので、検察官

が独自に行うことは問題があり、司法機関の関与は

不可欠であるとの説明がなされた。もっとも、これ

に対しては検察官の強制調査も可能ではないかとの

意見も出された。また、⑨については、保護処分を

若年成人（23 歳等）に科すことは基本的に躊躇を覚

えるが、それを措くにしても、新たな処分が保安処

分とならないことを前提とした調査が必要であると

の認識が示された。さらに⑩については、社会復帰

に関する推知報道の禁止年齢を民法上の年齢と統一

する必要性はないとの説明がなされた。  

 本テーマセッションでは、年齢引き下げの論点を

明確化するうえで前半部分と後半部分に分けて、そ

れぞれ質疑･議論の時間を設けた。時間的な制約もあ

り各パートにおいて十分な議論にまでは至らなかっ

たが、現在の法制審議会における議論の在り方を含

めて、基本的な問題点は確認できたように思う。 

              （文責：山口直也） 
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ࡸ࣮ࣝ 616 ࢀࡒࢀࡑ㸦࠸࡞ᑡࡶ⪅ࡿࡍ⏝ࢆ࡞

ࢀࡃ࡚࠸⫈ࢆヰࠋ㸧ࠋ���ࠊ���ࠊࡣ⯡୍ࠋ���ࠊ���

ᅇࡢ㌟࡞ㆤࡸẼࠊࡿࢀࡃ࡚ࡗࡢㄯ┦ࠊࡿ

ㄡࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵ࢺ࣮࣏ࢧ࡞ࡿࡵ㢗ࢆୡヰࡢࡾ

ࡑ㸦࠸㧗࡚ẚ⪅⯡㧗㱋୍ࡀྜࡢࠖ࠸࡞࠸ࡶ

ࢀࡒࢀ �ࠋ㸧ࠋ��ࠊ��ࠊ��ࠊࡣ⯡୍ࠋ���ࠊ���ࠊ���

����ព㆑㠃ࡓࡳࡽ㢮ᆺ�

ᘬࡁᑐࡿࡍព㆑ࠊබṇୡ⏺ಙᛕࠊつ⠊ព㆑ࠊ

��ࠊ࠸⏝ࢆኚᩘࡿࡍ㛵࡞࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣇࣝࢭ ṓ

௨ୖࡢᘬࡁ⿕⪅ࡢ㢮ᆺࢆヨࣛࢡࠊࡎࡲࠋࡓࡳ

ศᯒ㸦:DUGࢱࢫ ἲ㸧ࡢࡽࢀࡇࠊࡾࡼኚᩘࠊࢆ㈐௵

㌿᎑ࡢኚᩘ⩌ࠊᖾ࣭ࡏእឤࡢኚᩘ⩌ࠊබᖹឤ

�ࠋࡓࡋ㞟⣙⩌ኚᩘࡢࡘ㸱ࡢ⩌ኚᩘࡢ

ḟࠊ㞟⣙ࡓࡋኚᩘ⩌㸦ྜィⅬࢆᶆ‽㸧࠸⏝ࢆ

���ࢫ࣮ࢣࠊ࡚ ṓ௨ୖࡢᘬࡁ⿕⪅�ᑐࣛࢡ࡚ࡋ

ศᯒ㸦:DUGࢱࢫ ἲ㸧ࠊ࠸⾜ࢆ୕ࢆࢱࢫࣛࢡࡢࡘᚓࠋࡓ

ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣᚩ≉ࡢࢱࢫࣛࢡྛ

ኚᩘ⩌ࢆ㍈୕ࢆࢱࢫࣛࢡࡢࡘᩓᕸᅗ࡛♧ࡢࡶࡓࡋ

�ࠋࡿ࠶ᅗ㸯㹼㸱࡛ࡀ

ࢱࢫࣛࢡ �㸸ᘬࡢࡁཎᅉࡣᮏேࠊࡿࡍࡿ࠶ホ

౯ࡣ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉឤࠊ࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕άࡀⱞ࠸ࡋ

ࠊ࠸㧗ࡀྜࡿ࠸ࡀᒃᐙ᪘ྠࠊ࠸࡞࠸࡚ࡌឤࡣ

࡞ලయⓗ࡞ά⏕ࠊᐙ᪘ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡓࡗ࠸

せᅉࡣぢᙜࡃ࡞ࡀ⏤⌮ࠊࡽࡇ࠸࡞ࡽࡓᘬࡁ

ணࠊࡣ⩌ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ᭷ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

㜵ึࡸᅇ࡛ࡢᑐᛂࡀ㔜せ࡛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶�

ࡇ࠺࠸ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡁᘬࡽࡓ࠸㸰㸸Ẽࢱࢫࣛࢡ

♫ࠊࡌឤ࠸ࡋⱞࡣά㠃࡛⏕ࠊࡔࡢࡶࡿ࠶ࡀ

ᒃᐙ᪘ྠࠊࡿ࠸࡚ࡌឤ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃሗࡶ୰࡛ࡢ

ᒃᐙྠࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡓࡗ࠸࠸㧗ࡀྜ࠸࡞࠸ࡀ

᪘ࡸࡈࡢࡶࠊࡃ࡞ࡀ⏕ά࠸࠸࡞࠸ࡃࡲ࠺ࡀ

᪉ࡶࡁᘬࠊࡽࡇࡿ࠶ࡶ‶ࡢ♫ࡓࡗ

ࢆᢚṆຊࡢᐙ᪘ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡌឤ࠸࡞

ᮇᚅࡣࡢࡿࡍ㞴ࠊࡽࡇ࠸ࡋ⏕άࢆ⥔ᣢࡓࡿࡍ

�ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ᚲせࡀࢺ࣮࣏ࢧࡢࡵ

ᗑࠊࡿ࠶ࡶ♫ࡸᗑࡣཎᅉࡢࡁ㸱㸸ᘬࢱࢫࣛࢡ
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ဨࡢኌ࡛ࡅᘬࢆࡁᛮ࠶ࡀࡇࡓࡗࡲ࠸

ࡓࡗ࠸ࠊ࠸࡞ᑡࡣࡇࡿࡌឤࢆ࠼⾶ࡢᐜጼࠊࡿ

≉ᚩࠋࡿ࠶ࡀ㈐௵ࡢ㌿᎑ࡸ⮬ᕫࢆṇᙜࡿࡍព㆑

ࡘࡋᑛ㔜ࢆᑛᚰ⮬ࠊࡽࡇࡿࢀࡽ࠼⪄࠸㧗ࡀ

ᚲࡿࡍែᗘ࡛᥋࠸࡞ࡉチࢆヂ࠸ゝࡽᙜึࠊࡶࡘ

せࠋࡿ࠶ࡀ�

�

ᅗ㸯�
 

 
ᅗ㸰�

 

 
ᅗ㸱�

㸲� ⪃ᐹ�

ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟ࡣᚤ⨥ฎศࠊࡀࡿ࠶࡛⪅ࡓࡗ࡞

ከࡣࡃᤕࡿࡲ๓ᩘᅇࡢᘬࡁ⤒㦂ࡽ࠼⪄ࡿ࠶ࡀ

ࡃ࡞ࡣ⏤⌮࡞᥋ⓗ┤ࡢ࡞❓άᅔ⏕ࠊࡣ୰ࠋࡿࢀ

⩌ࡃ࠸࡚ࡋᖖ⩦࡛ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆᡂຌయ㦂ࠊࡶ

㸦ࢱࢫࣛࢡ㸯㸧ࡿ࠶ࡀᛮࠊࢀࢃᘬࢆࡁጞࡁࡿࡵ

ࠊ᪉୍ࠋࡿ࡞㔜せࡀᑐᛂ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽసࢆࡅࡗ

ᗑࡸ♫㌿࡞ࡕࡀࡋ⩌㸦ࢱࢫࣛࢡ㸰㸧ࠊࡾ࠶ࡶ

ᘬࡀࡁⓎぬࡓࡋ㝿ࡢᑐᛂࡀ㔜せ࡛ࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶

�ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀᑐᛂࡢḟࠊࡣලయⓗࠋࡿ

ࡓࡄ㜵ࢆ័⩦ࠊࡾ࠶ண㜵࡛ࠖࡢࡁᘬࠕࡣ୍➨

ࡿࡼᗑဨࡿࡅ࠾⯒ᗑࡣࡘ୍ࠋࡿ࠶㔜せ࡛ࡶࡵ

ኌࡣࡘ࣮࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛ࡅࡀᘬືࡢࡁᶵ⮬యࢆゎᾘ

‶ࡸㄢ㢟ࡃࡌྠศ⮬ࡶᖺ௦ྠࡢ࿘ᅖࡵࡓࡿࡍ

ࡍ㛵ᕫ⮬ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡇࡿ▱ࢆࡇࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡇࡿ࠼ኚࢆㄆ㆑࡞ほⓗࡿ

➨ึࠕࠊࡣᅇᘬࡁࡢᑐᛂ࡛ࠖ ࠊࡣ⪅⿕ࠋࡿ࠶

ᘬࡁ⮬యࢆ㍍ࠊࢁࡋࡴࠊࡾࡼ࠺࠸ࡿ࠸࡚࠼⪄ࡃ

ࡢࡿ࡞ែ࡞࠺ࡼࡢ࡚ࡗศ⮬ࡀᯝ⤖ࡢࡑ

࡚ࡵึࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚࠼⪄ࡃ⏑ࢆ

ࡢ࡚ࡀࡸ࡛ࡇࡿࡡ㔜ࢆⅭ⾜ࡢ㌟⮬ࠊࡽẁ㝵ࡢ

ࡍᣦᑟㄝᚓⓗࡾࡼࠊࢆࡢࡿࡀ࡞ࡘᯝ⤖࡞࠺ࡼ

�ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍぢฟࢆ᪉ἲࡿ

➨୕ࡾ⧞ࠕࠊࡣ㏉ࡋᘬࡢ⪅࠺⾜ࢆࡁᑐᛂ࡛ࠖ ࠶

ᘬࠊࡎຠࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡿࡼពᚿࡢศ⮬ࠋࡿ

ࢢࣟࣉ࡞⒪ⓗࠊࡣẁ㝵࡛ࡢࡇࡿ࠸࡚ࡋ័⩦ࡀࡁ

ࡅཷ࡚ࡏేࠊࡀࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ⟇᪉ࡀࡇࡍㄢࢆ࣒ࣛ

�ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡴ⤌ࡾྲྀࡶᣑࡢ⒪ᶵ㛵ࡿ࡞─

�

㸳� ㄢ㢟ᒎᮃ�

㧗㱋⪅ࡿࡼᘬࡢࡁ⫼ᬒࠊࡶ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ

⏕άࡢᅔ❓ࡸᏙ❧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡆ࠶ࡀᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ

ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋࡋࠋࡿࢀࡉㄆ☜ࡣഴྥࡢᵝྠࡶࡽ

እⓗ࡞≧ἣࡀ☜ㄆ࡛ࡢ⩌ࡿࡁࠊ♫ᑐࡿࡍ

እⓗࠊࡸ⩌ࡿ࠸࡚ࡋṇᙜࢆⅭ⾜ࡢᕫ⮬࡚࠼ᢪࢆ‶

�ࠋࡓࡋᏑᅾࡶ⩌࠺⾜ࢆࡁᘬࡀ࠸࡞ࢀࡽぢࡀၥ㢟࡞

㧗㱋⪅ࡢᘬࡁᑐ⟇࡚ࡋᗈỗ୍࡛ᚊࡢᑐᛂ⟇ࡀ

୍ࢆែ≦ࡢ❧Ꮩࡸⓗၥ㢟῭⤒ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀࢀࡽྲྀ

ᚊࡢᇶ‽ุ࡛᩿ࡢࡇࡿࡍ㞴ࠊࡸࡉࡋእࡢࡽാࡁ

ࡲࠋࡓࡗ࡞ᯝ⤖ࡿࡏࢃࡀ࠺ࢆࡉࡃࡁᒆࡢࡅ

�ࠋࡿ࠼ゝ࠸ⷧࡀຠᯝࡶࡅࡁാࡢつ⠊ព㆑ࠊࡓ

᪉ࠊㄆ▱ࢆື⾜ኚྠ࡚ࡋࡅࡗࡁࡿ࠼ᖺ௦

ࡢࡋ┤࡚❧ࡢά⏕ࠊࡸᚲせᛶࡢሙࡿࢀࡽᚓࢆሗࡢ

㝿ࡢᡭࡀࡾࡀᏊࡸᏞࡀࡇࡿ࠶ㄪᰝ⤖ᯝࡽ♧

၀ࠋࡓࢀࡉ�

�

ᩥ⊩�

ᘬࡁ㛵ࡿࡍ᭷㆑⪅◊✲�ᮾி㒔�ࠕ������㧗㱋

ᘬࡢ⪅ሗ࿌᭩̿㧗㱋ࡿࡍ㛵ࡁᘬࡿࡼ⪅

��ࠖ̿ࡿ᥈ࢆせᅉᐇែࡢࡁ
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ᘬࡁ㛵ࡿࡍㄪᰝࡢศᯒ⤖ᯝ㸦㸰㸧�

̿⿕⪅ࡢ⬤ᙅᛶࡽぢࡓ♫ⓗໟᦤࡢ᪉⟇̿�
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 㰺⸨▱⠊㸦⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ㸧�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

㸯� �ᬒ⫼ࡢ✲◊

Ụࠊ㸦����㸧ஂಖࠊࡶ࡛ࡅࡔ㛫ࡢᖺᩘࡇࡇ

㷂㸦����㸧ࠊ࡞㆙ᐹ᳨ࡀᣲࡓࡋᘬࡁ㧗㱋⪅㛵ࡍ

�ࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀ✲◊ࡿ

� 㧗㱋࠸▷ࡀᮇ㛫ࡢ㛫ᛴ㏿㐍⾜ࡀࢃࡓࡋᅜ

ࢬ࣮ࣟࢡࡀၥ㢟ࡢࡁᘬࡿࡼ⪅㧗㱋ࠊ㏆ᖺࠊ࡚࠸࠾

.+1ࠊࡤ࠼ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀࡇࡿࢀࡉࣉࢵ ࡛

����ࠊࡣ ᖺࡽ⪁ே⁻ὶ♫㢟ࡿࡍ≉㞟ࢆ⤌␒ࡢᨺ

ᫎࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ୰࡛ࠊࡣ㧗㱋⪅ࡢ⤒῭≧ἣࠊ⪁ᚋ◚

⪅㧗㱋ࠊ࡞ἣ≦࠸ࡋཝࡿࡅ࠾ㆤࡢ⪅㧗㱋ࠊ⏘

ࢀࢃᢅࡀၥ㢟࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡍ㛵ᅔ㞴ࡢά⏕ࡿࡅ࠾

ࡃࡌྠࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ 1+. ����ࠊࡣ ᖺ௨㝆ࠊ↓⦕♫

ࢆ⤌␒ࡿࡆୖࡾྲྀࢆᨺᫎࠊࡋ༢㌟ୡᖏࡀቑຍࠊࡋ

ேࡀ⤎ࡢࠎᕼⷧࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡇࡿ࠸࡚ࡋ↓

⦕♫࠺࠸ゝⴥࡢࡑࡣᚋࠊࡸࢹ࣓ࢫ࣐ࡢゝㄽ

⪅㧗㱋ࠋࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝ࡤࡋࡤࡋࡶ࡚࠸࠾

ࡿࡼࢹ࣓ࢫ࣐୰࡛ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀၥ㢟ࡢࡁᘬࡢ

ὀ┠ࡿࡅཷࢆ୰࡛ࠊேࡢࠎ㛵ᚰࡀ㞟࡚ࡗ࡞࠺ࡼࡿࡲ

ࡢྥືࡿࡄࡵࢆ⨥≢⪅㧗㱋ࡿࡅ࠾㏆ᖺࠊࡣࡇࡓࡁ

�ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘࡦ

� ሗ࿌⪅ࠊࡣᮏ࡛ࣥࣙࢩࢵࢭ࣐࣮ࢸヰ㢟ᥦ౪࠺⾜ࢆ㎮

㔝ᩥ⌮ࠊࡶ���� ᖺᗘᘬࡁ㛵ࡿࡍ᭷㆑⪅◊

✲㸦ᮾி㒔㸧ࠊ࡚࠸࠾ㄪᰝ◊✲㛵ྠࠋࡓࡋ◊

✲ࡢᘬࡁ㛵ࡿࡍᐇែㄪᰝศ⛉୍࡛ࠊࡣ⯡㧗㱋

ㄪᰝࡿࡍ㇟ᑐࢆ⪅⿕ࡢᡂேࡓࡅཷࢆᚤ⨥ฎศࠊ⪅

�ࠋࡓࡋ㛵ࡀ⸩㰺ࠊ㎮㔝ࠊసᡂࡢ┠㉁ၥ㡯タィࡢ

� ᮏሗ࿌࡛ࡢࡽࢀࡇࠊࡣㄪᰝࠊ࡚࠸࡙ࡶࢱ࣮ࢹ⤒

῭ⓗ࡞ཝࡿࡼࡉࡋ⬤ᙅᛶࠊ♫ⓗ⣣ᖏࡢᙅࡿࡼ

⬤ᙅᛶࢆ࡞୰ᚰࠊᐇドⓗ᳨ウࠋࡿࡍ�

�

㸰� ㄪᰝࡢᴫせ�

� ㄪᰝᑐ㇟⪅ࠊࡣ㆙どᗇࡀᘬ᳨ࡾࡼࡁᣲࡓࡋᚤ⨥

ฎศ⪅㸦�� ṓ௨ୖ㸧ᮾி㒔ෆࡢ �� ṓ௨ୖ୍ࡢ⯡㧗

㱋⪅࡛ࠋࡿ࠶ㄪᰝᮇ㛫ࠊࡣ���� ᖺ � ᭶ࡽ ���� ᖺ �

᭶࡛ࠊࡾ࠶ᅇ⤖ᯝࠊࡣᚤ⨥ฎศ⪅ࡀ ��� ྡ㸦ࡕ࠺ ��

ṓ௨ୖࡣ ��㸧୍ࠊ⯡㧗㱋⪅㸦�� ṓ௨ୖ㸧ࡀ ���� ྡ㸦ᅇ

⋡ �����㸧࡛ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶���� ᖺ � ᭶ห⾜ࡓࢀࡉ

ᘬࡁ㛵ࡿࡍ᭷㆑⪅◊✲�ᮾி㒔�ࡿࡼሗ࿌᭩

����ࠊࡣⅬ࡛ࡢ ᖺ �� ᭶ᮎ࡛ࡲㄪᰝࡢ⪅ࡓ࠼⤊ࢆ

��ࠊࡕ࠺ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡛ᛶูḞᦆ್࠸࡞ࡀ᭷ຠᩘ

ࡣ �� ����ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㇟ศᯒᑐࢆྡ ᖺ � ᭶ࡽ � ᭶

ᮎ࡛ࡲᐇࡓࢀࡉ㏣ຍㄪᰝࡢᅇศ㸦㧗㱋⪅ࡢᘬ

ࡣ࡚࠸ࡘ⩌ࡁ �� ྡศ㸧ࠊࢆᮏሗ࿌ࡢศᯒࡣ࡚࠸࠾

᪂ࡓຍࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⤖ᯝࠊᘬࠊࡕ࠺ࡢ⩌ࡁ�� ṓ

௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡛ᛶูḞᦆ್࠸࡞ࡀ᭷ຠᩘࡣ �� ྡ࡛

�ࠋࡓࡗ࠶

⪅㧗㱋⩌ࡁᘬࡢࡇ �� �ࠊ࡚࠸ࡘྡ ㇟ᑐࡢࡘࡎྡ

ࡢᖺ㱋ࠊᛶࠊ࡚ࡋᑐ⪅ � ⮴୍ࡀ್ࡢኚᩘࡢࡘ

⪅㇟ᑐࡢ⩌⯡୍ࡿࡍ � ࠊ࡛ୖࡓࡋᢳฟ࣒ࢲࣥࣛࢆྡ

୍ᑐ୍࣮ࢹࡢ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫ࣮ࢣࡢ࣌ࢻࢳࢵ࣐ࡢ

㧗ࡢ⩌ࡁᘬࠊࡣศᯒ࡛ࡢ௨㝆ࠋࡓࡋసᡂࢆࢺࢵࢭࢱ

㱋⪅ �� ⪅㧗㱋ࡢ⩌⯡୍ࠊྡ �� �ࠋࡿ࠸⏝ࢆྡ

�

㸱� ⤖ᯝ⪃ᐹ�

� ㏆ࠋࡍグࢆᯝ⤖ࡓࡋศᯒ࡚ࡋ㛵㛵ಀ♫ࠊ୍➨

㞄ࡢ㛵ಀᘬ࡚࠸ࡘࡁศᯒࠊࢁࡇࡓࡋᒃఫᖺ

࠸࠶ࡁ㏆ᡤ࡙ࠊࡶ࡛ୖࡓࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥィⓗ⤫ࢆᩘ

ᐙ᪘ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㛵㐃ࡉ㧗ࡢࢡࢫࣜࡁᘬࡣࡉ࡞ᑡࡢ

ࡢሗ㠃࡛ࡿࡼᐙ᪘ࠊࡉከࡢࢺ࣮࣏ࢧ⥴ⓗࡿࡼ

ࡉከࡢᖾ⚟య㦂ࡢࡽ࡚࠸⠏ࢆᐙᗞࠊࡉከࡢࢺ࣮࣏ࢧ

�ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㛵㐃ࡉపࡢࢡࢫࣜࡁᘬࠊࡣ

➨ࠊෆⓗ⤫ไࠊಶே≉ᛶ㛵࡚ࡋศᯒࡓࡋ⤖ᯝ

ไࡢᛶື⾪ࠊࡕ࠺ࡢ┠㡯࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣇࣝࢭࠋࡍグࢆ

ᚚࠊࡣᘬࡣࢡࢫࣜࡁ㛵㐃ࡀぢࠊࡀࡓࡗ࡞ࢀࡽ

ᢠᛶ㛵ࡿࡍపࡣ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣇࣝࢭ࠸ᘬࢫࣜࡁ

ࠊࡣ࡚࠸ࡘపୗࡢ⬟ㄆ▱ᶵࠋࡓ࠸࡚ࡋ㛵㐃ࡉ㧗ࡢࢡ

≀ᛀࠊࢀ▱ⓗ⬟ືᛶࡢᙅࡢࡾࡲ � ࠊࡋ┠╔ഃ㠃ࡢࡘ

๓ᮇ㧗㱋⪅ࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ᒙูࠊ࡚ࡋศᯒࡓࡗ⾜ࢆ

๓ᮇ㧗ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢḟࠊࢁࡇ

㱋⪅ࠊࡣ࡚࠸࠾ㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗ㸦≀ᛀࢀ㸧ࠊࡣᘬ

⬟ㄆ▱ᶵࠊࡀࡓࢀࡽぢࡀ㛵㐃㛫ࡢࡉ㧗ࡢࢡࢫࣜࡁ

㛫ࡢࢡࢫࣜࡁᘬࡣ㸧ࡾࡲᙅࡢపୗ㸦▱ⓗ⬟ືᛶࡢ

⪅ᚋᮇ㧗㱋ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࡞ࢀࡉぢฟࡣ㛵㐃࡞᭷ព

ࣜࡁᘬࠊࡣ㸧ࢀపୗ㸦≀ᛀࡢ⬟ㄆ▱ᶵࠊࡣ࡚࠸࠾

ࡓࡗ࡞ࢀࡉぢฟࡀ㛵㐃࡞᭷ព㛫ࡢࡉ㧗ࡢࢡࢫ

ࡁᘬ㸧ࡾࡲᙅࡢపୗ㸦▱ⓗ⬟ືᛶࡢ⬟ㄆ▱ᶵࠊࡀ

పࡢ⬟ㄆ▱ᶵࠋࡓࢀࡽぢࡀ㛵㐃㛫ࡢࡉ㧗ࡢࢡࢫࣜ

ୗᘬࡢࢡࢫࣜࡁ㛵㐃㛵ࡿࡍ⤖ᯝࡣᖺ㱋ᒙ

పୗࡢ⬟ㄆ▱ᶵࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ㈏୍ࡶࡋࡎᚲ࡚ࡗࡼ

ࡿࢀࡽࡵㄆࡀ㛵㐃ᛶ࡞☜᫂㛫ࡢࢡࢫࣜࡁᘬ

�ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ

➨୕ࠊ⤒῭ⓗ࡞ⱞቃࡢ࡚࠸ࡘព㆑↔Ⅼࢆᙜ࡚

࡚ศᯒࡢࡑࠋࡓࡋ⤖ᯝࢆグࠋࡍᬽࡢࡁྥࡋࡽⱞࡉࡋ㸦ཌ

⏕ປാ┬ࡿࡼᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᑻᗘࢆ⏝㸧ࠊẖ

᭶ࡢᨭᡶࡢ࠸㈨ຊࡢᑡࡉ࡞㸦㟁Ẽ௦ࢫ࢞ࠊ௦ࠊỈ㐨௦

᭷ពࡉ㧗ࡢࢡࢫࣜࡁᘬࠊࡣ㸧ࡾࡃࡾࡸࡢ࠸ᨭᡶࡢ

�ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㛵㐃

� ௨ୖࡢ⤖ᯝࠊ࠼ࡲࡩࢆⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍࠋࡿ࠼♫㛵

ಀ㛵࡚ࡋศᯒࡓࡋ⤖ᯝࠊࡽぶᐦ࡞⪅ࢵࢱࡢ

⫼ࡢၥ㢟ࡢࡁᘬࡿࡼ⪅㧗㱋ࡀࡉᕼⷧࡢࢺ࣓ࣥࢳ

42



ᬒᶓྍࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓ⬟ᛶࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶ࡀ㧗㱋

ࡾࡓࡗ࠶ᕼ࡛ⷧࡀࢺ࣓ࣥࢳࢵࢱࡢᐙ᪘ࠊሙྜࡢ⪅

㌟ᐤࠊࡣ࡚࠸࠾ࢫ࣮ࢣࡿࡍࡾࡓࡗ࡞ࡀࡾᘬࡁ

ࡀࡇࡿࡵᙉࢆ⤎ࡢᚋ࡛ᐙ᪘㛵ಀࡢᣲ᳨ࡢᅇึࡿࡼ

ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉᗘ㝈ᐃ⛬ࡿ࠶ࡣࢫ࣮ࢣࡿࡁ࡛

ࡾࡓࡗ࠶ᕼ࡛ⷧࡀࢺ࣓ࣥࢳࢵࢱࡢᐙ᪘ࠊࡵࡓࡢࡇ

㌟ᐤࡿࡍࡾࡓࡗ࡞ࡀࡾ㧗㱋⪅ࡢሙྜࠊᆅᇦࢧ♴⚟ࡢ

ࡇࡿࡅཷࢆᨭࡿࡼ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡸࢫࣅ࣮

ࡾྲྀࢆ⤎ࡢࠎேࡢ୰࡛㏆㞄ࡢ㍯ࡢᆅᇦࡓࡋ࠺ࡑࠊ

ᡠࡾࡓࡋᵓ⠏ࠊࡀࡇࡿࡍࡾࡓࡋᘬࡓࡋ≢ࢆࡁ㧗

㱋⪅ࡵࡓࡢࡾ┤ࡕ❧ࡢ᭷┈࡛ྍࡿ࠶⬟ᛶࡽ࠼⪄ࡀ

�ࠋࡿࢀ

� ෆⓗ⤫ไࠊಶே≉ᛶࠊࡕ࠺ࡢᢠᛶ㛵ࣇࣝࢭࡿࡍ

ࡓࡋ≢ࢆࡁᘬࠊࡀࡇࡘ❧┠ࡀࡉపࡢ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ

㧗㱋⪅ࡢ≉ᚩࠋࡿ࠼࠸ࡔࡘࡦࡢ⯡ⓗ࡞つ⠊ព㆑

ࡗ࡞㇟ㄪᰝᑐࡢᅇࠊࡣᚩ≉ࡓࡗ࠸࠸పࡃࡋⴭࡀ

ࡲࡶࡇ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࡚࠸࠾⩌ࡁᘬࡢ⪅㧗㱋ࡓ

㧗≢ึࡓࡋ≢ࢆࡁᘬࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶Ⰽ࡛≉ࠊࡓ

㱋⪅ࡢሙྜࠊ≢⨥ᛶྥࡀ㢧ⴭ࡛ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶

ᘬ࠺࠸ࡁẚ㍑ⓗ㍍ᚤ⨥≢࡞ࡕࡀࢀࡉ࡞ࡳ㛵ࡋ

ไᚚ࡛ࢆḧᮃࡢሙ㠃࡛ࡓࡋ๓ࡢ┠ࢆᗑ⯒࡛ၟရࠊ࡚

⨥ᚤᚋࡓࡋ≢ࢆࡁᘬࠋࡿ࠼࠸ࡿ࠶ࡀഃ㠃࠸࡞ࡁ

ฎศึࡓࡗ࡞≢㧗㱋⪅ࡢሙྜࠊࡣไᗘⓗ࡞㝈⏺ࡼ

ࢆຓゝࡸᣦᑟ࡞ᑓ㛛ⓗࡿࡼಖㆤほᐹᐁࡸಖㆤྖࠊࡾ

⟶ᕫ⮬ࡢά㠃࡛⏕ࠊࡣලయⓗࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࡇࡿࡅཷ

࡞ࡿࡅཷࢆຓゝࡸᣦᑟ࡚࠸ࡘ࡞ไᚚࡢḧᮃࡸ⌮

࠾࡚ࢀࡉ㝈ᐃࡾ࡞ࡣሙྜࡢ⪅㧗㱋≢ึࠊࡀᶵࡢ

ࡇࡿࢀࡉᠱᛕࡀ㊊ࡢᨭ࡛ୖࡿᅗࢆࡾ┤ࡕ❧ࠊࡾ

ࡢࢫࢭࣟࣉࡢ㐃୍ࡢฮྖἲࠊࡣᐇ㉁ⓗࠋࡿ࠶࡛ࢁ

୰࡛ࠊᘬ᳨࡛ࡁᣲึࡓࢀࡉ≢㧗㱋⪅᥋ࡿࡍ࡞ᐇ

ົᐙࠊࡣ⌧ሙࡢ㆙ᐹᐁࡸἲᚊࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡿ࠶ᘚㆤኈ

㝈ࡀࡇࡿࢀࡽ⌧ᐇࡣከ࠸ぢ᳨ࠋࡿࢀࡽᣲࡿࢀࡉ

㧗㱋⪅ࡢ≉ᛶࡸ㐝࡞ഃ㠃ࡢ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠊࡵ῝ࢆ

ᘬ᳨࡛ࡁᣲึࡓࢀࡉ≢㧗㱋⪅ࡾ┤ࡕ❧ࡢ㈨ࡓࡿࡍ

࠺⾜௨ୖ࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡋᑐ㆙ᐹᐁࢆᇶ♏ᩍ㣴ࡢࡵ

ᶍ⣴ࢆ⟇᪉ࡓࡋ㐺≦⌧ࡢ⪅㧗㱋࠺⾜ࢆࡁᘬࠊ࡞

�ࠋ࠺ࢁ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡿࡍ

⤒῭ⓗ࡞ⱞቃࡢ࡚࠸ࡘព㆑㛵ࠊࡣ࡚ࡋཌ⏕ປാ

ࡁྥࡋࡽᬽࡿࡼᑻᗘࡢᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡿࡼ┬

ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㛵㐃ࡉ㧗ࡢࢡࢫࣜࡁᘬࡀࡉࡋⱞࡢ

ࢁ࠶࡛ࢁࡇࡿࢀࡽࡵồࡀᑐᛂ࡞ᐇົⓗࡓ࠼ࡲࡩࢆ

᳨ࡾࡼࡁᘬࠊ࡚ẚ⪅㧗㱋ࡢ⯡୍ࠊࡶỤ㷂ࠋ࠺

ᣲࡓࢀࡉ㧗㱋⪅ࠊࡣ࡚࠸࠾⤒῭ⓗ࡞ᅔ㞴ࢆᢪ࠸࡚࠼

ࠋ㸦Ụ㷂�����㸧ࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆࡇ࠸ẚ㍑ⓗከࡀேࡿ

Ụ㷂㸦����㸧ࠊஂಖ㸦����㸧࡚࠸࠾✲◊ࡢ࡞

࡚ࢀࡲྵࡃከࡀ⪅≢ࡓࢀࡉᣲ᳨࡛ࡁᘬ㐣ཤࠊࡣ

⾜࡚ࡋ㇟ᑐࢆ⪅≢ึࡣㄪᰝࡓ࠸⏝ᮏሗ࿌࡛ࠊࡀࡓ࠸

࠸ࠋࡿ࡞␗✲◊⾜ඛࡀⅬࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ

ࢆ⏕ά♫࡞ぶⓗ⨥≢ࠊࡤࢀ࠶࡛⪅≢ࠊࡶࡢ࠺

࡞ᴗⓗ㐺ᛂ⫋ࡸࢀࡢά⏕ࡢ㔠㖹㠃࡛ࠊ୰࡛ࡿࡅ⥆

ᮏሗࠊ᪉࡛ࠋࡿࢀࡽぢ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀሙྜ࠺కࡀ

࿌࡛⏝ࡓ࠸ㄪᰝࡢ⪅≢ึࠊ࠺ࡼࡢሙྜࡽ⨥≢ࠊࡣ

᭦⏕ࠊࡋᆅᇦ♫㐺ᛂࡓࡋ⏕άࡾྲྀࢆᡠࡇࡃ࠸࡚ࡋ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᮇᚅࡶࡾࡼሙྜࡢ⪅≢ࠊࢆ

㧗㱋⪅ࠊࡣ㌟యⓗࡿࡼ࠼⾶࡞⏕άࡢ౽ࠊ࡞ࡉ

⤒῭ⓗ࡞ഃ㠃௨እࡶ⏕άୖࡢᅔ㞴ࡸᝎࢆࡳᢪࡀ࠼

ࡃᙉࢆⱞቃ࡞ⓗ῭⤒ࠊࡣࡽᯝ⤖ࡢᮏሗ࿌ࠋࡿ࠶࡛ࡕ

ឤࡿࡌሙྜᘬࡁ⾜Ⅽ୍ࡃࡈࡣࡢ࠺⾜ࢆᥱࡢࡾᒙ

ᬒせᅉ⫼ࡢࡘࡦࡢࡁᘬࡿࡼ⪅㧗㱋ࠊ࠼࠸ࡣ

࠸ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋᏑᅾࡀⱞቃ࡞ⓗ῭⤒࡚ࡋ

ࡇࡢḟࠊࡿ࠼ࡲࡩࢆᯝ⤖ࡢࡇࡿࡅ࠾ᮏሗ࿌ࠋࡿ࠼

᳨࡛≢ึࡾࡼࡁᘬࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸ࡀ

ᣲࡓࢀࡉ㧗㱋⪅ᑐࠊ࡚ࡋ⾜ᨻࡸᆅᇦࡿࡼ⚟♴ไᗘ

ᐇົᐙࡢ♴⚟ࠊࡋㄝ᫂ᛕࢆࡇࡿ࠶ࡀࡳ⤌ᯟࡢ

ࡢᨭ࡞ⓗ῭⤒ࠊࡶࡿࡍ⥆᥋ᨭࡸㄯ┦ࡿࡼ

ᶵࢆࣝࢿࣥࣕࢳࡸቑࡢ࡞ࡍࡸ᪉⟇ࡀᚲせ࡛࡞ࡣ

�ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸

�

㸲� ᚋࡢㄢ㢟�

ฮྖἲศ㔝࡛ࠊࡣ▹ṇࡸಖㆤ࠺ᢅࡾྲྀࡀᑐ㇟࡞

ࡃẚ㍑ⓗከࡣ✲◊ࡿࡍ㛵ᚩ≉ࡢ⪅⨥≢㧗㱋ࡓࡗ

ࠊࠗࡾ࠾࡚ࢀࡉ✚ ≢⨥ⓑ᭩ ࡲ┠ࡢᙧ࡛ᅜẸࡢ࡞࠘

ㄪᰝࡢ✲◊ࡢᅇࠊ࡚ࡋᑐࢀࡇࠋ࠸ከᩘࡶᶵࡿ

ẚ㍑ࠊࡣ✲◊ㄪᰝࡿࡍᑐ⪅≢ึࡢࡁᘬࠊ࠺ࡼࡢ

ⓗᑡࠋ࠸࡞ㄪᰝࡢᅇ⟅⪅ࠊࡣᅇ᳨ࡢᣲ࡚ࡵึࡾࡼ

࡛ࢆࡾ┤ࡕ❧ࠊࡾ࠾࡚ࡅཷࢆ࠸ᢅࡾྲྀࡢ࡚ࡋ⪅⨥≢

ࡢ⾜ᑡᖺ㠀ࠊࡋࡋࠋࡿࢀࡉᐃ࠸ࡁࡶవᆅࡿࡁ

ሙྜࠊ࡚ࡗ࡞␗ࡣ㧗㱋⪅ࡢ㍍ᚤ≢⨥ࡢሙྜࠊ㆙ᐹࡸ

ಖㆤほᐹᡤࡾ┤ࡕ❧ࡿࡼᨭࡢࡵࡓࡢᯟ⤌࠶ࡣࡳ

㧗㱋ࠊࡶᚋࠋ࠺ࢁ࠶࡛≦ᐇࡀࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࡾࡲ

ㄢ㢟࡛࡞ࡁࡀ⥆⥅ࡢ✲◊ㄪᰝࡓ࠼ࡲࡩࢆᛶ≉ࡢ⪅

♫⨥≢ศ㔝✲◊ࡿࡍ㛵♴⚟⪅㧗㱋ࡸᖺᏛ⪂ࠊࡾ࠶

Ꮫࡢ㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡀࡇࡿࡍᚲせ࡛ࠋࡿ࠶�

�

ᩥ⊩�

Ụ㷂ᚭ�� ����� ࡢ⪅⿕ࡁ㧗㱋ᘬࡢᮾி㒔ෆࠕ��

⌧≧ࠖࠗ ᪩✄⏣Ꮫ♫Ᏻᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ࠘�� ��

����������

ᘬࡁ㛵ࡿࡍ᭷㆑⪅◊✲�ᮾி㒔�������ࠗ㧗㱋⪅

ࡢࡁᘬࡢ⪅ሗ࿌᭩̿㧗㱋ࡿࡍ㛵ࡁᘬࡿࡼ

ᐇែせᅉࢆ᥈࠘̿ࡿ��

ᑿ⏣Ύ㈗ࠕ��������㧗㱋⪅ࡿࡼᘬࡢࡁ㜵Ṇࡅྥ

ᐹࠖࠗ⪄୍ࡓ ᪥ᮏἲᏛ࠘��������������������������

ஂಖᬛ⏕࣭ᇼỤⰋⱥ࣭ᯇᾆ㝯ኵ࣭ᯇỌ♸࣭Ụᮧ᪩

⣖�� ����㸪ࠕᘬࡁ㛵ࡿࡍᚰ⌮ⓗせᅉ᳨ࡢウ̿

ᘬࡁ⿕⪅ࢆᑐ㇟ࡓࡋព㆑ㄪᰝࠖ̿ࡽ⛉Ꮫ㆙ᐹ

◊✲ᡤࠗ⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤሗ࿌࠘➨ �� ᕳ➨ �࣭� ྕ㸪

�����㸬�

43



万引きに関する地域での支援と再犯防止の検討 

―福祉的側面を中心に― 

 

                                    山根由子（科学警察研究所） 

 

１ 統計から見る万引きの現状 

警察庁の各年の犯罪情勢を見ると、1998 年には万

引き検挙人員に占める少年の割合は 53.8％であり、

60 歳以上の者の占める割合は 13.8％であった。しか

し、2006 年には、60 歳以上の者の占める割合が、少

年の占める割合を超え、2016 年には少年の割合は

12.2％であり、60 歳以上の者の割合は 45.5％となっ

ている。 

 

２ 日本における万引き研究の進展 

 万引きは、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物

横領と並ぶ初発型非行の代表的な罪種である。その

ため、従来、万引きの研究は少年非行研究の一環と

して行われてきた。先行研究では、万引きの要因は

家庭環境や規範意識の低下が挙げられており(内山

1986：西村 1987)、少年の万引き対策では規範意識

の醸成を目的とした教育が重視されている。 

 一方、近年、万引きのみならず、高齢者犯罪の増

加が社会問題となる中で、高齢者の万引きに特化し

た研究も進展してきている(江﨑 2012)。また、万引

きに関する有識者研究会(東京都)では、万引に対す

る実態調査を行っており、一般高齢者と高齢万引き

被疑者の比較等を行っている。その報告書の中で、

高齢者による万引きの要因として、経済困窮等の経

済的要因、認知機能の低下等の身体的要因、周囲と

の関係性の低下が挙げられている。高齢者の万引き

対策としては、万引きを病気として理解し、矯正す

るのではなく治療を優先させるという考えや、高齢

者の周囲との関係性の向上が重視されている。 

 また、万引き被害は深刻な経営の悪化を招くとの

考えから、万引きを環境犯罪学の観点から考える研

究も近年盛んに行われている。その中では、監視カ

メラの設置など監視性を確保した店舗デザインの整

備や店員の声かけなど自然監視性の確保が重視され

ている(大久保 2013：全国万引犯罪防止機構 2013)。

そして、認知症による万引きを正しく理解する目的

から、厚生労働省が推進している事業である「認知

症サポーター養成講座」を従業員に受講させる店舗

も増えてきている。 

 

３ 再犯防止対策 

 再犯防止対策では、司法と福祉の連携が重要なキ

ーワードとなっている。近年、取り組まれている福

祉的側面を考慮に入れた主な再犯防止対策は以下の

通りである。 

(1)出口支援 

高齢者は再犯率が高く、累犯高齢者問題に対応す

るために、2009 年から「地域生活定着支援事業（現

在は地域生活定着促進事業）」が開始された。 

矯正施設から出所した行き場のない高齢者や障が

い者は、必要な福祉サービスを受けることが困難で

ある場合が多い。そのため、各都道府県の地域生活

定着支援センターが、矯正施設収容中から、矯正施

設や保護観察所、既存の福祉関係者と連携して、支

援の対象となる人が釈放後から福祉サービスを受け

られるよう取り組んでいる。この取組みは、矯正施

設を出てからの「出口」段階での支援にあたる。 

(2)入口支援 

「出口支援」が開始された当初から、障がい者な

どの要支援者が矯正施設に入所していることが問題

視されていた。さらに、それらの人々が適切な支援

を受けて、更生するためには「出口」よりも速い段

階で福祉の介入が必要であるという指摘があった

(田島 2013)。その結果、2012 年頃から矯正施設に入

る前の「入口」段階で福祉支援を強化し、再犯を防

ごうとする様々なモデル事業や取組みが開始された。 

2017 年には、各地の地方検察庁で、社会福祉士を

在駐させて支援する取り組みが進んでいる。精神保

健福祉士の資格や保護司の経験を持つ社会福祉士が

容疑者と面談し、地域生活定着支援センターや障害

者基幹相談支援センターなどに引き継いで支援した

り、生活保護や要介護認定を受けたりする取組みで

ある(朝日新聞、2017 年 4 月 25 日)。 

 

４ 地域での高齢者支援 

入口支援、出口支援ともに再犯防止を考える上で

重要であるが、万引き防止対策に議論を絞った場合、

この議論はあまり意味がないかもしれない。なぜな

ら、数回の万引き行為では微罪処分で終わり、矯正

施設への入所へ至る場合は少ないからである。よっ

て、万引きのような軽微な犯罪の場合、地域社会で

再犯を防ぐために支援していくという視点が重要と

なってくると考えられる。 

しかし、先行研究でも指摘されているとおり、万

引きをするリスクの高い高齢者は孤立している場合

が多く(万引きに関する有識者研究会(東京都)2017)、

地域住民による自然な見守りや地域行事への参加促

進などの周囲との関係性の向上だけでは問題を解決

することはできないかもしれない。その際は、民生

委員や地域包括支援センターなどの既存の福祉機関
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を上手く活用することが重要である。 

厚生労働省は 2025 年を目処に、高齢者の尊厳の保

持と自立生活の支援を目的として、可能な限り住み

慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで

続けることができるよう、地域内で住まい･医療･介

護･予防･生活支援が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の構築を推進している(地域包括ケア

研究会 2013)。そして、その中核に地域包括支援セ

ンターがあり、地域の高齢者の総合相談所としての

役割を担っている。また、民生委員は厚生労働大臣

から委嘱され、地域住民の立場から生活や福祉全般

に関する相談・援助活動を行っている。地域包括支

援センターと民生委員のどちらも、高齢者の身近な

相談相手となり、支援を必要とする高齢者と行政や

専門機関をつなぐ「パイプ役」を務めることに強み

がある。 

万引きをする高齢者の中には、認知症が原因とな

っている場合もある。高齢者の異変に気づいたとき

に、本人や家族が相談するだけではなく、地域住民

も積極的に福祉機関に相談し、プライバシーに配慮

しつつも高齢者の情報を地域で共有できれば、万引

きを未然に防ぐことができるかもしれない。 

また、万引き対策に限定するのではなく、訪問支

援や引きこもり対策などの重層的な社会支援ネット

ワークを構築して地域の高齢者を支えることも必要

である。直接的な万引き対策ではないが、地域社会

で高齢者が生活しやすくすることが、延いては万引

き防止対策に繋がっていくと考えられる。 

 

５ 展望 

高齢者は犯罪の加害者・被害者のどちらにもなる

リスクが高い。地域包括支援センターは介護の相談

など、いわゆる一般的な福祉の相談援助業務を行っ

ているほかに、権利擁護の一環で悪徳商法や特殊詐

欺の相談など犯罪被害の相談を受けている。しかし、

実際にどのような内容の相談を受けているのかは、

相談の性質上、公表していない自治体がほとんどで

あり、公表されている統計のみで実態を把握するこ

とは難しい。これらの相談は、全体から見れば数％

にしか及ばない(三菱総合研究所、2014)が、福祉の

相談窓口が犯罪の未然防止や早期発見に果たす役割

を検討する上で、実態把握は重要になるであろう。

また、これらの地域福祉を担う機関をケーススタデ

ィではなく、マクロな視点を持って実証的に研究す

ることは、地域にある資源をいかに有効活用できる

かを検討したり、多機関連携を考えたりする上でも

必要であろう。 

福祉分野では、支援を拒んだり、重層的な問題を

抱えていたりする等、支援困難事例の対処の研究が

蓄積されつつある。犯罪予防を考える上でも、支援

を拒んだり、重層的な問題を抱えたりしている人は、

犯罪予防対策や教育が行き届かずに、支援すること

が難しいという点で変わりはない。今後、犯罪予防

を考える上で、福祉アプローチが研究に役立つこと

が期待される。 

 

付記 

 本報告者(山根由子)による見解は私見であり、万

引きに関する有識者研究会(東京都)の見解を代表す

るものではないことを申し添える。 
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警備業の視点から見た万引きに対する社会的対応のあり方 

―文化的側面を中心として― 

 

                                   田中智仁（仙台大学） 

                                     

１ 目的 

2010 年の警察庁通達により、万引きの全件通報が

徹底され、説諭や私刑による処理は認められない方

針になった。一方で、万引き対策には多様な価値観

が反映されており、説諭による処理や私刑による制

裁が残存しているのも事実である。そこで本報告で

は、万引き対策の古典的方法である「警備員の配置」

を着眼点として万引き対策の歴史的変遷を概観し、

そこに表れる文化的側面（万引きの被疑者像と誘因）

を確認する。その上で、2017 年 3 月に公表された万

引きに関する有識者研究会(東京都)の報告書（以下、

「報告書」）の意義と課題を明らかにすることを本報

告の目的とする。 

 

２ 方法 

本報告では、16 世紀から 21 世紀にかけての欧米

諸国の万引き対策と、20 世紀前半から 21 世紀にか

けての日本の万引き対策に関する提言を、文献に依

拠して確認する。その上で、万引きをめぐる文化的

側面について報告書と対照し、報告書の意義と課題

を検討する。あわせて、万引き対策の実務（保安警

備業務）を実施している警備業者 2 社（A 社保安課

長、B 社代表取締役社長）への聞き取りをもとに、

報告書で示されている提言の妥当性を検討する。 

 

３ 結果 

 16 世紀から 21 世紀にかけてのイギリス、フラン

ス、アメリカの万引きを文化史として研究した

Shteir（2011）によれば、1699 年にイギリスで「万

引き法」が制定され、5 シリング以上の物品を万引

きした者は絞首刑に処された。しかし、万引きは減

少せず、1832 年に万引きを死刑対象から除外した。

つまり、「厳罰化の失敗」を認めざるを得なくなった

のである。その結果、万引きは軽窃盗となると同時

に、警察官に軽窃盗犯の逮捕を任命（公務に格上げ）

したことで、「非厳罰化」と「取締り強化」が進行し

た。しかし、万引きの手口が巧妙化し、警察官によ

る捕捉では追いつかなくなったことから、専任の警

備員による万引き対策が一般化した。 

また、万引きは消費文化と服飾文化によって誘発

された「窃盗症」（クレプトマニア）であるとみなさ

れた。とりわけ窃盗症の誘因として問題視されたの

が百貨店の登場である。百貨店の主な客層は中流階

級以上の女性であり、犯罪とは無縁とみなされてい

た被疑者像であった。しかし、百貨店に魅力的な商

品が陳列され、購買意欲を過度に喚起することで万

引きが発生していると考えられた。同時に、中流階

級以上の女性はドレスやスカートを着用しており、

裾や袖に内ポケットを仕込み万引きした品を隠すな

どの手口が横行した。つまり、百貨店は万引きを生

み出す文化装置としての側面を有していたのである。 

一方で、百貨店の店員と警備員は労働者階級とみ

なされていた。そのため、1870 年に上流階級の女性

客が警備員に捕捉された際は、捕捉した警備員に対

して、「労働者階級の警備員が上流階級の御婦人をお

としめた」とする非難が集中した（Abelson 1990）。

すなわち、根強い階級意識とジェンダー意識がある

ことを踏まえた万引き対策が求められたのである。

その結果、万引き被疑者を捕捉した場合は、警察に

通報せず、返品や説諭によって穏便に事態の収束を

図るのが主流となった。 

同様の論調は日本の先行研究においても確認でき

る。米田（1915）は万引きを「広告や店飾の発達に

よる商業道徳の弊害」とみなし、「物欲を喚起してい

る商店」が万引きの主要因であると指摘した。米田

は万引きを「職業的万引」「貧困的万引」「異常的万

引」「習慣性万引」の 4 つに大別した上で、異常的万

引と習慣性万引の主な被疑者は「身分ある女子」で

あり、警察に引渡すべきではないと主張した。 

また、大西（1933）は百貨店などで主に女性が行

う窃盗を万引きと定義し、11 種類の手口を紹介して

いる。そのうち 6 種類が和服の袖口などを利用した

手口であり、万引きには服飾文化が反映されている

と言える。なお、盗まれた高級呉服の一部が花魁衣

装として吉原遊郭で転売された例もあり、遊郭文化

が万引きの背景にあることも示唆されている。 

さらに、鈴木・尾後貫（1935）の「少年少女編」

では、百貨店の誘惑が「純真無垢な少女を万引きに

陥れる」と指摘された。続いて、「女性犯編」では、

出来心による個人的な万引きから窃盗団を形成して

の万引きまでを幅広く紹介し、万引きを「巧妙な手

口による女性犯罪」とみなした。 

以上のように、20 世紀前半までは国内外を問わず、

万引きを「百貨店原因説」と「女性犯罪説」の 2 つ

で説明し、警察に引き渡すべきではないとする提言

が根強かった。しかし、20 世紀後半になると、万引

きを非行サブカルチャーとみなすようになる。すな

わち、万引きは青少年の「遊び」「いたずら」「非行」

であり、「柿泥棒」の犯罪化（柏熊 1985）であるた

め、青少年ならではの公的ラベリング（辻 1987、高
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原 2002、田中 2012）が懸念された。万引きの被疑者

像は女性から青少年に変遷しており、青少年問題で

あるがゆえに説諭が重視され、通報の問題性と説諭

の有効性への期待が示されている。しかしながら、

万引きを高齢者犯罪とみなした論稿は確認されなか

った。万引対策強化国際会議 2017 でも、アメリカに

おいて高齢の万引犯が摘発、通報されるのは極めて

珍しいケースであり、ガイドラインで制限を設ける

小売業の会社も多いとアメリカ人研究者が指摘して

いる（全国万引犯罪防止機構 2017）。 

日本では、香川県の万引き防止対策事業で女性と

高齢者の被疑者の割合が高いことが明らかとなり、

捕まえやすさの要因も関係している可能性が示唆さ

れている（大久保ほか編 2013）。一方で、報告書で

は「高齢者の万引きだけが警察活動に影響され、店

舗で監視され、店舗から警察へと通報される、とい

うことは考えづらい」（p.82）との見解が示されてい

る。この見解について、警備業者 2 社に聞き取りを

行った結果、次のような指摘があった。 

A 社保安課長は「若年者よりも高齢者の方が非力

なので、あえて警備員は高齢の被疑者を捕捉する傾

向がある」と述べた上で、その結果として高齢者の

認知件数が増えている可能性があると指摘した。ま

た、B 社代表取締役社長は「西日本では特定の被差

別属性を持つ人に配慮する必要があり、“人権”がキ

ーワードになる。東日本よりも“被疑者を選ぶ”場

合もある」と述べた上で、警備員が「穏便」に済み

そうな高齢の被疑者を狙って捕捉している可能性が

あることを示唆した。すなわち、警備業者 2 社の指

摘にもとづくと、高齢者を対象としたセレクティ

ブ・サンクションが行われている可能性も視野に入

れて考察する必要が生じたのである。 

 

４ 考察 

 以上の結果から、報告書には少なくとも下記 3 点

の大きな意義があると考えられる。 

一つ目は、「高齢者の万引き」に特化した画期的成

果であるという点である。大久保ほか編（2013）で

は高齢者に言及されていたが、報告書は万引きを高

齢者犯罪として学際的に調査・分析したことで卓越

性を確保しており、稀少な成果として高く評価でき

る。アメリカでも高齢者に特化した先行研究は確認

できておらず、報告書は万引きの被疑者像の転換に

寄与していると言えよう。 

二つ目は、病気観を転換したという点である。報

告書では高齢者の万引きの要因として認知症に着目

しているが、歴史的には万引きを窃盗症とみなして

いたことから、新たな視角を提示したと言える。 

三つ目は、階級、ジェンダー、公的ラベリングの

視角に収斂していない点である。これらは被疑者の

属性に由来しているが、報告書では被疑者の属性を

「高齢者」としたことで、先行研究とは異なる視角

によって万引きの実相を捉えることに成功している。 

一方で、下記 2 点の解明が今後の課題となる。 

一つ目は、高齢者を取り巻く文化的側面のさらな

る検証である。先行研究では消費文化や服飾文化な

どを踏まえた多面的な考察がみられており、高齢者

の万引きについても小売業のトレンドなどを視野に

入れた考察が望まれる。 

二つ目は、警備業によるセレクティブ・サンクシ

ョンの検証である。本報告では 2 社の聞き取りを反

映したが、万引きの被疑者を捕捉する側の意識や実

務内容を視野に入れた考察が望まれる。 
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のではないことを申し添える。 
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Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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テーマセッション G（ラウンドテーブル） 

非行少年の「立ち直り」を考える――パネルインタビューにもとづく批判的検討 

 

コーディネーター・司会： 岡邊 健（京都大学） 

話題提供者： 都島梨紗（東亜大学） 

 相良 翔（埼玉県立大学） 

 髙橋康史（筑波大学大学院） 

 

１ 企画趣旨 

 

 近年、犯罪・非行からの「立ち直り」が日本社会

で注目を集めている。しかし日本国内での研究の蓄

積が進んでいるとは必ずしもいえず、課題は山積し

ている。 

 私たちは、非行少年の「立ち直り」に焦点を絞り、

そのありように理論研究、経験研究の両側面から迫

るプロジェクト（「『立ち直り』に関する研究会」〔研

究代表：京都大学 岡邊健〕）を 2015 年春に開始し

た。本テーマセッションでは、このプロジェクトの

一環で進行中の質的調査でこれまでに得られたデー

タに基づいて、議論を行う。話題提供者は、この調

査に関わる 3名である。 

 質的調査のフィールドは、元非行少年を受け入れ

ている更生保護施設 X である。主たる研究方法は、X

での生活を続けている在所者へのパネルインタビュ

ーと、施設内の特定の場面の参与観察である。 

 施設 Xは男子少年および女子少年を対象とする全

国的に珍しい施設である。また、施設長が元非行少

年という経歴を持ち、一部のスタッフがこの施設の

元入所者という経歴を持つ。そのため、施設 Xは非

行少年当事者のセルフヘルプグループの要素を持っ

ており、入所者の将来展望や生活設計はスタッフの

これまでの人生経験とその語り（ライフストーリー）

にかなり影響されているという特性を持つ。施設 X

には、15 歳から 22 歳までの男女が合計で常時十数

名在籍している。在所者の多くは、少年院の仮退院

者（2 号観察の対象者）である。 

 調査者たちはこれまで、2016 年 6 月・9 月および

2017 年 1 月・4 月・7 月の計 5 回にわたって同一の

在所者に対する調査を行い、それぞれ 1 時間～2 時

間程度のインタビューを実施している。調査協力者

は男子 A さん、男子 B さん、女子 C さんである。 

 なお、本テーマセッションの全体及び個々の報告

は、科研費（15K01757）の助成による研究成果の一

部である。 

 

 

２ 更生保護施設における「立ち直り」資源生成過

程の検討――スタッフの指導ストラテジーに着

目して（都島梨紗） 

 

2-1 報告の目的 
 

 本報告の目的は、更生保護施設におけるスタッフ

の指導ストラテジーに着目し、「立ち直り」に向けた

資源がどのように生成されているのかを明らかにす

ることにある。本報告では更生保護施設 Xが目指す

「立ち直り」の在り方を確認したうえで、「立ち直り」

に向けた指導ストラテジーを検討する。本報告は更

生保護施設における、以下の 2つの場面に着目して

検討を行う。すなわち、①「男らしさ」をめぐる言

語実践場面、②「失敗」をめぐる言語実践場面であ

る。 

  

2-2 報告の枠組み 
 

 本報告では、更生保護施設における「立ち直り」

をスタッフの指導ストラテジーの観点から明らかに

する。 

 ストラテジーとは、教育社会学におけるクラスル

ーム研究で用いられてきた概念である。「構造的制約

のなかで自己の目的や関心を最大限に実現していく

ための戦略」（稲垣 1992: 99）を指す。本報告では

更生保護施設という制限された状況の中で、スタッ

フが「立ち直り」を最大限に実現していくための資

源づくりの過程をストラテジーという枠組みを用い

て捉える。 

 また、「男らしさ」についてであるが、従来の犯罪

社会学理論では、男らしさが犯罪の促進要因になる

と考えられてきていた（大山 1995）。重ねて尾﨑

（2017）は Messerschmidt の議論を引き合いに、男

性性を達成するために暴力行為、性的暴行などが行

われることがあると述べる。 

 ただし以上の議論を抑えつつも知念（2013）は、

更生保護施設における調査をもとに以下の様に主張

する。すなわち、非行少年が持っている「男らしさ」

のイメージは暴力行為といった非行と関連を持つこ

ともあるが、更生の資源になることがあると述べる。 

 したがって、知念の指摘を踏まえるならば、「男ら

しさ」とは非行の促進要因になるとも捉えうるが、

文脈によっては非行の抑止要因になる可能性もある

と考えられる。 

 上記の議論を踏まえれば、更生保護施設において、
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職員と少年の相互作用を通した交渉を経て、どのよ

うな「男らしさ」が構築されているのかは極めて重

要な問いであるといえる。 

 他方で、本報告では「失敗」に関する言語実践を

取り上げる。施設 Xでは、一般の更生保護施設と同

様に、様々なルールを少年たちに与え、管理を行っ

ている。ただし、施設 Xにおけるルールは施設長に

よれば、少年たちが最終的な着地点に立つために設

けられている。なお、施設 Xで目指されている最終

的な着地点については 2-3 で詳述する。 

 施設 Xで「失敗」として取り上げられる事柄は、

少年同士の日々の口論といった小さなトラブルに始

まり、無免許運転、職場のお金の持ち出し、「飛ぶ」

という言葉で表現される無断での外出・外泊などに

及ぶ。 

 「犯罪行為とは、それを禁じている社会にとって

有害と思われる行為」（Durkheim 1893=1971: 74）と

いう Durkheim の指摘を踏まえるならば、「立ち直り」

という「善なるもの」を生成する過程において、「有

害」である犯罪ないし逸脱が活用される場面もあり

うるだろう。例えば、施設 Xで「失敗」を引き起こ

した者とそうでない者を差異化し、「失敗」をしてい

ない者を「正常者」としてドライブさせる場面など

である。そこで、本報告ではどのような場面で「失

敗」が資源化され、それはどのように「立ち直り」

に結び付けられるのかを取り上げる。 

 

2-3 更生保護施設 Xにおける「立ち直り」のゴール

と、「巻き込み」のストラテジー 
 

 「１ 企画趣旨」でも触れたが、更生保護施設 X

の施設長は元非行少年と言う経歴を持っている。施

設長は、自身の経験も参照しながら、更生保護施設

X で目指す「立ち直り」のゴールを以下のように述

べている。「“更生”や“立ち直り”ではなく、“自立”」

であり、したがって施設では「社会に出て 1人で生

きていけるために身に付けておくべき力を育ててい

る」。施設 X の目標は、具体的に少年たちの間では、

「施設にいる間に 50～60 万円の貯金を作る」、とい

う形で共有されている。 

 さらに施設長は過去に受け入れた少年たちの様子

を参照し、「仕事、家族、関係性」が安定すれば再犯

を含めた「失敗」が起きないと考えている。 

 ただし施設長は、いずれにおいても少年個人の能

力獲得や自己変容のみでは達成不可能だと考えてお

り、「受け皿である社会が変わらなければ立ち直りは

実現しない」という考えも持っているという。 

 施設 Xにおいて「立ち直り」の資源を獲得するた

めに、施設長をはじめとする施設 Xのスタッフは「巻

き込み」というストラテジーを用いている。「巻き込

み」の対象となるのは施設 Xをめぐる人間関係であ

る。少年やスタッフはもちろん、雇用主、施設 X が

所在する学区の教師、そしてわれわれ調査者にも及

ぶ。 

 「巻き込み」という方法は、少年個々の「立ち直

り」に向けて働きかけるストラテジーであると同時

に、社会の側の「立ち直り」に向けても働きかける

ストラテジーであると考えられる。 

 

2-4 「男らしさ」を用いるストラテジー 
 

 施設 Xにおける集会場面では、しばしば「男らし

さ」を用いた言語実践が行われる。これまでの調査

を通して「男らしさ」が活用された場面は、次の 3

場面である。①自己の課題に専念するよう諭す場面、

②女性を従属関係に置かないように諭す場面、③怒

りのコントロール方法を模索する場面である。 

 ①については、「どうしたら女性にモテるのか」と

いう少年の問いとそれに対するスタッフの応答の場

面である。スタッフは問いに対し、仕事に専念する

ことや施設の課題に専念することが「本当の男にな

る方法である」と提示していた。 

 ②については、報告者に対する「どういう付き合

い方が理想か」といった少年の問いと、報告者・ス

タッフの応答の場面である。報告者の応答を活用し

てスタッフは、女性を尊重することや、自分たちを

裏切らない女性を選び出すことが重要であることを

伝えていた。 

 ③については、「怒りのコントロール方法」につい

ての少年の問いとスタッフ・少年の応答の場面であ

る。解決策として少年自ら「話を聞き、支えてくれ

る女性が必要だ」と提示し、スタッフもそれに同意

していた。 

 以上の様に施設 Xでは、少年たちが抱く「男らし

さ」をスタッフが修正・活用することで、「立ち直り」

に向けた資源を形成する様子が見受けられた。ただ

し、ここで留意する必要があるのは、例えば、③の

方法で顕著であるように、「男らしさ」を活用しすぎ

ることで、「立ち直り」における支援者の役割をパー

トナーや家族に矮小化してしまう可能性があるとい

うことである。 

 

2-5 「失敗」を用いるストラテジー 
 

 施設 Xでは少年たちに集団部屋での生活を提供し

ている。それによる対人的なトラブルも絶えず、場

合によっては大きな問題が起こる事もある。しかし、

施設長は「社会でもトラブルは起きるから今のうち

に経験させている」と述べ、「失敗」を重要な資源と

して捉えていた。 

 なお、施設 Xの「失敗」には様々なフェーズがあ
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る。まずは、施設 X で生活を送る少年である。施設

生活上のトラブルにとどまらず、職場でのトラブル

など少年たちはほとんど毎日、様々な場面で「失敗」

を経験する。次に、施設 X を退所した少年である。

施設 X を退所し、地元で生活を送る者についても、

過去のしがらみなどにより、「失敗」をしてしまう場

合があるという。 

 また、「飛ぶ」ということをめぐる「失敗」の場面

では、「飛」んでしまい、現在この場にいない者を参

照することがあった。そのことにより、現在無断外

出をせずに、施設で生活している少年たちを、「正常

者」としてドライブさせていた。施設 X では「失敗」

を活用することで、大きな「失敗」を引き起こして

いない少年たちに対し、「立ち直り」に近づいている

者としての連帯を持たせることもあった。  

 

2-6 考察と結論 
 

 本報告では、スタッフの指導ストラテジーに着目

して、「立ち直り」資源を生成する過程を見てきた。

最後に、本報告の知見を考察する。 

 まず、更生保護施設 X が掲げる「立ち直り」とは、

必ずしも「再犯をしない」といった消極的な「立ち

直り」ではなかった。むしろ少年たちが、「社会に出

て一人で生きていける」ことを目指しており、その

ために少年をめぐる人間関係に対し「巻き込み」と

いうストラテジーを用いていた。こうした方法は、

「社会の『立ち直り』」（平井 2014: 271）の重要性

を志向する実践であると考えられる。つまり、欧米

における「立ち直り」の文脈で言えば、コミュニテ

ィの再構築を志向するような“re-entry”モデルや

“re-integration”モデルを目指しているといえる。 

 次に施設 X では、少年たち個々が持っている「男

らしさ」を活用しながら「立ち直り」に向けた解釈

資源がもたらされていた。特に、少年たちの女性に

対するまなざしを活用し、施設 X が目指す「立ち直

り」に親和的な「男らしさ」やジェンダー研究で指

摘されているような暴力的な「男らしさ」に結びつ

かないオルタナティヴな「男らしさ」の解釈資源を

与えていた。 

 最後に施設 X では、「失敗」が「立ち直り」に向け

た解釈資源として用いられていた。なお、「失敗」あ

るいは少年が抱えている「問題」が「立ち直り」の

資源として組み込まれる過程は、すでに仲野（2012）

の研究で指摘されている。だが、本報告では、施設

X における様々な種類の「失敗」が資源化されてい

る点を強調する。 

 施設 X での「失敗」は、少年同士の口論といった

小さなものから、複数人で共謀した無断外出、施設

退所後にしがらみに巻き込まれて暴力団に加入する

など、大きなものも含まれる。 

 重要な点は、ともすると「事件化」してしまうよ

うな「失敗」も、「立ち直り」にとってかけがえのな

い資源として用いられている点である。 

 本報告で確認した、「失敗」の資源化という側面を

踏まえれば、例えば更生保護施設から少年院への戻

し収容や、執行猶予付きの有罪判決に至るような「再

犯」についても、単に「逆戻り」としての意味を持

つのではなく、「立ち直り」に向けた資源となる可能

性があるということである。 

 また、保護観察処分となった少年についていえば、

通常「遵守事項」が設けられており、「遵守事項」違

反が重なると少年院への戻し収容が行われることが

ある。例えば、更生保護施設入所中の無断外泊は「遵

守事項」違反となり、少年院への戻し収容にもつな

がりうる行動である。この場合、保護観察下に身を

置いているからこそ、比較的軽微な逸脱によって、

少年院への再収容という重大な処分が下されること

もありうる。 

 本報告を踏まえれば、少年及び更生保護施設が個

別に置かれた文脈を丁寧に記述することで、「立ち直

り」の様々なフェーズがみえてくるといえるだろう。 
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３ 非行からの「立ち直り」に向けた介入における

潜在的な「害 harm」の検討――更生保護施設在

所者へのインタビュー調査からの検討（相良翔） 

 

3-1 非行からの「立ち直り」に向けた介入における

潜在的な「害 harm」 
 

 本報告の目的は、非行からの「立ち直り」に向け

た介入における潜在的な「害（もしくは危害）harm」

について、更生保護施設在所者へのインタビュー調

査から検討することである。非行からの「立ち直り」

に向けた介入は、その対象少年の今後の「生」をよ

り良くするために行うが、意図せざる結果として少

年に対して害をもたらす可能性がある。非行少年の

「立ち直り」に向けた介入における潜在的な害につ

いて検討することは、今後の少年司法制度のあり方

について検討する上で重要な課題になると考えられ

る。 

 平井（2016）では、「立ち直り」に関する経験的研

究や介入実践を行っていく上で、「立ち直り」の定義

について改めて問い直す必要があると主張される。

そのためには「立ち直り」における目的語を問い（何

からの「立ち直り」なのか？）、また「立ち直り」の

主体について問う（誰の「立ち直り」なのか？）必

要がある。その 2 点を問う上で、「害 harm」概念が

重要なものになる。ここでいう「害」とは大まかに

言うと人間が生を営む上での妨げといった意味であ

る。例えば、Hillyard et al.（2004）において「身

体的な害」、「経済的な害」、「心理的な害」、「文化的

安全」という側面からの「害」が検討されている。

「犯罪」概念は実は恣意的なものであり、その意味

も多様なものとしてこれまでの研究において扱われ

てきた。それに対して、「害」は、当該行為者だけで

なく、その人物を取り巻く社会も考察の範疇に入れ

る概念として有用な点がある。 

 その上で、平井の指摘において重要なのは、犯罪

からの「立ち直り」ではなく、「害」からの立ち直り

と規定し直すことにある。また、「害」からの「立ち

直り」はその主体による「立ち直り」と社会による

「立ち直り」によって構成されるという指摘も同様

に重要である。前者に関しては、特に犯罪者・非行

少年の「立ち直り」における変容過程の研究が欧米

を中心に多く積み重ねられつつあるが（例えば、

Maruna（2001=2013））、後者に関する経験的研究から

の言及は我が国においてはほとんどない。「立ち直

り」の責任をその主体だけから見るのではなく、社

会から見ることによって「立ち直り」の内容やその

方法についてより多角的に検討できるのではないだ

ろうか。本報告においては、特に更生保護施設とい

う側面から考えていきたい。 

 

3-2 施設 Xでの生活におけるストレス 
 

 まず、検討すべき点としてはそもそも「施設生活」

を送るという点である。 

 インタビュー協力者 3名が同様に語ったのは施設

X に入所する際の緊張である。少年院に比べて、施

設 X は相対的に自由な場である。ただし、その「自

由」がゆえに、自分が試されていることを意識し、

緊張を感じることがある。 

 また、相対的に「自由」はあれども、規則などに

よって日常生活のルーティンが強固なものになり、

それゆえのストレスももちろん存在する。施設 X で

は基本的に就労自立を目標にして施設生活を送るこ

とになるが、その目標を達成するための制限が様々

な側面でもかかるとも言える。そして、施設 Xでは

少年の入れ替わりがあり、在所少年の関係性がつね

に揺れ動き、「雰囲気」が安定しないことがある。在

所少年同士の集団力動が「立ち直り」を助長するよ

うに向かえばよいが、そのようなことばかりではな

く、逆の方向に注がれることもある。それに加えて、

職員と少年の関係性のあり方も施設の「雰囲気」を

変えるきっかけになりうる。 

 

3-3 「贖罪の脚本」による潜在的な「害」――「立

ち直り」における「加熱」と「冷却」 
 

 上記のように、施設 Xでの生活は在所少年に対し

て、ストレスを与える要素がある。しかし、在所少

年の多くは Maruna が提示した「贖罪の脚本」の様な

物語を展開する（Maruna 2001=2013）。つまり、「立

ち直り」を「生活上の労苦に負けずに乗り越え、他

者に対する助けをしながら、自身の成長につなげて

いくこと」とし、そのような自己物語を展開するこ

とが多い。また、施設 Xでは「立ち直り」における

変容の主体を少年個人に求め、成長し続けることを

望ましい目標とする介入を行っている。また、施設

X ではそのような過程を、制度の枠組みを超えたと

しても、十全に見守ろうとしている。 

 ただし、そのような施設 Xの介入は成長に向けた

労苦に対して我慢を求めることによる「害」を及ぼ

す可能性もある。例えば、施設生活におけるストレ

スについても「我慢」が求められることがある。ま

た、施設 Xの介入は在所少年に対して、自身の将来

をコントロールする主体となるよう促すものである。

ただし、その少年が将来に対する責任を背負うこと

を過度に意識することも考えられる。その場合、社

会の責任を問えるところで、少年自身が自己責任と

しか語れなくなってしまうことがありうる（相良 
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2017）。また、成長する上で設定した自身の目標（社

長になる等）に対し、それを叶える手段の少なさの

中で、「グレーな手段」をとる恐れもある（相良 

2013）。つまり、成長志向ゆえのアノミーに対応する

ための行動によって、逸脱行為が生じる可能性もあ

る。 

 施設 Xによる在所少年に対する介入の多くは、い

わば「立ち直り」における「加熱」と表現すること

ができる。その加熱によって、在所少年は自身の将

来に対するコントロール権を取り戻し、自身の成長

に邁進する語りを展開する。しかしながら、その成

長に向けた様々な面での労苦に過度に我慢を求める

可能性もある。特に、在所少年自身の将来展望にお

いて自己責任を強調しすぎてしまう可能性が存在す

る。それゆえに、「立ち直り」における加熱は意図せ

ざるかたちで在所少年に「害」を与える可能性があ

る。 

 ただし、施設 Xにおいて加熱だけではなく、「立ち

直り」における「冷却」も行われている。例えば、C

さんは「安全な場所」として施設 Xを捉えており、

成長を求められることばかりでなく、自分らしくい

られる場とする。また、在所少年同士の何気ない関

係の中で「ガス抜き」が行われ、成長だけに囚われ

ないような相互行為がある。また、施設 Xのスタッ

フは、退所後において成長志向ゆえのアノミーを抑

制するような施設長による働きかけがあると述べて

いる。 

 

3-4 「立ち直り」における加熱と冷却の機能不全 
 

 他方で Aさんの場合、施設 Xの在所経験を自身の

「立ち直り」と関連付けて語ることが難しい。A さ

んは幼いころから両親のもとを離れ、施設を転々と

しながら生活してきた。それはまさにディアスポラ

とも言える状況である。施設 Xの在所経験は在所少

年にとって「戻りたくない場所」（例えば、少年院）

および「戻るべき場所」（例えば、地元）があること

によって、少年自身の「立ち直り」と関連付けなが

ら語ることができると指摘できる。だが、A さんの

ように「戻りたくない場所」や「戻るべき場所」を

設定できない場合において、施設 Xの在所経験を「立

ち直り」と関連付けながら語ることは困難になる。 

 それゆえに施設 Xでの「立ち直り」に向けた加熱

や冷却が機能しない場合がある。A さんも、Bさんや

C さんと同様に就労自立を目標とし仕事に精を出し

ている。だが、それは施設 Xにおける「立ち直り」

に向けた介入のおかげというよりも、仕事が唯一自

分でコントロールできるものと位置付けた語りがあ

った。A さんは施設 X での生活も仕事も同じように

耐えることを求められるが、それならば対価として

給料が出る仕事に精を出したいと語る。その忍耐の

成果として「自立」があるとし、それを自分の「立

ち直り」と位置づけている。 

 

3-5 結論 
 

 本報告では、非行からの「立ち直り」について、

更生保護施設における調査から、「害」という観点に

着目して検討した。第一に、施設生活によるストレ

スについて確認した。他方で、第二に在所少年が「贖

罪の脚本」をもとにした自己物語を展開することが

多いことを確認した。そのような語りを展開する上

で、施設 Xでは「立ち直り」に向けた加熱が行われ

ていることが示唆された。ただし、「立ち直り」に向

けた加熱は在所少年に対して過度な自己責任を求め

る可能性があり、それが少年への不利益につながり

うる「害」を起こす可能性を指摘した。また、その

ような「害」を抑制する「立ち直り」に向けた冷却

が施設 Xで繰り広げられている可能性も記述した。

第三に、施設 Xにおける「立ち直り」に向けた加熱

も冷却も機能しない可能性について Aさんの例をも

とに検討した。ただ、A さんも結果的には忍耐をし

た上で「自立」をすることを「立ち直り」と定義づ

けていた。 

 施設 Xの在所少年の多くは「贖罪の脚本」のよう

な語りを展開し、生成的主体としての変容に向けた

努力を積み重ねている。しかし、ここで指摘できる

のは生成的主体になったとしても（もしくはなった

からこそ）、労苦に耐える場面が社会において続く可

能性があるという点である。つまり、生成的主体に

なったとしても排除の論理に組み込まれる、もしく

は半永久的に生成的な主体として試される人生が続

くという「害」を受け続ける可能性が考えられる（相

良 2015, 2017）。 

 また「立ち直り」にむけた冷却は、社会の中での

労苦を瞬間的に忘却させるだけのものであるかもし

れず、そうだとすれば排除の論理を根本的に解体で

きるものではないともいえる。そして、A さんのよ

うに、そもそも社会から「害」を受け続けていると

言える存在における「立ち直り」についても議論す

る必要があろう。A さんも結果的に就労自立を「立

ち直り」と定義しているが、それしか選択肢がなか

ったとも言いうるのである。 
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４ 家族が「立ち直る」ことは可能か――非行臨床

における家族支援論の限界（髙橋康史） 

 

4-1 問題の所在 
 

本報告の目的は、更生保護施設在所者による〈立

ち直り〉における家族に関する語りを参照し、非行

臨床における家族支援論の限界を明示することであ

る。 

非行臨床においては、非行からの〈立ち直り〉に

向けて、非行経験者だけでなく、彼／彼女らの家族

に働きかけることが重視されてきた。具体的には、

犯罪・非行を生じさせた家族に問題性（原因として

の家族論）を見出しながら、家族の問題を克服し、

家族機能を回復させることで犯罪・非行を防ぎ、更

生させるための側面を強化すること（更生の場とし

ての家族論）によって、家族への介入が行われてき

た。 

一方で、こうした原因としての家族論と更生の場

としての家族論に対して、家族社会学者から、非行

の原因である家族がなぜ更生の場になるのかを説明

できていない、という批判がある（望月 1989; 藤間 

2011）。具体的には、更生の場としての家族には定位

家族および生殖家族の両者があてはまるが、原因と

しての家族には生殖家族が当てはまらない場合があ

るということを意味している。 

こうした批判に対して、生島浩は、システム論の

導入による立ち直りのストーリーへ家族の参画とい

うあらたな家族支援論を提唱した。この家族支援論

は、非行経験者とその家族を「『本人を含めた家族』

を援助対象の単位として扱う家族システム」（生島 

2016: 3）から捉えることによって、非行からの〈立

ち直り〉を、家族の〈立ち直り〉として読み換えて

いるようにも思われる。 

しかしながら、こうした家族の〈立ち直り〉には、

強い家族規範が潜んでいる。藤間公太は、原因とし

ての家族と更生の場としての家族の共通項として、

「家族の『正』―『逸』の評価」（藤間 2011: 81）

をしており、“家族はこうあるべき”という規範的家

族像がその背後に顕在化していることを指摘する。

すなわち、原因としての家族および更生の場として

の家族には、〈立ち直り〉に向けた家族への過度な期

待が含まれている。このことは、家族に責任を集約

するとともに、社会的サポートに関する制限を招く

ことになる。そのため、生島（2016）が構築した家

族支援論においても、この規範的家族像を受け入れ

ているように思われる。 

こうした〈立ち直り〉における規範的家族像の顕

在化を乗り越えるためには、家族規範からの「距離

化」が必要であると藤間は主張する。そこで、更生

保護施設在所者に注目する。更生保護施設は、引受

人が見つからない子どもたちが在所しているため、

家族のサポートが受けにくい可能性が高い。そのた

め、必ずしも〈立ち直り〉のストーリーにおいて家

族に限定されない語りが生成されると考えられる。

藤間は、規範的家族像の顕在化を乗り越えるために

は、「子どもの社会化・再社会化の機能の外部化が必

要とされる」（藤間 2011: 82）と述べている。更生

保護施設も、藤間が述べる機能の外部化に該当し、

家族規範からの距離化を促進しやすい機能をもつと

考えられる。以下では、更生保護施設在所者が〈立

ち直り〉において規範的家族像をどのように抱き、

そしてどのようにそこから距離を取っていくのかを

明らかにする。 

 

4-2 方法 
 

 本報告では、都島報告・相良報告と同様に、更生

保護施設 X在所者を対象とした 5 回分のパネルイン

タビューで得られたデータを分析の対象とする。こ

の調査プロジェクトでは、約 3か月に 1 度の縦断的

調査を行っている。そのため、在所者自身が、何ら

かのトラブルの発生や生活状況の変化など、実際の

生活に影響を受けた〈立ち直り〉の経験を調べるこ

とが可能である点において強みがある。すなわち、

〈立ち直り〉の経験やストーリーが固定化されにく

い可能性が高い。 

こうした経験的データを、上野千鶴子が導入した

「ファミリィ・アイデンティティ」概念を用いて分

析することによって、非行経験者自身の主観的家族

像を明らかにする。ファミリィ・アイデンティティ

とは、「何を家族と同定 identify するかという『境

界の定義』」（上野 1991: 5）であり、それが実体よ
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りも意識の次元に存在していることを捉える概念で

ある。 

経験的データの分析では、男性のみを対象とする。

その理由は、家族は性規範と関わっているため、ジ

ェンダーのバイアスを受けやすいと考えられるから

である。3 名の調査対象者のうち、Aさん、Bさんが、

どのようにファミリィ・アイデンティティを構成し

ているのかを明らかにする。A さんは、更生保護施

設 Xに入所する以前から、生活を共にする家族が存

在していなかった。一方で、B さんは事件以前から

生活を共にする家族が存在しており、更生保護施設

入所後も一定の家族との関わりを有していた。こう

した、実際的な家族との関係性の関わりの違いをも

つ 2 人の少年の事例を検討することによって、〈立

ち直り〉と規範的家族像をめぐる問題を明らかにす

る。 

 

4-3 結果 
 

 A さんおよび B さんのファミリィ・アイデンティ

ティについて次のことが明らかとなった。 

第 1に、ファミリィ・アイデンティティが確認さ

れなかった A さんの事例である。A さんは、幼少期

から家族との生活経験がほとんどなく、定住感をも

たないままの人生だった。社会的養護によって生活

を送ってきた Aさんは、いくつかの児童福祉施設や

少年院、更生保護施設での生活経験がある。彼は、

実体としての家族が存在していないものの、「お母さ

ん」として児童福祉施設職員を捉えていた。彼にと

って、その児童福祉施設職員の関わりは、「一番理想

に近かった」という。 

しかしながら、児童福祉施設職員が理想的な母親

であるということは、児童福祉施設職員が母親の代

替でありながら、本物の母親になりえないことを意

味している。したがって、彼は非行を犯す以前の人

生経験において既に、「理想的なお母さん」という規

範的家族像を引き受けているのである。かつそれが、

〈立ち直り〉を支える更生保護施設での生活経験と

比較したことによって生成された語りであることは

注目に値する。このことは、A さん自身が単に規範

的家族像を引き受けているという意味のみをもつの

ではない。彼は、規範的家族像を引き受けることに

よって、子どもの社会化の文脈（藤間 2011）におい

てファミリー・アイデンティティを獲得しようとし

ていると解釈できる。したがって、彼は〈立ち直り〉

という文脈のなかに家族を参画させることそれ自体

が困難であるように思われる。実際、〈立ち直り〉を

問うたインタビュー場面において、彼が家族に関連

する語りをしたのは第 1回目のみであり、その後の

インタビューにおいて、彼から家族に関連する語り

は生成されなかった。 

次に、更生保護施設入所後、ファミリィ・アイデ

ンティティに変化がみられた Bさんである。中学時

代に親との折り合いが悪かった B さんは、2 度の少

年院入所を経て、更生保護施設 X にやってきた。彼

にとって、定位家族は実体としての「家族」であり、

意識としての「家族」であった。第 1回目のインタ

ビュー調査においては、これまで彼を支えてきた母

親を労わり、今後は「自分が（家族の）大黒柱」に

なることを意気込んでいた。こうした語りは、第 2

回目インタビュー、第 3回目インタビューにおいて

も一貫して見受けられていた。このことは、息子は

こうあるべき、という規範的家族像が見受けられる

とも解釈できる。 

しかしながら、B さんは第 4 回目インタビューに

おいて、それまでの捉え方と異なる見方を語った。

彼は、第 3回目インタビューと、第 4回目インタビ

ューの間に、トラブルを起こした。こうしたトラブ

ルを乗り越え、B さんは今後の新たなビジョンを持

つようになる。彼は、それまで更生保護施設を退所

した後は家族のもとへ帰ることを予定していたが、

更生保護施設が位置する地域付近に残って今の仕事

を継続することを決意する。B さんは、自らが起こ

したトラブルがきっかけで、職場の人たちも「家族」

のような存在であるという意識をもつようになった

のである。彼は、今の職場で働くことを優先するた

めに、更生保護施設 X の付近で暮らすことを決意し

た。同時に、「自分が大黒柱」になることを中断した。

これによって、彼自身が息子はこうあるべきという

家族規範からの距離を取っていった。すなわち、B

さんは更生保護施設 X に入所したことによって、新

たな親密圏を構築し、彼自身が家族規範からの距離

化を経験したと考えられる。 

 

4-4 分析のまとめと考察 
 

 以上の分析を以下のようにまとめることができる。

Bさんは、〈立ち直り〉の文脈において、家族の位置

付けが変化していたことが明らかになった。なぜな

ら、更生保護施設 Xに入所したことを契機に、実体

としての家族だけでなく、更生保護施設 Xの〈立ち

直り〉に関する資源を用いることによって新たな意

識としての家族を獲得し、規範的家族像から距離を

取ることに成功していた。一方で、実体・意識とし

ての家族をもたない A さんは、〈立ち直り〉の文脈で

はなく、子どもの社会化という文脈において規範的

家族像に縛られていることが明らかになった。結果

として、〈立ち直り〉を支える更生保護施設 Xにおい

ては彼の規範的家族像から距離をとることを促進す

る状況定義（以下、フレイム）が用意されていない
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が故に、彼にとって〈立ち直り〉のストーリーにお

いて家族の参画が許されなかったのである。 

 以上を踏まえると、更生保護施設において〈立ち

直り〉をめぐる家族規範からの距離化を促進させる

ことは可能であることが明らかになった。ただし、

それは〈立ち直り〉というフレイム下のみで可能で

あり、〈立ち直り〉以外のフレイムで規範的家族像に

縛られている非行経験者は、家族規範からの距離化

が経験されない可能性がある。 

そのため、次のようなことがわかる。すなわち、

多様なバックグラウンドを抱える非行経験者にとっ

ての家族を、〈立ち直り〉というフレイムに収斂し、

支援していくことは、彼らを規範的家族像に縛りつ

けることに繋がる可能性がある。したがって、非行

臨床における家族支援論は、〈立ち直り〉というフレ

イム以外のフレイムを備えていないという点におい

て限界がある。 
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５ 質疑応答と討論 

 

 ラウンドテーブル型のセッションにした趣旨は、

このテーマについて、オーディエンスとの間で議論

を深めることに主眼があったからである。当日は、

教室内の机をロの字型に配して、互いの顔が見える

状態で着席してもらった。ねらい通り、集まった約

30 名の間で、活発な議論が交わされることとなった。 

 交わされた主なやりとりは、下記のとおりである

（オーディエンスについては姓のイニシャルで表記

し、イニシャルが重複する場合は一連番号を振った）。 
 

（Ｍ1）私は更生保護施設に携わっている。調査先は

かなり特殊な更生保護施設であり、これをもって一

般化するのは不適切ではないか？ また、感想とし

ては 1・2 番目の報告は、趣旨がよくわからなかった。

施設にどういうことを期待するのかについて、何を

言おうとしているのか？ 

（相良）我々の研究はあくまでケーススタディであ

り、一般化は目指していないし、それはできない。 

（都島）更生保護施設での実践を取り上げる中で、

施設内の問題だけでなく、雇用先・地域社会の問題、

周囲の社会にも目を向けなければという趣旨だ。 

（相良）簡単にいえば、良かれと思ってやった実践

が悪い方向に行く可能性があるということ。簡単に

一般化はできないが、他の施設でも生じうる問題だ。 

（Ｓ）なんでも、良かれと思ってやったことはマイ

ナスに作用しうる。システミックに、副作用を広げ

ないための提言を考えなければ、研究のための研究

になる。報告は、単純なことを言うために、言葉を

こねくり回しているだけという印象があった。また、

「本当の自己」という言葉が出てきたが、「本当の」

「偽りの」という言葉づかいは 60 年代に流行ったも

ので、新しくない。歴史を勉強したらよい。 

（岡邊）Maruna の主張についての言及だと思うが、

いまの話は、かなり文脈が違うようにも思われる。 

（Ｙ）Maruna の「本当の自己を獲得していく」モデ

ルに対して、相良報告では「生成的な主体になる」

という形とは別の形の立ち直りがあるという話だっ

た。「本当の自己」に対して、各報告でどのような差

異化がなされているのか？ 

（相良）A さんの事例だが、彼は「自分は変わって

いない」けれども「立ち直った」と自己をとらえて

いた。「社会から受けた harm からの解放」を自立と

位置付けて、それを「立ち直り」として語っていた。

これは Maruna とは異なる「立ち直り」だろう。 

（都島）公的機関が強調する「立ち直り」は再犯し

ないことや就労を重んじる。しかし、無断外泊を繰

り返しながらも「なんとかやっていく」人がいる。

これは逸脱とみられがちだが、それでも「ひとりで

アパートを借りて食べていく」ことができれば、そ

れでよいではないかという見方を提示したい。同時

に考えなくてはならないのは、社会の側のまなざし

だ。相良報告で、ストイックにがんばり続けること

を求められるという趣旨の発言があったが、これは、

ひとりでも入所者から再犯した者が出れば「これだ

から犯罪者は」と言ってしまう社会が背景にある。 

（Ｍ1）よくわかる説明だ。「社会でなんとかやって

いける」というのが更生の基準として、いちばんよ

いと思う。夜間外出も多くあるが、それでも徐々に

成長していく。それが立ち直りであり更生だと思う。 

（高橋）「立ち直り」がどういうものかがわからない

ままフィールドに入った面もある。そのなかで私自

身が、ある特定の家族像を想定してインタビューを

してしまったことに、ある時気づいた。今回の報告

は、そのことをふまえてやったつもりだ。こちらが

想定する「立ち直り」と少年自身の「立ち直り」の
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ズレが、本人に生きづらさを感じさせることがある。 

（Ｙ）social harm アプローチを用いたのは意義が

あるが、対象者が社会に対して与えた harm について

は、とりあげないのか？ 

（相良）今までの研究・実践で少年がやったことに

ついては、対象化されてきた。少年の与えた harm

と受けた harmを比べるというのは難題である。 

（Ｔ1）「社会のなかでなんとかやっていく」という

立ち直り像に言及があったが、今回の対象になって

いる更生保護施設は、それとは正反対の性格をもっ

たところではないか？ むしろ Maruna 的な生成的

自己を獲得させようとしている施設ではないのか？ 

（岡邊）もともと更生保護施設の研究をしようと思

ったわけではない。「立ち直り」の探求が研究動機で

あり、対象者を継続的に追跡したいと考えた。フィ

ールドエントリー時から、退所後も含めてインタビ

ューをさせていただく旨の依頼をしている。これか

ら対象者は退所していくのだが、その後生成的な生

き方を維持するのか否かに、注目していきたい。 

（相良）このチームで入る以前からこの施設をみて

きたが、以前は私の報告でいう「冷却」機能を多く

もっていた施設だった。しだいに生成的な主体を育

てる側面が強くなってきたのではないかと思う。 

（Ｍ2）プロジェクト全体としてどういうことをしよ

うとしているのか？ また都島報告では「男を磨く」

という表現があったが、この言葉を使うことが処遇

上効果的だと施設側が考えているということか？ 

女性には女性性を強調した対応をしているのか？ 

（岡邊）理論研究をふまえたプロジェクトであるの

が特徴的だと考える。「立ち直り」とはそもそも何か

という問題意識がある。これを適切に位置づけなく

ては「立ち直り」研究としては問題がある。欧米の

批判的犯罪学では、犯罪という概念自体が問われて

いる。また、social harm アプローチについては、

日本ではこの視座が抜け落ちたまま「立ち直り」研

究が進んでいる傾向がある。それはよくないという

問題意識がある。付け加えれば、「立ち直り」をめぐ

る言説研究も、プロジェクトでは進めている。 

（都島）「男らしさ」を強調する施設である。「こん

なことをしていたら男じゃない」と少年も言う。少

年の側にそのような意識があるから、職員にとって

は「男を磨け」という話が、処遇をやりやすくして

いるのではないか。固定的な男性性を植え付けてい

るという側面では負の側面もある。ただ彼らは犯罪

をする前からマイノリティの側面が強く、マジョリ

ティに入るために、マジョリティの価値観に順応し

ていくという要素があるかもしれない。一方、女性

性についてだが、「女だからこうだ」というのはみら

れない。施設では「職場でがんばれ」と女性にも言

っている。ただこのことは、犯罪からの被害（たと

えば性風俗に売られるとか）を受けないように、自

分で稼げるようにせねばという見方とつながってい

るようで、この点は女性ならではだと思われる。 

（Ｍ3）「立ち直り」をどう定義するか？ また相良

報告で Maruna の「贖罪の脚本」に言及があったが、

これは共同体の物語が語られているということなの

か、そうではないのか？ 

（相良）私は harm からの立ち直りとして、定義した。 

（都島）私のなかで定義はできていない。今報告で

は、語りにみられる「立ち直り」を捉えようとした 

（相良）共同体の物語の側面が強固にあるが、そう

でない側面もある。両方あるといえるのではないか。 

（Ｉ）分析のなかで「立ち直り」に関連する語りと

みなす基準はどこにあるのか？ 都島報告の男らし

さの捉え方があいまいではないか？ 

（相良）「harm＝生を営む上での妨げとなるもの」と

とらえて、harm に関する語りをとり上げた。ただし

harm 概念を恣意的に使っている面はある。social 

harm アプローチで harm の絶対評価に関する議論が

あるが、それを勘案していくべきかもしれない。 

（都島）施設長が、施設での生活はすべて「社会で

なんとかやっていく」ためのものだと述べており、

そこを素朴に引き受けて、施設内の語りを用いた。

男らしさのなかに異性愛規範が含まれており、それ

をふまえて、女性（恋人）に対するまなざしに関す

る語りを、男らしさに結びつけてとり上げた。 

（Ｔ2）「他人に迷惑をかけずになんとか生きていく」

という立ち直り像についてはわかるが、そもそも「迷

惑をかけない」「頼らない」ことを前提に支援を考え

るべきではないという議論のほうが、ケア論などで

は主流だ。この議論とどう接続しているか？ 

（岡邊）研究グループ全体として、「迷惑をかけない

限り」という条件付けも、前提にはしていない。 

（相良）「冷却」の話をさらに検討すれば、ケア論と

接続可能だと考える。 

（Ｍ1）「立ち直り」概念に深入りしないほうがよい。

実務でも不明瞭な概念になっている。 

（Ｓ）上野千鶴子のような「家族が嫌」という方の

意見を用いて「規範的家族論」と言われても、現場

は困る。 

（Ｙ）施設内の少年を対象にしているが、大前提と

して、対象者のこれまでの処遇（少年院送致等）は、

妥当といえるのかも、問わなくてはならないだろう。

方法論的な武装が必要だと考える。 

（Ｋ）私は法務省で更生保護実務に携わってきた。

今回の報告は、実務を見直す契機になると思った。

施設での少年の失敗は、施設の失敗、施策を遂行す

る側の失敗ともとらえうる。harm からの立ち直りと

いう視座も、実務家の反省の契機になる。今後の研

究の発展を期待している。 
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薬物離脱プログラムの義務付けをめぐる諸問題 

 

                                   尾田真言（NPO 法人アパリ） 

 

１ 目的 

 更生保護法 65 条の 3 第 2 項は、保護観察対象者の

意思に反しないことの確認を、保護観察所以外のプ

ログラムを受けるように指示するための要件として

いる。保護観察対象者の同意が公判において明確に

表明されている場合、後で反故にできるのはおかし

い。犯罪の抑止を目的とする刑事司法手続において

は、薬物自己使用等事犯者に対して立法論として治

療処分を創設すべきと考える。条件反射制御法の必

要性についても言及したい。 

 

２ 取締側と援助側の連携について 取締側(刑事

司法手続)の役割は犯罪の抑止、援助側（ダルクなど

のリハビリ施設や病院）は薬物依存症の治療・回復

プログラムの提供が仕事である。みんなが治療の方

向を向けば抑止機能が弱まるし、みんなが薬物犯罪

を摘発する方向に向く、たとえば覚せい剤使用者を

警察に通報する病院には規制薬物のユーザーは来な

くなり治療機能は提供できなくなる。それぞれの機

関はそれぞれの役割をまずきちんと果たさなければ

ならない。そして、自分の機関にない機能について

は他機関に委ねなければならない。そこには対立関

係はなく、連携があるだけである。 

 

３ 日本の厳罰主義 

 近時、日本では薬物自己使用等事犯者に対して、

初犯者こそ単純執行猶予判決が言い渡されるが、再

犯者には原則として懲役の実刑判決が下されている。

1980 年代には覚せい剤の再犯者に対し、年間 300 名

程度、再度の猶予判決が言い渡されていたが、この

10 年間は 1～3 名に限られていることから、末端ユ

ーザーに対しても覚せい剤取締法の再犯者には厳罰

主義が採られている。 

日本の薬物自己使用等事犯者対策の問題点として

は、初犯者が単純執行猶予で野放しにされているこ

と、再犯者には懲役実刑が科せられるが、刑務所内、

保護観察所でのプログラムが不足していることがあ

げられる。 

また、せっかく刑事裁判で出所後の回復の道筋が

用意されたとしても、後でそういうことはやらない

と保護観察対象者が言うと、保護観察対象者の意に

反することになり、裁判時の約束はペナルティなし

に反故にされてしまう（更生保護法 65 条の３第 2

項）。 

 

 

４ いつ治療をすべきか 

 このように服役後の治療計画が保護観察対象者の

意思によってなしにできることになるのであれば、

より軽い刑罰を求めてプログラムに定着しやすい保

釈 中 に で き る 限 り 本 格 的 な プ ロ グ ラ ム を             

やってしまった方がよいのではないかということに

なる。 

 第一審判決後に控訴保釈が取れると、3～６か月の

治療・回復プログラムの期間を確保することができ

る。さらに上告保釈が許可されると合計 1 年位プロ

グラム期間が確保されることもある。その間、一生

懸命プログラムに取り組んでもらうことには意味が

ある。 

  

５ 条件反射制御法について 

 次に、それではどのような薬物離脱プログラムを

実施したらよいか検討する。ヒトの行為は意思のみ

に基づくものではない。ヒトの脳にはパブロフの条

件反射学説に従うと、意思とは無関係に働く第 1 信

号系条件反射(意思とは無関係に働く動物的脳)と思

考を意味する第 2 信号系条件反（人間的脳）の２つ

からなる。 

 刑罰には第 2 信号系（思考）に働きかけて、違法

行為に出ると刑罰が科せられて割に合わないと思わ

せる効果があるが、わかっちゃいるけどやめられな

いことを特徴とする依存症者の欲求・渇望を抑える

機能はない。意思とは無関係に沸き起こる第 1 信号

系条件反射に対しては、条件反射制御法でその欲

求・渇望を抑えるトレーニングが役に立つものと考

える。この第 1 信号系条件反射に対して、刑罰は無

力である。 

 

６ 保護観察付執行猶予と保護観察付刑の一部執行

猶予の違い 

 保護観察付全部執行猶予は、全部執行猶予者の約

1 割に対して言い渡されている。 ある夫婦が自宅

で覚せい剤を使っていて、覚醒剤のパケがリビング

に散乱していて小さな子どもが口にする恐れがあっ

たとか、裁判中に精神病症状が顕著に出ていて、こ

のまま孤立化させたままでは再犯の恐れが大きいと

思料されるなどの状況下では、初犯者に言い渡され

ることがあった。 

一方、刑の一部執行猶予は、執行猶予期間を無事

に過ごせると思われる人に対してのみ恩恵的に言い

渡されている。裁判の場では被告・弁護側から一部

執行猶予の判決を賜りたい旨の主張があると、裁判

60



官は検察官に意見を聞く。検察官が一部猶予でよい

と思料すれば「しかるべく」と答えるが、全部実刑

にすべきだと思料するときには「前刑の保護観察時

の任意の簡易薬物検査を理由をつけて受けないこと

があったから、今回も一部猶予を付けて保護観察期

間を設定してもまじめに保護観察を受けない恐れが

高いので一部猶予にはなじまない」と答えたりする。 

刑の一部執行猶予付判決は刑事裁判では全部実刑

よりも軽い判決だと考えられている。 

たとえば、懲役 4 月について 2 年間保護観察付執

行猶予が付いたとすると、120 日間の身柄拘束に代

えて、約 20 回の保護観察所での薬物検査とプログラ

ムおよび、約 50 回の保護司との面会が保護観察の内

容となる。実刑と保護観察では、期間は保護観察の

方が長いが、身柄拘束時間の合計は保護観察の方が

小さい。そのため、アパリのクライアントの 9 割は

一部猶予判決を求めている。 

一部猶予を求めなかったクライアントは、昼間に

保護観察所に行っていては仕事が成り立たないとい

うケースだった。 

昨年 6 月 1 日以降、覚せい剤事件の再犯者で、刑

の一部判決を求めた 28 人中、一部猶予判決が言い渡

されたのが 21 人（75%）、全部実刑になった７人(25%)

の理由としては、そもそも判決が 3 年を超えていて

法律上一部猶予の判決が言い渡せなかったケース 2

人(7％)、保釈中に逃亡し、保釈が取り消されていた

ケース 2 人(7%)、否認事件で一部猶予判決になじま

ないとされたケース 2 人(7%)、特筆すべき理由が見

あたらないケース 1 人(4%)であった。 

 

７ 治療処分創設の必要性  

 日本では累犯を繰り返せば繰り返すほど、より長

期の懲役が科せられている。中には累犯の覚醒剤の

末端ユーザーで求刑懲役 5 年というケースもある。

このこと自体を人権侵害と捉える人は少ないが、問

題を解決するのに必要な治療期間は従来の執行刑期

よりはるかに短いものでしかない。たとえば下総精

神医療センターで条件反射制御法の治療をするのに

必要な入院期間は 3 か月である。私は再犯防止に役

立つプログラムを必要最小限義務付けることが再犯

防止に資するものと考えている。刑罰の目的を応報

刑と考えなければならない必然性はなく、イタリア

憲法の立法例のように、再犯防止にその目的を求め

ることもできるものと考える。 

 

８ 入口支援 

 それでは、治療処分を創設するまでの間はどのよ

うに対応したらよいのか。私は薬物離脱プログラム

に本格的に取り組むことを見届けたうえで、起訴猶

予にする入口支援を行うべきだと考えている。入口

支援は検察官の起訴裁量権の行使だけで実施可能だ

からである。 

以上 
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        刑の一部執行猶予とダルク・ソーバーリビング 

 

                                市川岳仁 
             （NPO法人三重ダルク・一般社団法人ソーバーリビング） 

 

�刑の一部執行猶予とダルク 

刑の一部猶予制度が始まった。薬物事犯者たちは、少しでも刑期を短くするために、ダ
ルクに法廷での情状証人を求めてくる。私たちは裁判で、被告人がダルクの入所を希望
していること、受け入れが可能であることなどを証言する。 

実際、この一年間に私が出廷した７件のケースでは、100％一部猶予の判決が言い渡さ
れている。（薬物事件全体では約25％）。受け皿と支援の確約が判決に影響を与えてい
るのは間違いないと言える。しかし、彼らの約半数は刑務所に入ると法廷での証言を翻
し、ダルクへの参加を取りやめてしまう（だが、出所後の保護観察さえ受ければ、裁判
の証言を翻しても、特に処罰も判決の取り消しもない）。一部猶予法が可決された時は、
対象者がダルクに殺到すると噂されたが、蓋を開けてみれば、対象者がダルクに求めた
のは判決が有利になるための証言だけであった。実際的には数ヶ月の実刑の猶予と、そ
れに伴う数年間の保護観察だけが残る。一部猶予に伴う保護観察では、テキストを用い
た全５回のプログラム、月二回の尿検査が行われる。しかし、私たちはダルクでの経験
上、こうしたやり方のみでは、対象者の本質的な変化は難しいと考える。 

 

�回復の焦点 

ダルクでは、安全な居場所、変わるための機会、社会参加の支援を提供する。肉体的、
心理的、社会的、霊的 な回復に取り組む。この過程を、相互援助を通して達成する。
スタッフはこうした回復の機会を提供するもので、あくまで取り組みの主体は本人であ
る。この相互援助の関係性の中では、クライアントは単に支援の対象となるだけではな
く、自らも誰かの回復を手助けすることによって資源化され、回復が強化される（楽し
くなる）。一方、世間では、回復は、肉体的・社会的な立ち直り（治療と社会復帰）に
焦点化されている。このギャップはとてつもなく大きい。肉体の健康のみを取り戻し、
低い自尊感情のまま社会復帰することは、健康的な環境に居心地の悪さを感じ、自ら昔
の関係性に戻ってしまうことも多い。クライアントは被虐待などによる心の傷、様々な
障害、差別や排除などの経験から薬物使用障害を抱えていることが多いため、ダルクで
は、単に薬物使用を中断することに留まらず、他者に受け入れられること・助けを求め
てもいいこと・他者に信頼が置けるようになること・自分も誰かを支える存在であるこ
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と（資源性）に気づくこと等の経験を通して、自尊感情を育んでいる。これらが獲得で
きた人の回復の予後はとてもいい。とはいえ、現行の制度の中でできることは限られて
いる。現行制度の中で対応可能な方法論について考えてみたい。 

 

�ソーバーリビング 

ダルクの提供するプログラム（安全な居場所・変わるための機会・社会参加の支援）の
うち、一部猶予が要求するのは 居場所 のみである。しかし、通常ダルクは 居場所の
み を提供することはできない。このため、ソーバーリビングを設立した。ソーバーリ
ビングは基本的に住居と食事のみを提供し、クライアントは自ら仕事を見つけ自立する
という点で更生保護施設に準じている。ただし、この過程に薬物依存からの回復者たち
も参画しており、いつでもクライアントの相談に応じることができ、またダルクやその
他の社会資源に接続することができる。 

こうした経験から、次のことを提案したい。 

 

�乱用者（犯罪者）から、回復者（資源・パートナー）へ 

観察官・保護司が一方向的に 指導監督・補導援護するのではなく、回復者 という立ち
位置 を作り上げていく。 

（保護観察中） 

＊薬物事犯による保護観察対象者の「社会貢献活動」を、テキストワーク等のファシリ
テーター等に設定する。 
＊やめてからの生活を定期的にメッセージしてもらう など。 

（保護観察終了後） 

＊特命の 保護司 （通常の保護司とは異なる）に任命する。 

  リカバリーサポートボランティア（RSV）、リカバリーサポートパーソン（RSP） 
RSV・RSPは、具体的な生活経験（セイカツ・仕事・人間関係等）の開示を行う。 
１．RSPは尿検査により、断薬を証明して従事する。 

２．RSPは、その年数により、恩赦（復権）の対象とする。 

 

妄言と言われるかもしれないが、人は与えられた 役割 に沿って立ち振る舞い、成長す
るものだと考えるからである。筆者が2012年に行ったダルク調査によると、薬物をや
めてもなお、回復者に重く覆っているのは、社会関係の中で取り戻せない尊厳である。 
国家によって貼られたラベルは、個人の努力によって剥がすことは難しい。国家によっ
て新しいラベルに置き換えられるべきである。 
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アディクション治療の専門化・商業化と回復との乖離 

――薬物からの解放を求めて―― 

 

                               加藤武士（NPO 法人アパリ木津川ダルク） 

                                     

１ はじめに 

 薬物依存が、「病」であるとか、「罪」であるとか、

そういうことではなく、私たちを結びつけているも

のは「薬物からの解放」である。私たちの回復は精

神科医療における寛解や刑事司法における更生とい

った狭いものではない。ダルクのような当事者主体

の活動はまだ数少ない。社会の中に回復しやすい環

境を作るために、私たちは新しい回復擁護運動を始

めた。これは私たちの責任でもあり、私たちの事は

私たちで伝える。 

 

２ ダルクと精神保健 

１）精神保健及び精神障害者福祉 

 1999 年に、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律等の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 65

号）により、覚せい剤慢性中毒者に関する準用規定

（44 条）が廃止されるとともに、依存症が精神障害

に含まれることが明確化された。よって、これまで

精神医療･福祉行政の対応で中途半端であった薬物

依存症を医療･福祉の援助対象として明確に位置付

けた。薬物依存症が精神障害と定義づけられ 18 年が

経ち、薬物依存者を取り巻く環境も大きく変わり出

してる。『精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律』が改正されるまで一部のダルクが精神障害者グ

ループホームや精神障害者小規模作業所として自治

体からの認可を受けるダルクもあったがレアなケー

スであった。支援者と共に活動していたダルクは全

国に 19 ヶ所だったが、法改正により障害福祉サービ

ス事業として認可を受け易くなり、運営資金の目処

がつき、全国でダルク設立が加速された。障害者自

立支援法の施行の 2006 年までに新たに 17 ヶ所のダ

ルクが設置された。 

 

２）障害者自立支援法  

 自治体から認可を受けて報酬を受け取っていたダ

ルクは 2006年 4月施行の障害者自立支援法に引っ張

られ余儀なく法人化を進めることとなる。45 施設の

うち、約半数 24 ヶ所のダルクが NPO 法人となる。こ

れは当事者主体で運営をしていたダルクには大きな

負担となった。引き続き報酬を受け取るための支援

状況の報告や収支報告に伴う事務作業が増えること

となった。一方で国の事業となった障害者自立支援

法の下、NPO 法人や一般社団法人を設立し、障害福

祉サービス事業所としてダルクの設置が増える事と

なった。この一連の流れは、薬物依存症者の回復支

援が事業として成立し、かつて地域でインフォーマ

ルな形での賛同者や支援者と共に創意工夫を駆使し

運営してきたダルクと一線を画する事となった。薬

物依存者の主体的、運動的運営は、法人の支配的、

経営的運営となり、専門職がダルク内で各種プログ

ラムを提供するようにもなってきており、このこと

は薬物依存回復者でなくとも障害福祉サービス事業

所として成立するようにもなった。ダルクが使う日

中支援制度に自立訓練（生活訓練）など一定の規模

があると、一つ一つの事を利用者同士で決める事も

出来なくなり規則が増えてしまう。かつて、近藤は、

規則があるから破られたときに腹が立ち、いらだつ

のだ。「一日三回のミーティングに参加するだけで

いい。それ以外の規則は撤廃！」そう決めた。と言

っている。また、本来の薬物依存者だけではなく、

主たる問題が精神障害者や発達障害者の受け入れも

行われるようになり、本来の役割以上に役割を担う

ようになってきている。社会にとって障害者のため

の居場所や施設が必要であることは理解できるが、

ダルクのフィロソフィー、依存者回復支援や依存者

回復擁護運動的側面が失われ依存や嗜癖問題が社会

の問題として取り扱われず個人の問題として取り扱

われ続ける事になりかねない。 

 

３ 病としての依存症治療 

１）SMARPP の台頭 

 Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention 

Program：せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム

が 2006 年に、松本氏が中心となり開発された。アメ

リカの西海岸で実施されているマトリックス研究所

のマトリックス・モデルという治療プログラムを参

考にし、認知行動療法や動機付け面接の手法を取り

入れアレンジされた再乱用防止プログラムである。

現在では、刑務所、保護観察所、精神保健センター、

精神科医療機関、ダルクなどでセッションの回数や

内容に若干の変更を加えたプログラムが提供されて

いる。このことは薬物依存者に関わる専門職にも薬

物依存者の回復について理解を深めることになり広

がった。2015 年には全国 69 ヵ所の精神保健センタ

ーにてプログラムの提供を行うことが決定された。

2016 年には、同プログラムが依存症集団療法として

診療報酬加算が認められる事となった。これにより、

現在 88 ヵ所の行政機関や医療機関で提供されてい

る。しかし、薬物依存症者のために作られたプログ

ラムであるにもかかわらず、診療報酬加算が認めら
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れたことでアルコール依存症者のみにプログラムが

提供されている機関が 12 機関ある。このことは、ま

さしく専門化により商業化されたことを物語ってい

る。 

 

２）条件反射制御法 

 条件反射制御法はパヴロフ学説が示すヒトの行動

原理に基づく技法として、不適切な行動の根源とな

る欲求、好まない感情や感覚、パターン化された業

務における不注意等を制御あるいは予防するプログ

ラムとして、2006 年に平井氏により開発されたプロ

グラムである。このプログラムでの疑似接種や疑似

行為についてアディクションに関わる医療関係者や

支援者などから倫理上問題があると指摘を受けてい

ることもあり、SMARPP のような広がりは見せていな

いが、法曹関係においては注目されている。 

 

４ 再犯リスクとしての依存 

１）刑務所で類型化される依存 

 2006 年の刑事収容施設法が施行され、薬物依存離

脱指導も行われるようになった。指導にあたっては

そのすべてでダルク職員が指導に協力することにな

ったが、近年 SMARPP が台頭したことにより指導内容

も変更されダルク職員の協力機会も減少している。

また、依存度別にグループが作られるようにもなり、

ダルクなどで行われる多様なタイプの仲間が参加し

相互に体験から得た経験をシェアするものではなく

なった。このことは回復モデルや希望と出会う機会

を失う事となった。受刑期間が 1 年から 3 年程度の

間に提供される薬物離脱指導教育時間が 1 単元 60

分、10 単元から 12 単元で行い総指導時間が 20 時間

も無いのは残念である。薬物事犯の裁判において、

長期の矯正教育を必要とするなど検察から論告され

るが、実際は懲役刑であり、教育時間など微々たる

時間となっている。今後、懲役刑を廃止し、強制的

作業を伴わない自由刑が導入されるのであれば任意

での教育の時間が増やせるのではと期待している。 

 

２）保護観察で類型化される依存 

 刑事司法や更生保護においても、福祉化が進み、

ダルクが自立準備ホームの登録を行い、出所後に行

き場のない者の支援を行う事でここでも薬物依存者

以外の受け入れも行われるようになっていきている。

更生保護施設の設置が進まない中、当事者による主

体的ボランタリーな活動でもあったダルクを一時的

に安価な下請け施設のように利用する事になってい

ることは否めない。ここでも商業化が行われている。

いわゆる貧困ビジネスで、ホームレスや居場所のな

いものを囲い生活保護費を搾取するというものだ。

ダルクにおいても、誠実な当事者主体の回復プログ

ラムがなければ貧困ビジネスになりかねない。 

 

３）再犯予防と刑の一部執行猶予 

 刑の一部執行猶予に関する法律の条文に「依存の

改善」とあるように薬物使用が単なる犯罪行為では

なく、病気と捉えたとこは前進であり、一方で保護

観察期間が長期になり、薬物検査において陽性反応

時に再収監となれば、長期の受刑者を生む可能性も

否定できない。結果的に刑の長期化、厳罰化になる

可能性もある。実際、この間の判決を見ていると、

猶予期間が 3 ヶ月から 8 ヶ月と短いわりに 2 年から

4 年といった長期の保護観察期間があり、積極的な

社会内処遇ではない。猶予期間を延ばし積極的な社

会内処遇を設定していく事こそがこの法律の趣旨で

はないか。 

  

５ むすび 

 制度は利用するものであって制度に利用されるも

のになってはいけない。このような一連の薬物依存

症者への治療、福祉の専門化、商業化は当事者活動

の搾取であり支援とは言い難い。これはアディクシ

ョン問題を個人の問題に押し込め社会的問題として

の解決を遅らせる事となる。アディクションの連鎖

を断ち切り、傷ついた本人、家族、周囲の人たちが

癒される場所やつながりを増やして行く必要がある。

ダルクは、地域で薬物を使わない暮らしを支えるイ

ンフォーマルな支援を育て広げてきた。このような

役割を専門的、商業的、支配的なものにしてしまう

のは最悪のシナリオである。アディクトにとって、

強制的な回復は回復ではない。それは管理と支配で

しかない。主体的回復こそが真の回復であり、単に

薬が止まっているという状態ではなく、その人らし

い生き方に役割や出番を見出す。その時アディクト

は回復していく。 
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薬物弁護の現状と今後の展望 

 

                                   髙橋 洋平（東京弁護士会） 

 

１ はじめに 

日本の薬物事犯の裁判は、厳罰主義が基本であり、

１回目は、無条件で懲役１年６月、執行猶予３年とな

るが、２回目以降は、ほぼ実刑判決になると考えてよ

い。これが厳罰主義の所以である。 

裁判における専らの関心は、事実関係に争いのない

事件（「認め」事件）であれば、刑罰の軽重を争うこと

にあり、薬物依存からの治療という視点は基本的に出

てこない。弁護のあり方もパターン化し、被告人に「反

省」を求めて、家族らには「指導」「監督」を、最終的

には「社会復帰」=「就労」を重視するものである。 

しかしながら、薬物依存からの回復には、被告人の

「反省」や家族らの「指導」「監督」よりも、薬物依存

の「治療」が必要であることはいうまでもない。薬物

依存者各人の具体的な事情に応じて、各支援者が連携

し合い、各人に適切な個別的な対処を行っていくべき

ことは今や必須であろう。 

以下では、現行法の枠内において、各人に対する適

切な対処法をどのように薬物弁護に取り入れていく

かを検討し、今後の展望について考察することとする。 

 

２ これまでの刑事裁判のあり方＝「反省弁護」 

現行法の下においては、薬物事犯の裁判であっても、

他の刑事裁判と異なることはなく、通常の刑事裁判で

ある以上、あくまでも法律という規範に違反した行為

を処罰することを目的とする。それ故、検察官や裁判

官は、「身勝手な動機や経緯に酌量の余地がない」、「常

習性や親和性、依存性は極めて顕著である」、「規範意

識、遵法精神が欠如している」、「更生の意欲がない」、

「再犯のおそれは大である」、「暴力団等の犯罪組織の

重要な資金源になっている」などと指摘し、「長期間矯

正施設に収容して、徹底した矯正教育を施し、覚せい

剤との断絶を図る必要がある」とし、比較的長期の懲

役刑を結論付ける。 

 薬物弁護のあり方についても、上記に対応するよう

に、被告人には「反省」を、家族らには「指導」「監督」

を、最終的には「社会復帰」=「就労」を目指すことが

中心になり、それがワンパターン化していたものであ

る。 

 

３ 薬物弁護の新しい動き＝「治療的弁護」 

近時、薬物依存からの治療という視点を重視し、被

疑者・被告人が各種のプログラムに参加したり、リハ

ビリ施設を利用したり、病院に入院・通院したりと、

積極的に薬物依存の病理と向き合い、治療に導くよう

に仕向ける「治療的弁護」の動きも出てきている。 

薬物事犯における治療の機会を提供する方法とし

ては、捜査段階においては、逮捕・勾留が継続する場

合、各支援者が手紙や面会などを通じて関わることが

中心となるが（なお、逮捕・勾留されない在宅事件の

場合は、各支援者がより積極的に関わることが可能で

あるが）、起訴された後の段階においては、保釈制度を

活用して、各支援者が積極的に関わり、治療の機会を

提供することになる。 

具体的には、保釈条件としてその設定が必要になる

制限住居先を自宅にしないで、薬物依存の治療を受け

られる病院に設定したり、ダルクのような民間の薬物

依存症回復支援施設に設定したりすることにより、各

支援者が裁判段階から積極的に関わることができる

環境を整え、治療の機会を提供するものである。 

従来は、執行猶予中の再犯については、裁判所がそ

う簡単には保釈を認めず、また、執行猶予満了後であ

っても、満了後間もない時期の再犯については、同様

に保釈を認めない傾向が強かった。しかし、近時、特

に薬物事犯においては、各支援者の協力体制が整って

いれば、制限住居先を薬物依存の治療を受けられる病

院に設定したり、ダルクのような民間の薬物依存症回

復支援施設に設定するなどの工夫により、保釈は認め

られやすくなった。 

保釈については、単に人質司法からの解放だけでは

なく、裁判段階において治療の機会を提供できるとい

うメリットがあり、実際にも、薬物依存の問題を解決

するために、各支援者が裁判段階から積極的に関わる

ことになることから、その者の特性を見極めることが

でき、最終的にはその者に適切な対処策を提供できる

可能性が高まるものである。 

なお、このような「治療的弁護」を効果的に実践す

るためには、被疑者・被告人の権利を擁護する弁護人

だけでは不十分である。薬物依存の治療に取り組む各

支援者の存在はもちろん、治療につなげるコーディネ

ーターの存在も不可欠である。弁護人や各支援者らが

チームを組んで、薬物依存者各人の具体的な事情に応

じて、連携し合い、各人に適切な個別的な対処をして

いくことが重要である。 

 

４ 刑の一部執行猶予制度 

薬物弁護の新しい動きもある中で、平成２８年６月、

「刑の一部執行猶予」という新しい制度が始まった。

例えば、従来、「懲役２年６月に処する。」と全部実刑

されていたものが、「懲役２年６月に処する。その刑の

一部である懲役６月の執行を２年間猶予し、その猶予

の期間中被告人を保護観察に付する」というように実
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刑部分の一部を執行猶予（保護観察付）にするもので

ある。これは、相当期間の実刑は免れないとしても、

十分な期間社会内処遇を実施することが再犯防止の

ために必要かつ相当であると理解し、刑務所内だけで

なく、それ引き続く社会内での処遇も重要視するもの

である。 

しかしながら、刑の一部執行猶予制度は、社会内で

の処遇を重要視することは前向きに評価できるとし

ても、それで十分であるかというと不安が残る。 

というのも、刑の一部執行猶予制度は、裁判官が判

決でもよく指摘するとおり、あくまでも刑罰であり、

施設内処遇に引き続き、心理的制裁を科した上で、十

分な期間社会内処遇を実施することに主眼があり、薬

物依存の治療を重視するより、これまで以上に監視を

強化し、それを継続することを念頭に置いた制度であ

るからである。 

 

５ 今後の展望 

以上のような検討を踏まえ、今後の展望について若

干の考察をする。 

薬物事犯の裁判は、その基盤が刑事裁判にある以上、

法律という規範に違反した行為を処罰することを目

的とせざるを得ない。それ故、前述のとおり、検察官

や裁判官が薬物事件の刑事責任を重視して厳しい刑

罰を科す構造は、現行法が改正されない限り（例えば、

薬物事犯の非犯罪化、非処罰化の法改正や薬物リハビ

リ法の制定など）、そう大きな変化はないであろう。 

近時の小さな変化としては、検察官や裁判官も厳し

い刑事責任を追及する一方で、薬物依存の問題も若干

考慮してなのか、刑務所内における薬物依存離脱プロ

グラムの受講を強く求めたりすることがあるが、そも

そも刑の一部執行猶予制度が社会内処遇を重要視し

ていることとの整合性については疑問が残る。 

しかしながら、重要なことはいかに刑罰権を行使し

て、薬物事犯者をいかに刑務所に収容しても、いかに

社会内での監視を強化しても、薬物依存の問題が解決

することはないということである。それは薬物事犯の

再犯率の高さが如実に物語っているものである。 

今後の展望としては、新しく導入された刑の一部執

行猶予制度が社会内での処遇を重要視する制度であ

ることから、刑務所内での薬物依存離脱プログラムの

受講にこだわらず、早い時期に社会内において薬物依

存の治療につながるような運用を目指すことが望ま

れる。そのためには、前述したとおり、弁護人や各支

援者らが連携し合える体制が重要であり、例えば、あ

る支援者が保釈時に得た情報を他の支援者も共有利

用し、適切な対処ができるように活用されるべきであ

ろう。 

また、民間団体の「薬物検査と支援サービス」を提

供するような試みも大変興味深い。これは薬物使用を

身体やメンタルの健康問題として捉えて、依存問題を

抱える本人や家族に対し、積極的に治療の機会を提供

していくものである。 

あくまでも支援サービスを提供するための薬物検

査であるから、陰性結果が出続けるのであれば、健康

に問題がないということで、それを褒め称える対応に

なるであろう。もし仮に陽性結果が出たとしても、支

援サービスの提供が目的である以上、その者の特性に

応じた適切な対処をしていくことになろう。 

このような薬物検査と支援サービスは、各種プログ

ラムに参加させたり、リハビリ施設を利用させたり、

病院に入院・通院させたりと、積極的に薬物依存の病

理と向き合い、治療に導く機会を増やす。今後のやり

方次第であるが、治療的弁護の動きにとどまらない大

きな可能性を秘めている。 

 

６ まとめ 

最も大切なことは、多くの支援者らが依存症者各人

と各々の役割を果たすために、より積極的に関わって

いくことではないか。 

人は多くの人々と出会い、様々な体験をして成長し

ながら、自分の人生を生きていくものである。現行法

の下においては、違法な薬物は法律という規範に違反

するものである以上、刑事裁判の対応となるが、本来

的には、刑事裁判、そして、薬物弁護というような狭

い枠内で捉える問題ではなく、弁護士の本来の役割か

らすれば、その本人が社会内で生きていくことを支え

ていく弁護活動が実践できるようなあり方となるこ

とを望むものである。 
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「立ち直り」支援において地域の持つ意味 

――非行少年の社会復帰支援と保護司(1) 

○岡邊健（京都大学）  
 稲葉浩一（北海道教育大学）  
 仲野由佳理（日本学術振興会）  

１ 問題設定 

 本研究の目的は、非行少年の「立ち直り」とその

支援において、地域、地域性の持つ意味の一端を明

らかにすることである。「立ち直り」において、地域

性という要素の重要性はしばしば指摘されてきた。

しかし、地域とか地域性というとき、その内実は、

必ずしも明確であるとはいえない。地域性という語

は、更生保護の文脈で頻用される語だが、その意味

するところは曖昧であり、また多義的である。地域

性の内実を問うことは、更生保護、社会復帰支援を

考える上で、一定の意義を有すると思われる。 

 

２ 保護司と地域性 

 地域性という観点から「立ち直り」支援をみるう

えで、本研究が保護司に着目したことには理由があ

る。端的にいえばそれは、「保護司の地域性」が「立

ち直り」支援における重要な要素であるとみなされ

続けてきた歴史があるからである。 

 地域性の内実について具体的に検討した先行研究

は少ないが、このなかで藤野（1999）の考察は示唆

に富んでいるので、言及しておきたい。 

 「保護司の地域性再考」と題されたそれによれば、

更生保護実務で保護司の地域性という場合には「一

定範域内での定住と社会参加の経験から個人が会得

する地域内事情への通暁性」の側面が強調されてい

る。実務的にいえば地域性の中身は、「対象者との接

触・交流の至便性」「社会資源との関係付けの容易

性」「“われわれ意識（we-feeling）”による共感性」

の 3つに区別でき、これらは「おしなべて、保護司

活動を展開する上での有利な潜在能力という価値付

けが前提とされている」。 

 藤野は以上の 3点についてそれぞれ検討を加えて

いる。「対象者との接触の利便性」についていえば、

保護司宅＝処遇の場が自明だった時代から、保護司

宅への来訪を極度に嫌う対象者が増加する時代とな

ってきたとされる。保護司宅は「かつての牧歌的な

コミュニティにおける近所付き合いがそうであった

ような、気軽に立ち寄れる場所などではなくなって

いる」との現状認識が示される。 

 「社会資源との関係付けの容易性」については、

たとえば就業の援助は、職業意識やライフスタイル

の多様化・不透明化、産業構造の流動化を受けて、

「限られた範域内で具体的な成果を挙げるのは極め

て困難」になっている。医療、福祉を含む社会資源

全般について、「保護司の個人技に頼りがちだった

在来の手法を見直し、保護観察所自身が強力なリー

ダーシップを発揮しつつ、関係機関と保護司組織の

協力を得ながら、広域的かつ多面的な社会資源の開

発と整備に努力することが望まれる」と指摘する。 

 「“われわれ意識（we-feeling）”による共感性」

については、法総研の調査結果に基づき「流動性の

激しい地域、あるいは都市化の度合いが高い地域で

は、保護司の地縁的影響力が低下している」ことを

確認したうえで、保護司と対象者の関係は「“われわ

れ意識”による共感性の強さを引き合いに出さねば

ならぬような、地縁的な関係性に頼っている風はほ

とんどみられないとの印象が強い」と述べている。 

 本研究では以上のような地域性の諸側面を念頭に

おきながら、更生保護における地域性について、保

護司の活動に着目して検討するものである。 

 

３ 方法 

 「少年の社会復帰に関する研究会」の調査の一環

として、2016 年秋に調査を実施した。ある地方都市

（西日本）の保護観察所・保護司会の協力を得て、

保護司 6 名に

インタビュー

を 行 な っ た

（協力者の属

性は、表の通

り）。 

 

４ 分析①保護司の持つ地域性のポジティブな側面 

 インタビュー調査で得られたデータから、地域性

のポジティブな側面として 3 つの要素が得られた。 

 第 1 に、非行の発生に関係する地域特性に関する

きわめて具体的な語りである。C は地区の特性と非

行との関連について、きわめて詳細に語った。Eは、

人口の急増に伴う非行情勢への影響を、そのメカニ

ズムとともに詳細に説明した。別の地区に関する F

の語りも、非行情勢との結びつきを前提とするもの

である。地域特性については、これ以外にも多くの

言及がなされた。犯罪・非行と結びつく地域特性に

通暁していることは、円滑な保護司活動を進める上

で、基本的にはポジティブに作用するものであると

思われる。 

 ポジティブな要素の 2つめは、自身が保護司とな

るきっかけが、地域とのつながりであったとの語り

年代 性別 前職
A 70代 女性 教員
B 60代 男性 宗教家（元会社員）
C 60代 男性 公務員
D 70代 男性 会社社長
E 70代 男性 教員
F 70代 男性 会社員、他
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である。この要素は、協力者ほぼ全

員から聞き取ることができた。たと

えば D は民生委員の活動をするなか

で、社会を明るくする運動に誘われ

たのをきっかけに勧誘されたという。 

 第 3 の要素は、対象者の就労に向

けての資源の活用である。A は、対

象者の少年を雇ってくれるよう、協

力雇用主でもある別の保護司につな

いだと語る。 

――お仕事に、えっとつなげたっていうのはどんな

経緯で。もうちょっと差し支えなければですね 

Ａ：えっとね、保護司の先生の中に雇用主さんがい

らっしゃったんですね。 

――雇用主さんですね、協力雇用主さんですね。 

Ａ：うん。困って、電話したんです、どうですか[報

告者注：雇ってくれませんか]と言って。 

 建設業を営むというその雇用主は、これまでにも

積極的に対象者の少年を引き受けてきたという。ま

た、会社を営む Dは、自らの会社で就労の世話をす

ることがあると語っている。ふだんの対象者との面

接も、自宅ではなく会社で行なっているという。 

 

５ 分析②保護司の持つ地域性のネガティブな側面 

 一方で、保護司の持っている地域性が、対象者の

少年との関わりにおいてネガティブに作用する側面

も、語りからは垣間見えた。2つの要素がある。 

 1 つは、以前から面識のある対象者をケースとし

て持つ場合の問題である。協力者のうち 2名が言及

した。関連して、2 つめのネガティブな要素は、対

象者の少年に対する地域社会のラベリングを誘発し

たり、強化したりする可能性についてである。A は、

地域の目が非行のブレーキになっているとの語りの

少しあとのやりとりで、次のように述べている。 

Ａ：どっちかっていうと、マイナスの方が大きいか

もしれないですよ。どこどこの子がね [報告者

注：と言われたら]。 

 つづけて A は、保護司の名簿が地域の一部の会合

で開示されていることについて、懸念の意を示して

いる。F もまた、同じ観点から、自身が保護司であ

ることは周囲に隠していると語る。 

――保護司というお仕事については、どんなふうに

こう、周りの方にはお話なさってますか。 

Ｆ：ほぼ周りの人には言ってません。 

 保護司であることを地域の人々に「積極的に知ら

せている」人は、一般的にいってほとんど皆無であ

る（西川他 2005）。地域に基盤を持つ保護司が、そ

の地域の人々に保護司の身分を自ら開示することが

少ないという現実は、興味深い。このことは、保護

司の持つ地域性が対象者にもたらす負の側面を、当

の保護司たちが十分認識していることの間接的な証

拠であると思われる。 

 

６ 考察と今後の課題 

 分析結果を表にまとめた。保護司の持つ地域性の

ポジティブな側面として 1-1～1-3の 3点が、ネガテ

ィブな側面として 2-1・2-2 の 2点が挙げられた。 

 このうち「2-1」については、時代が下るにつれて

徐々にネガティブに捉えられるようになってきたと

解釈可能である。以前なら利点であった地域性がネ

ガティブな要素に変化したのであれば、この意味に

おける地域性のネガティブさをカバーするような手

立てを打つ必要があるのかもしれない。 

 保護司の持つ地域性のポジティブな側面がネガテ

ィブな側面に転化する可能性についても考えておき

たい。たとえば、「1-1」であるが、保護司の地域特

性への理解に誤解や偏った判断が含まれてしまうと、

ラベリングに基づいて不適切な処遇が行われる危険

性が生まれる。「1-2」については、地域つながりが

強調されすぎることの弊害について考えておく必要

があるだろう。藤野（1999）は「保護司会の大部分

がいまだに地縁共同体的な性格をかなり濃厚に内包

していて、ときには、集団としての機能性よりも『和』

や凝集性が優先されがちな風土を多く備えている」

と述べ、保護司の地域性の「望ましき特性の内実や

効用は、時代的、社会的変化に伴いかなり変質して

きており」「個人的な資質に過剰に期待を寄せ」るこ

とは不適切であると指摘している。本研究で提示し

た地域性の諸側面をさらに検討し、さらなる経験的

研究を積み重ねることは、今後の社会復帰支援の方

向性を考えるうえで必須の作業だと考える。 
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ポジティブな側面 ネガティブな側面
1-1 非行と結びつく地域特性への通暁 ←→ ラベリングに基づく処遇の危険性
1-2 地域つながりに基づく保護司への参入 ←→ 保護司（会）の閉鎖性、

保護司の同質化（地域つながり
　ではない、専門性を持つ人材の排除）

1-3 地域資源活用の容易性 ←→ 地域外の多様な資源活用の困難性

2-1 面識のある対象者に当たることの問題性
2-2 保護司であることが知られることによる
　対象者へのラベリングの強化
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児童・生徒の問題行動への対応や指導に関する意識 

――本調査の結果から―― 

 

                                   ○柴田 守（長崎総合科学大学） 

                                    岩井宜子（専修大学名誉教授） 

 

■１ はじめに ■ 

 本報告は、報告者らが学校教育機関に所属する教

員等を対象に行った「児童・生徒の問題行動（暴力・

いじめ）への対応や指導に関するアンケート調査」

の結果から、教員等が抱える悩みや必要とする支援

の内容などについて分析するものである。報告者ら

は、学校教育機関を基盤にした多機関連携システム

のモデル化及びその社会実装には、現場のニーズに

そうものでなければならないという意識がある。そ

のようなことから、本調査を実施した（問題意識に

ついては、柴田 2015、同 2016、同 2017、本調査の

目的や背景については、柴田=岩井 2017）。 

■２ 方法 ■ 

（１）対象と回答状況  

 本調査は、長崎県長崎市内及び諫早市内の学校 47

校に所属する教員等 1,546 名を対象に実施した。回

答状況は、41 校・1,035 名［回答率：66.9%］である

（2017 年 8 月 30 日現在）。 

 ○長崎市立小学校 17 校（426 名） 

   →回答：15 校（325 名）［回答率：76.3%］ 

 ○諫早市立小学校 5 校（138 名） 

   →回答：4 校（88 名）［回答率：63.8%］ 

 ○長崎市立中学校 9 校（260 名） 

   →回答：9 校（179 名）［回答率：68.9%］ 

 ○諫早市立中学校 5 校（149 名） 

   →回答：3 校（41 名）［回答率：27.5%］ 

 ○長崎県立高等学校 7 校（382 名） 

   →回答：6 校（284 名）［回答率：74.3%］ 

 ○長崎県内の私立高等学校 4 校（191 名） 

   →回答：4 校（118 名）［回答率：61.8%］ 

（※なお、高等学校については、工業高等学校 1 校、

商業高等学校 2校、女子高等学校 2校が含まれる。） 

（２）アンケート調査票について  

 アンケート調査票は、報告者らが教育に関する各

種の意識調査を参照した上で独自に作成した。質問

項目は、属性（5 問）、問題行動の性質（3 問）、問題

行動等への対応や指導（3 問）、連携する関係機関に

関するもの（2 問）、関係機関への相談経験（5 問）、

関係機関と連携する上での期待と課題（15 問）、問

題行動への対応や指導に関する思いや悩み（1 問）

により構成している。回答は、選択肢によるものと、

自由記述によるものとで構成している。 

（３）分析  

分析には、IBM SPSS Statistics 24 を用いた。 

■３ 結果 ■ 

（１）問題行動の性質  

 問題行動については、特にいじめに関し、全般的

に対応困難なケースが増加している。これは、個人

的対応はもとより、組織的対応においても、その傾

向が高まっている。生徒間暴力・対教師暴力の対応

困難性については、小学校で比較的高かった。 

 ◆対応困難な事例の増加に「そう思う」・「どちら

かとそう思う」と回答した率（n=1,035、SA） 

  ○生徒間暴力（教師個人として）［小学校：36.0%、

中学校：24.9%、高等学校：19.7%］ 

  ○対教師暴力（教師個人として）［小学校：22.6%、

中学校：17.6%、高等学校：8.7%］ 

  ○いじめ（教師個人として）［小学校：60.1%、

中学校：63.8%、高等学校：52.6% 

  ◎生徒間暴力（学校組織として）［小学校：24.1%、

中学校：22.2%、高等学校：17.7%］ 

  ◎対教師暴力（学校組織として）［小学校：16.3%、

中学校：14.5%、高等学校：8.0%］ 

  ◎いじめ（学校組織として）［小学校：48.7%、

中学校：53.4%、高等学校：46.1%］ 

 その理由（n=646、MA）については、「問題行動（暴

力・いじめ）が複雑化しているから」［71.7%］、「特

別な支援を必要とする児童・生徒が増えているから」

［58.4%］などが上位であった。「複雑化」の要因と

して具体的に挙げられていたのは、携帯やスマート

フォンによる SNS 等でのトラブルであり、学校教育

機関による把握や対応の限界が指摘されている。 

（２）問題行動等への対応や指導  

（2－a） 問題行動等への対応や指導の困難性 

 また、問題行動等への対応や指導の困難性の要因

（n=1,035、SA）については、「日常業務の負担増加」

［小学校：79.8%、中学校：78.7%、高等学校：66.6%］、

「保護者の対応や連携の困難性」［小学校：72.7%、

中学校：74.2%、高等学校：53.1%］が顕著に高い。 

（2－b） 対応や指導する上での連携の意識 

 問題行動等への対応や指導については、ほとんど

の教員等がスクールカウンセラー（SC）［小学校：

92.7%、中学校：86.4%、高等学校：86.3%］やスクー

ルソーシャルワーカー（SSW）［小学校：88.1%、中学

校：76.0%、高等学校：80.5%］とできる限り連携し

て行った方がよいと回答しており、SC や SSW を含め

たチームとしての対応に関する意識が根づきつつあ

る。また、関係機関と連携に関する意識も高く［小

72



学校：92.9%、中学校：86.4%、高等学校：84.3%］、

ケースによるが、関係機関との連携も視野入れた対

応を模索する傾向が伺えた。 

 関係機関との連携を模索する理由（n=905、MA）と

しては、「関係機関からの助言や対応の有効性」

［79.6%］、「学校教育機関だけでの解決（改善）への

限界」［72.5%］を挙げるものが顕著に高かった。こ

れは、後に見るように生徒指導に対する助言や援助、

関係機関による保護（介入）のほかに、保護者への

対応などにも期待したものである。 

（３）連携が望まれる関係機関  

 連携が望まれる関係機関については、下記のよう

に全般的に高かったが、「警察署」、「少年鑑別所（法

務少年支援センター）」については相対的に少し低く

なる傾向が見られた。理由（自由記述）などからは、

少年司法機関に対する敷居の高さが伺えた。 

 ◆連携する関係機関に「好ましい」・「どちらかと

いう好ましい」と回答した率（n=1,035、SA） 

  ○教育センター［小学校：90.0%、中学校：81.9%、

高等学校：78.3%］ 

  ○少年センター［小学校：92.7%、中学校：86.9%、

高等学校：80.8%］ 

  ○児童相談所［小学校：94.6%、中学校：91.4%、

高等学校：86.0%］ 

  ○福祉事務所［小学校：92.5%、中学校：88.2%、

高等学校：77.8%］ 

  ○保健所［小学校：69.8%、中学校：63.3%、高

等学校：61.8%］ 

  ○医療機関［小学校：91.2%、中学校：87.8%、

高等学校：77.8%］ 

  ○スクールサポーター［小学校：88.3%、中学校：

90.0%、高等学校：85.0%］ 

  ○少年サポートセンター［小学校：84.4%、中学

校：86.4%、高等学校：81.5%］ 

  ○警察署［小学校：68.6%、中学校：79.2%、高

等学校：68.1%］ 

  ○少年鑑別所（法務少年支援センター）［小学

校：60.6%、中学校：65.6%、高等学校：50.1%］ 

 なお、少年鑑別所（法務少年支援センター）の地

域援助業務については、まだ十分に認知されていな

いことが要因の１つである［認知度：17.6%］。「校長」

［41.9%］、「教頭」［40.4%］など管理職の認知度が高

いが、「教諭」［16.8%］には低い。地域援助業務を認

知している教員等の期待度は高く［57.1%］、今後、

教諭に対して、少年鑑別所の地域援助業務の特徴（強

み）をさらに周知していくことが課題である。 

（４）関係機関と連携する上での期待と課題  

（4－a） 個人情報の保護、守秘義務（n=1,035、SA） 

 関係機関との連携においては、情報の共有化が１

つの重要な課題であるが、「個人情報を伝えることへ

の抵抗感」［50.8%］は比較的高く、現場のニーズと

しても、守秘義務との関係で「規程やガイドライン

の必要性がある」［85.0%］ことが裏づけられた。 

（4－b） 関係機関職員の校内ケース会議への参加 

 関係機関職員の校内ケース会議への参加（n=1,035、

SA）については、抵抗感はあまりなく、模索する向

きが強い［85.2%］。どのような期待があるのかを質

問したところ（n=853、MA）、「専門的な知識や経験を

活かした生徒指導に関する助言や援助」［88.7%］、「関

係機関ができる対応についての説明」［66.2%］、「児

童・生徒の保護の要否に関する判断」［48.8%］など

が主な理由として挙げられた。 

■４ 若干の考察～モデル化・社会実装に向けて ■ 

 学校教育機関を基盤にした多機関連携システムの

モデル化及びその社会実装に向けて、本調査から見

えてきたのは、(1)学校教育機関と関係機関との情報

の共有に向けた個人情報の取扱いに関する法整備の

必要性、(2)関係機関の強み（できることとその事例）

の明確化と、その周知及び（学校教育現場のニーズ

にそった）準備の必要性、(3)学校教育現場と関係機

関が協議して問題行動（暴力・いじめ）の介入レベ

ルを策定し、それに合わせた関係機関の支援や保護

（介入）の手段を設定しておくことの必要性である。 

そして、教員等の日常常務の負担や、関係機関と

の連携における手続負担を軽減して、教員等が児

童・生徒との関わりから早期発見の機会を増やして

いく方向に向かっていかなければならない。 

■ 謝辞 ■ 

本調査にご協力いただいた長崎県、長崎市及び諫

早市の各教育委員会、長崎県内の学校教育機関 47
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申し上げます。 

 本報告は、公益財団法人日工組社会安全研究財団
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ストーカー事案の被害実態等に関する調査研究（１） 

――被害のリスク要因と被害者の対処行動―― 

     

○島田貴仁 1・山本功 2・金政祐司 3・荒井崇史 3・石田仁 

（科学警察研究所 1・淑徳大学 2・追手門学院大学 3・（公財）日工組社会安全研究財団 4） 

 

１ 問題 

 近年、ストーカー事案に対する社会の関心が高まっ

ているが、実態の把握や対策の立案には、専門機関へ

の未申告被害を含む被害調査が必要である。アメリカ

では包括的な犯罪被害調査 NCVS、男女間暴力に特化し

た Violence Against Women Survey、ヨーロッパでも

FRA の性暴力調査で、それぞれストーキング被害が測

定されている。これに対し、日本では、内閣府の男女

間暴力調査の平成 26 年度調査ではじめてストーキン

グ被害が調査され、男性の 4.0%、女性の 10.5%が生涯

被害を報告したが、①生涯被害では想起バイアスのた

め年齢層別の被害率が正確に把握できない、②ストー

キング被害を単一項目として測定おり、本来は多種多

様にわたるストーキングの行為別出現率を検討でき

ない、③公的統計ではストーキング被害の６割は親密

関係崩壊に起因するが、被害当時の年齢、相手との親

密度等、被害の予測要因についての情報が含まれない

といった問題点が指摘される。 

 これを受け、島田(印刷中)は、18-39 歳女性のイン

ターネットモニターを対象に、親密関係崩壊とストー

キング被害を尋ねる調査を行い、①過去５年の被害率

が 20.8%、②26 項目のストーキング被害は身体暴力と

ハラスメントを含む 6 因子構造を有すること、③親密

関係時の精神的暴力が、関係崩壊後のストーキング被

害に影響していることを見出した。しかし、島田(印刷

中)は、男性の被害を測定しておらず、女性の人口に対

する代表性も確保されていない。 

 このため、本研究では、代表性を有する社会調査に

よって、ストーキングの被害実態および親密関係崩壊

時の被害リスク要因を確認する。 

 

２ 方法 

１）抽出・実査方法 

 日工組社会安全研究財団が調査主体となり、全国の

18 歳から 39 歳の男女個人 6000 人を対象に、住民基

本台帳からの層化 2 段無作為抽出法による調査を実

施した。有効回収数 1884 票（回収率 31.4%）。調査方

法の詳細は第２発表および石田（2017:1-14）参照。 

２）質問紙の構成 

 質問紙は３部構成とした（図１）。第１部（被害の実

態と対処）では、最初にスクリーニング設問として、

現行のストーカー規制法の 8 類型や島田（印刷中）を

踏まえて策定した、迷惑行為や嫌がらせ 10 項目につ

いて、過去 5 年間に特定の異性からの被害の有無を尋

ねた。被害経験ありの回答者について、過去 5 年間の

相手の人数（反復被害）とともに、最も深刻な被害に

ついて被害詳細を尋ねた。 

 第２部（親密関係崩壊）では、第１部での被害経験

者のうち、相手が親密関係者であった者は当該の相手、

それ以外の回答者については、過去 5 年間で最も近日

に別れた相手について、相手との親密度、出会い、交

際中の暴力経験、関係崩壊時の認知と行動について尋

ねた。 

 第３部（被害・相談に対する意識）では、 場面想定

法による相談意図（第２報告）、相談機関やストーキン

グ被害等に対する知識や態度を尋ねた。 

 

３ 結果と考察 

１）被害率 

 過去 5 年被害率は男性 4.3%、女性 11.2%であった。

内閣府調査の同一年齢層の生涯被害率（男性 6.4%、女

性 18.1%）と比較すると、女性の被害率が男性よりも

高い、生涯被害率が過去 5 年被害率よりも高い、とい

った点で整合的であった。また、海外ではストーキン

グ被害の要件に恐怖感情の生起を含めることが多い

が、恐怖感情を伴う被害率は男性 1.6%、女性 6.8%であ

った。 

 性・年齢別被害率は、25-29 歳の女性で最も高かっ

た（16.6%）。相手方との関係別にみても、25-29 歳の

女性で、親密（10.3%）、非親密（7.1%）ともに最も被

害率は高かった。内閣府調査では、女性の生涯被害率

 
図１：質問紙の構成 

関係破綻スクリーニング(問10)

被害スクリーニング(問1)
被害なし
（n=1729)

ストーキングに関する知識・態度(問32‐問39)

被害詳細（問2‐問9）
それ以外
（n=61)

元夫・元交際相手

（n=94)

関係破綻詳細(問11‐問31)

被害あり
（n=155)

関係破綻あり
（n=478)

関係破綻なし
（n=1312)

デモグラフィック(問40‐問47)
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が最も高かった年齢層は 30～39 歳であったが、生涯

被害は想起バイアスの影響を受ける。本調査の結果か

らは被害の好発は 20 歳代であることが考えられる。 

 被害を報告した 155 名中、5 年間に 2 名以上の異な

る相手から被害を受けた反復被害者は 33 名（21.3%）

であった。33 名中 26 名は、異なる 2 名以上の親密関

係者（11 名）・非親密関係者（15 名）からの被害を受

けており、親密・非親密での反復被害のリスク要因が

異なることが示唆される。 

 

２）行為別の被害率、恐怖感情と深刻度 

 10 項目の出現率は高い順に、面会・交際・復縁要求

（61.2%）、大量メール・連続電話（43.1%）、暴言脅迫

（33.1%）であった。身体暴力、ネットの書き込み、物

の送付、謝罪・金銭要求もそれぞれ約 1 割でみられた。 

 被害による恐怖感情の生起（はい・いいえの 2 件法）

は、女性（63.2%）は男性（37.1%）よりも、非親密関

係者からの被害（70.7%）は、親密関係者からの被害

（48.4%）よりも高かった。 

 ストーキング行為類型別に、恐怖を感じた回答者の

割合と深刻度（9 件法）を布置したところ、同一の行

為でも、親密関係者からの被害は、非親密関係者から

の被害に比べて、恐怖を感じる回答者の割合、深刻度

評定ともに低かった。 

  

３）対処行動 

 被害を申告した男性 35 名・女性 114 名を分析対象

とした。対人間葛藤の直接的対処 5 項目（拒否、話し

合い、妥協、怒り表出、無視）の中では、拒否（66%）・

無視（54%）の出現率が高かった。間接的対処行動 11

項目の中では、電話番号・メールアドレスの変更（22%）、

第三者を立てる（16%）、転退職・引越し（14%）の出現

率が高かった。内閣府調査同様に、ストーキングの被

害が転退職・引越しといった被害者の生活面に大きな

悪影響を与えることには留意すべきであろう。 

 警察・行政に被害を相談していたのは、男性 14%、

女性 10%であった。恐怖を感じた回答者の相談率は男

性(13 名)で 38%、女性(72 名)15%であった。男性の相

談率が女性に比べて高いことは、被害の閾値の性差と

解釈できる。 

 

４）親密な関係崩壊時のストーキング被害リスク 

過去 5 年の親密関係崩壊を申告した 563 名中 75 名

（13.3%）が、相手からのストーキング被害（復縁要求

以外）を経験していた。性別および別れの切り出し別

にみると、女性が別れを切り出した場合（21.0%）が最

も被害率が高く、以降、男性が別れを切り出した場合

（11.4%）、女性/男性が別れを切り出された場合

（7.6%/4.6%）の順であった。 

18 歳以上で関係開始した回答者 484 名を対象に、復

縁要求以外のストーキング被害の有無を従属変数に

したロジスティック回帰分析を行った（表１）。 

独立変数は、回答者のデモグラフィック（性別、交

際開始年齢、学歴、相手との関係、年齢差）、両者の関

係性（関係継続期間、相手への傾倒（相手のことを幸

せにできるのは私だけだと思っていた、相手のことを

一番理解しているのは私だと思っていた、など 4 項目、

α＝.85）、関係中の身体暴力経験（2 項目を合成、精

神暴力経験（4 項目を合成）、別れの切り出し）とした。 

モデルは、デモグラフィックのみのモデル１、デモ

グラフィックに関係性変数の主効果を追加したモデ

ル２、さらに、関係性変数の交互作用項を追加したモ

デル３の３つを比較した。 

モデル２・３における関係中の身体暴力、精神暴力

経験がともに関係崩壊時にスト

ーキング被害に関連することは

島田（印刷中）と整合している。

加えて、モデル３に示された通り、

傾倒している相手に対して別れ

を切り出しが被害の促進要因に

なることが示唆された。 

文献  

・石田仁(2017)「調査の目的と調

査実施の概要」「調査結果の概要」、 

日工組社会安全研究財団『ストー

カー事案の被害実態等に関する

調査報告書』1-19. 

・島田貴仁(印刷中)「日本におけ

る若年女性のストーキング被害

――被害者・加害者の関係と親密

な関係者間暴力に注目して――」、

犯罪社会学研究. 

モデル1 モデル2 モデル3

デモグラフィック
性別(女性=1) 1.53 1.23 1.42
交際開始時年齢 0.97 0.99 1.01
学歴（専門学校・短大=1,それ以外=0) 1.40 1.25 1.25
学歴（大学以上=1) 1.03 1.11 1.15
相手との関係（配偶者=1,それ以外=0) 2.29 ** 0.77 0.77
年齢差（自分-相手） 0.95 * 0.99 1.00

両者の関係性（主効果）
関係継続期間（月数，常用対数） 1.09 1.13
相手への傾倒 0.99 0.96
関係中身体暴力(経験あり=0.5,経験なし=-0.5） 5.10 *** 3.15 *
関係中精神暴力(経験あり=0.5,経験なし=-0.5） 5.72 *** 8.30 **
別れの切り出し(自分=0.5,相手=-0.5） 2.12 * 3.11 †

両者の関係性（交互作用）
傾倒×身体暴力 1.13
傾倒×精神暴力 0.73
身体暴力×自分から別れ 3.91
精神暴力×自分から別れ 0.92
傾倒×自分から別れ 3.84 *
傾倒×身体暴力×自分から別れ 1.82
傾倒×精神暴力×自分から別れ 0.22

Pseudo R2 0.05 0.22 0.24

数字はオッズ比を示す

***:p<.001, **:p<.01, *:p<.05 †:p<.10

表1: 親密関係崩壊時のストーキング被害リスク要因
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ストーカー事案の被害実態等に関する調査研究（２） 

――被害相談意向の分析―― 

 

                                    ○山本功（淑徳大学） 

島田貴仁（科学警察研究所） 

金政祐司（追手門学院大学） 

荒井崇史（追手門学院大学） 

石田仁（日工組社会安全研究財団） 

 

１ 目的 

 問題設定 

 近年のストーカーに対する法的規制をめぐる先行

研究において共通するのは、刑事司法機関としての

対応を論じるのであるから当然ではあるが、警察が

相談を受けるところが起点となっている点である。 

 しかしながら、人びとにとって、警察という機関

は必ずしも敷居の低いところとは言い難い。専門職

や専門機関が関与する以前の段階で、他者や様々な

機関にストーカー被害を相談することは当然ありえ

るであろうし、逆に「誰にも相談しない」という姿

勢をとりつづける人もいることが予想される。本報

告は、一般市民対象の調査結果から、ストーカー被

害経験のない対象者に限定し、親密な関係の破綻以

降のストーカー被害を想定してもらい、その際の相

談意向について分析し報告する。とりわけ、「誰にも

相談しない」という群に注目していきたい。 

 

２ 調査概要 

 日工組社会安全研究財団が調査主体となり、2016

年 1 月 1 日現在、全国の市町村区に居住する 18 歳

から 39 歳の男女個人 6000 人を対象とした、層化 2 

段無作為抽出法（平成 22 年国勢調査に基づく）に

よる調査を実施した。地点数は 150 地点とした。抽

出名簿は、住民基本台帳である。調査モードは、質

問紙を用いた郵送配布・郵送返送法（ウェブ回答併

用）。調査時期は 2016 年 年 1 月 14 日～ 3 月 22 日

（ウェブ回答は 3 月 10 日）までとした。 

 有効回収数 1884 票、有効回収率 31.4%。回答モー

ドは、郵送回答 418 票（51.3％）、ウェブ回答 397

票（48.7％）となった。より詳細な手続きは、石田

（2017:1-14）に記載されている。 

 

３ 相談意向の全般的な分析 

 ストーカー被害経験のなかった回答者 1711 人を

分析対象とした。「仮に、今あなたが未婚で恋人がい

ると考えて下さい。その恋人と別れようとした際に、

「絶対に別れない」と相手が言った場合、あなたは

以下のような人や機関に相談すると思いますか」と、

「それでは、相手があなたに対して、あなたが不安

を感じるような、つきまとい行為や暴力行為をして

きたとしたら、あなたは以下のような人や機関に相

談すると思いますか」というふたつの問いを設けた。 

 項目として、ａ）家族や親せき、ｂ）会社の同僚

や学校の友人、ｃ）弁護士、ｄ）行政の相談窓口（男

女共同参画センターなど）、ｅ）警察、の５項目をあ

げた。選択肢は、「相談しないと思う」「あまり相談

しないと思う」「多少相談すると思う」「相談すると

思う」の４件法とした。 

 別れの際に相手が「絶対に別れない」と言ってき

た場合のみをみると、相談する相手としては会社の

同僚や学校の友人が 76.6％ともっとも多かった。つ

いで、家族や親戚が 44.9％であった。行政の相談窓

口、弁護士、警察は１割未満であり、相談意向は低

かった。 

 ついで、つきまとい行為や暴力行為があった場合

には、会社の同僚や学校の友人 80.3％、家族や親せ

き 70.7％、警察 56.5％、行政の相談窓口 37.2％、

弁護士 25.4％となった。相談意向の向く公的な機関

としては警察、行政、弁護士の順になった。 

 別れの際と、ついきまといや暴力のあった場合の

差に注目すると、警察がもっとも大きく、51.0 ポイ

ントの差であった。ついで行政の相談窓口が 29.0

ポイントの差、家族や親せきが 25.8 ポイントの差、

弁護士は 18.8 ポイントの差であった。別れに際して

は警察へは相談意向が向かないが、つきまといや暴

力があった際には相談意向が強く向くことがわかる。 

 なお、性別や年齢別といった基礎的な分析は、山

本（2017）においてなされている。 

 

４ つきまといや暴力行為の場合の相談意向の有無

を従属変数としたロジスティック回帰分析 

 つきまといや暴力行為の場合相談意向の有無（あ

り=1）を従属変数としたロジスティック回帰分析を

行った。独立変数として、性別（女性=1、男性=0）、

年齢（18～24 歳を基準変数とし、25～29 歳、30～34

歳、35～39 歳をそれぞれダミー変数として投入）、

学歴（在学中を含む、高校を基準変数とした。短大・

高専・専門学校を統合して１カテゴリーとし、大学

と大学院も統合し、ダミー変数とした）を設定し、

強制投入した。 

 家族や親せきに関しては、有意な変数となったの
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は性別のみであった。女性は男性に比べ、3.4 倍家

族等に相談する意向をもっていた。 

 同僚や友人への相談に関しては、女性は男性に比

べ、2.3 倍相談意向をもっていた。また、短大・高

専・専門学校卒群は、高卒に対して 1.7 倍相談意向

が高かった。 

 弁護士への相談に関しては、性別は有意な変数と

ならなかった。年齢は 30～34 歳、35～39 歳におい

て、相談意向が高かった。学歴別では大学・大学院

において相談意向が高かった。 

 行政の窓口に関しては、女性、30～34 歳、35～39

歳、短大・高専・専門卒、大学・大学院卒群におい

て相談意向が高かった。 

 警察に関しては、女性、35～39 歳、短大・高専・

専門卒、大学・大学院卒群において相談意向が高か

った。 

 行政の窓口、警察への相談の２項目で類似した結

果がみられた。女性、30 代以上、相対的に学歴の高

い層では相談意向が高いが、逆にいえば男性、20 代

以下、高卒層において相談意向が低いということが

みてとれる。 

 最後に、家族や親せき、同僚や友人、弁護士、行

政の窓口、警察のいずれかに相談する意向をもって

いれば１を、どれに対しても相談意向がなければ０

を与え、同様の分析を行った。その結果、女性、短

大・高専・専門卒、大学・大学院卒であれば相談意

向が高いという結果となった。 

 

５ 相談意向のパタンの分析 

「つきまとい行為や暴力行為をしてきたとしたら」

とした際の相談意向について、４件法のまま因子分

析を行った。全体での分析と、男女それぞれの分析

の３通りで行った。 

 全体を分析した結果も、男女それぞれで分析した

結果も、同一の構造となった。第 1 因子としては行

政、弁護士、警察の３項目がまとまった。これは、

公的な相談窓口であろう。第２因子としては家族や

親せき、会社の同僚や学校の友人がまとまった。こ

れは、私的な社会資源であろう。この分析によって、

相談先としては大きく２類型あり、公的な相談窓口

と、私的な社会資源とに大別されることが明らかに

なった。 

 この２類型の組合せは、以下の４パタンとなる。

誰にも相談意向をもたない群、公的窓口にのみ相談

意向をもつ群、私的資源にのみ相談意向をもつ群、

公的窓口と私的資源の両者に相談意向をもつ群であ

る。集計の結果、構成比はそれぞれ 5.7％、4.4％、

29.2％、60.7％となった。 

 性別にこれら４類型をクロス集計すると、0.1％水

準で有意な差が検出された。あわせて残差分析も実

施した。概して、女性の方が両者への相談意向をも

つ群が多かった。男性は誰にも相談しない群、公的

窓口にのみ相談群、私的資源にのみ相談群が多かっ

た。とりわけ、男性の 9.5％と１割弱が「誰にも相

談しない」群となった。 

 性別かつ学歴（在学中含む）別に相談意向の分析

を行った。短大・高専・専門学校を統合して１カテ

ゴリーとし、大学と大学院も統合した。女性は 0.1％

水準で、男性は５％水準で有意な差がみられた。 

 女性では、高卒女性において両者に相談するとい

う群が少なく、私的資源にのみ相談意向をもつ群が

多い傾向がみられた。 

 男性では、高卒男性において、誰にも相談しない

群が多い傾向がみられた。 

 

６ 考察 

 ストーカー被害経験のない人のみを対象に相談意

向の分析を行ったところ、性別、年齢層別、学歴別

による違いが見いだされた。相談相手を公的窓口と

私的資源の２区分とすると、女性では、高卒女性に

おいて両者に相談するという群が少なく、私的資源

にのみ相談意向をもつ群が多い傾向がみられた。男

性では、高卒男性において、誰にも相談しない群が

多い傾向がみられた。 
 こうした結果からは、刑事司法機関によせられる

相談において、被害者の属性によって相談率が異な

ることが示唆される。 
 また、公的窓口ではない家族や友人といった私的

な関係にも相談しないという群が一定割合になると

いうことが見いだされた。ストーカー被害に限らず、

様々な被害事案においても、こうした「誰にも相談

しない」という人びとがいることが予想されるが、

近年いわれる「社会的排除」という観点からも、そ

うした人びとの包摂を志向する調査研究が必要であ

ろう。 
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